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日本語抜粋版の発行にあたって 
 
第63回世界保健機関(WHO)総会(2010年5月)において「アルコールの有害な使用を低減するための世界

戦略」が採択された。この世界戦略では、アルコールの有害な使用について、飲酒者個人の健康への害に
加え、飲酒する者の周囲の健康や社会全体に影響を及ぼす面に言及し、アルコールの有害な使用を低減す
るための方策についての指針が示された。 

 
日本では、アルコールの有害使用の低減に関する国際的な議論の動向を踏まえ、包括的な取組を推進す

るため、議員立法によりアルコール健康障害対策基本法（平成25年法律第109号。以下、「基本法」）が
2013年12月に成立し、2014年６月に施行された。基本法では、アルコール依存症その他の多量の飲酒、
未成年者の飲酒、妊婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害を「アルコール健康障害」と
定義され、アルコール健康障害が本人の健康の問題であるのみならず、その家族への深刻な影響や重大な
社会問題を生じさせる危険性が高いことが明記されている。さらに基本法では、政府がアルコール健康障
害対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、アルコール健康障害対策の推進に関する基本的な計画（以
下、「基本計画」）を策定することとした。これを受けて、「飲酒に伴うリスクに関する知識の普及を徹
底し、将来にわたるアルコール健康障害の発生を予防」および、「アルコール健康障害に関する予防及び
相談から治療、回復支援に至る切れ目のない支援体制の整備」を重点課題に掲げた「第１期アルコール健
康障害対策推進基本計画（2016年5月閣議決定）」が実施された。これに続く「第２期アルコール健康障
害対策推進基本計画(2021年3月閣議決定)」では、アルコール健康障害の発生を防止するためには、「不
適切な飲酒を誘引しない社会を形成していくことが必要」とし、「国は、広告等が依存症である者にどの
ような影響を与えるのかについて科学的知見の集積を図る」ことが盛り込まれた。 

 
一方、冒頭で紹介した「アルコールの有害な使用を低減するための世界戦略」においても、国の行動に

対して利用できる政策の選択肢や介入の推奨目標分野の１つに「アルコール飲料のマーケティング」が掲
げられており、これには、飲酒可能法定年齢に達していない青少年に対するアルコール飲料の広告や販売
活動に関して、一定の規制を設けることや、独立した監視システムを構築することを含んでいる。 

 
さらに2022年、WHOは「アルコールの国境を越えたマーケティング・広告・宣伝の規制によるアルコ

ールからの害の低減 WHOテクニカル・レポート(Reducing the harm from alcohol by regulating 
cross-border alcohol marketing, advertising and promotion: a technical report)」を発表した。この
包括的なレポートでは、「アルコール製品が国境を越えて（多くの場合、デジタル手段によって）販売さ
れるようになり、受け入れ国の社会・経済・文化的環境とは無関係に販売されている」という事実に着目
した上で、「アルコール・マーケティングはアルコール消費を増加させる」ことや、「多量飲酒者や若者
といったターゲットを絞ったマーケティングは、対象者の消費を増加させる」ことについて言及されてい
る。このうち、「多量飲酒者はアルコール消費量の大半を占めているため重要な市場セグメントであり、
重要なターゲット」となっている点について、深刻な問題と指摘している。そして、若者や多量飲酒者が
ますますアルコール広告の標的にされ、しばしば健康を害していることについて、より効果的な国内規制
とより良い国際協力の必要性について強調した内容となっている。 
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そこで、我々は第２期基本計画で掲げられている「広告等が依存症である者にどのような影響を与える
のかについて科学的知見の集積」や「不適切な飲酒を誘引しない社会形成」等の取組の一環として、この
WHOテクニカル・レポートの日本語抜粋版を作成することにした。この日本語抜粋版は、WHOによって
公開された原文１を、独自にできるだけ忠実に日本語にすることに努めたものであり、非公式の翻訳版で
ある。したがって、本書に記載された内容についての問い合わせはWHOによる原文を参照の上、WHOの
担当部局に照会していただきたい。 

 
なお、翻訳にあたり、日本語の定訳が存在しない語句については、原文と日本語の併記や暫定的な訳語

をあてはめることで対応した。WHOによる原文は、全102ページ(本文)で構成されており、取り上げてい
る内容は多岐にわたり有意義で豊富な知見が盛り込まれた文書であるが、日本語版の制作にあたり、我が
国のアルコール健康障害対策に関わりが深いトピックを取り上げることを優先し、第１章～第４章、第6
章、第9章を含む抜粋版を作成・公開することにした。 

 
この報告書の知見が活用されることで、アルコール飲料のマーケティングに関する最新の知見や情報の

普及啓発に貢献し、我が国におけるアルコール健康障害対策がなお一層推進されることを期待する。 
 

2023年9月 
 

独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター 
院長 松下幸生 

 
 

 

 

 

 

 

 
１ WHO による原文「Reducing the harm from alcohol ‒ by regulating cross-border alcohol marketing, advertising and promotion: a technical report」は、WHO

の HP にて公開されており、無料で入手可能。https://www.who.int/publications/i/item/9789240046504 （アクセス:2023/3/15 15:30） 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240046504
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レポートの作成と作成に関与した。Natacha Carragher、Alexandra Fleischmann、Dzmitry Krupchanka、
Mariam Mujiri、Ilinca Radu、Sarah Roache。次の地域事務所スタッフも関与した。WHO 東南アジア地
域事務所（インド、ニューデリー）Nazneen Anwar、WHO アフリカ地域事務所（コンゴ、ブラザヴィル）
Florence Baingana。WHO ヨーロッパ地域事務所（デンマーク、コペンハーゲン）Eric Carlin、WHO ヨ
ーロッパ地域事務所、（デンマーク、コペンハーゲン）Carina Ferreira-Borges、WHO 西太平洋地域事務
所（フィリピン、マニラ）Caroline Lukaszyk、WHO米州地域事務局／汎米保健機構（ＰＡＨＯ）（アメ
リカ、ワシントンD.C.）Maristela Goldnadel Monteiro、WHO ヨーロッパ地域事務所（デンマーク、コペ
ンハーゲン）Maria Neuman、WHO 東地中海地域事務局（エジプト、カイロ） Khalid Saee。
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略語/ABBREVIATIONS 
AANA Australian Association of National 

Advertisers 
オーストラリア全国広告主協会 

ABAC Alcohol Beverages Advertising Code 
（Australia） 

アルコール飲料広告コード 
（オーストラリア） 

ABV Alcohol by volume アルコール度数 
AI Artificial intelligence 人工知能 
AMA American Marketing Association 米国マーケティング協会 
ANPAA Association Nationale de Prévention en 

Alcoologie et Addictologie: French 
National Association for Prevention in 
Alcohology and Addictology, now renamed 
Association Addictions France 

フランス国立アルコール学・依存症学予防
協会。現在はフランス依存症協会に改称 

AVMSD Audiovisual Media Services Directive of the 
European Union 

欧州連合（EU）の視聴覚メディアサービ
ス指令 

CCPA California Consumer Privacy Act of 2018 2018年カリフォルニア州消費者プライバ
シー法 

CESCR Committee on Economic, Social and Cultural 
Rights 

経済的、社会的、文化的権利に関する委員
会 

CNIL Commission Nationale de l’Informatique et 
des Libertés [National Commission for 
Computing and Liberties] 

国家情報化・自由化委員会 
 

CRC International Convention on the Rights of 
the Child 

児童の権利に関する条約 
（子供の権利条約） 

CSR Corporate social responsibility 企業の社会的責任 
ECJ European Court of Justice 欧州司法裁判所 
EFTA 
court 

The court of the European Free Trade Area 欧州自由貿易圏の裁判所 

EU European Union 欧州連合 
FIFA Fédération Internationale de Football 

Association [International Federation of 
Association Football] 

国際サッカー連盟 

GALA Global Advertising Lawyers’ Alliance グローバル広告弁護士連盟 
GATT General Agreement on Tariffs and Trade 関税と貿易に関する一般協定 
GBD Global Burden of Disease 世界疾病負担 
GDPR The European Union’s General Data 

Protection Regulation 
欧州連合一般データ保護規則 
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IARD International Alliance for Responsible 
Drinking 

責任ある飲酒のための国際連合 

IBFAN International Baby Food Action Network 国際ベビーフード・アクション・ 
ネットワーク 

ICESCR International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights 

国際人権規約 

ICT Information and communications 
technologies 

情報・通信技術 

LMICs Low- and middle-income countries 低・中所得国 
MASB Marketing Accountability Standards Board マーケティング説明責任基準委員会 
MLA Mutual legal assistance 相互法律援助 
NCD Noncommunicable disease 非感染性疾患 
NGO Nongovernmental organization 非政府組織 
NOLO No alcohol/low alcohol アルコールなし／低アルコール 
P2P Peer-to-peer ピアツーピア（接続されたコンピュータ同

士が同格で通信し合うネットワーク形態） 
PAHO Pan American Health Organization 全米保健機関 
PDPA Personal Data Protection Act [Thailand] 個人情報保護法（タイ） 
PESO Paid, Earned, Shared, Owned メディアの種類 
RSP Retail selling price 小売販売価格 
RTDs Ready-to-drink beverages レディ・トゥ・ドリンク飲料 
SDGs Sustainable Development Goals 持続可能な開発目標 
TAPS Tobacco advertising, promotion and 

sponsorship 
タバコの広告・宣伝・スポンサーシップ 

TF1 Télévision française 1 テレヴィジョン・フランセーズ・ワン 
TIAs Trade and investment agreements 貿易・投資協定 
TNAC Transnational alcohol corporation 多国籍アルコール企業 
TNC Transnational corporation 多国籍企業 
UN United Nations 国際連合 
UNESCO United Nations Education, Scientific and 

Cultural Organization 
国際連合教育科学文化機関 

UNHCR United Nations High Commissioner for 
Refugees 

国連難民高等弁務官事務所 

UNIATF United Nations Interagency Task Force on 
the Prevention and Control of 
Noncommunicable Diseases 

非伝染性疾患の予防と制御に関する国連 
タスクフォース 

UNICEF Also known as the United Nations Children’s 
Fund 

ユニセフ、国連児童基金 

UNITAR United Nations Institute for Training and 
Research 

国連訓練調査研究所 

UNODC United Nations Office on Drugs and Crime 国連薬物犯罪事務所 



 

 

略語 XI 

USA United States of America アメリカ合衆国 
VOD Video on demand ビデオ・オン・デマンド 
WHA World Health Assembly 世界保健総会 
WHO World Health Organization 世界保健機関 
WHO 
FCTC 

WHO Framework Convention on Tobacco 
Control 

たばこの規制に関する世界保健機関枠組 
条約 

WPR WHO Western Pacific Region WHO西太平洋地域 
WTO World Trade Organization 世界貿易機関 
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用語集/ABBREVIATIONS 
Advertising 
広告宣伝 

それを受け取った人に情報を与えたり、影響を与えたりすることを目
的としたメッセージのこと。広告は、様々なメディアによって広める
ことができ、または直接提供することができる。広告はマーケティン
グの一形態である。 

Advertising ban 
広告の禁止 

広告の特定のカテゴリーに対する禁止事項。このカテゴリーは、広告
の対象、送信媒体（例：テレビコマーシャル）、広告の時間帯（例：
昼間は禁止）、場所（例：バスは禁止）、視聴者（例：18歳未満は
禁止）の観点から定義することができる。禁止は、政府、媒体運営
者、及び製品の生産者を含む様々なアクターのいずれかによって課さ
れる可能性がある。広告の全面禁止は、あらゆる媒体で特定の製品や
その他のアイテムの広告を禁止することである。 

Alcohol marketing 
アルコール・ 
マーケティング 

「アルコールの認知度、魅力、消費を高めることを目的とした、ある
いは高める効果を持つあらゆる形態の商業的なコミュニケーションや
メッセージ」（WHO, 2010a）。 

Behavioural marketing 
行動学的マーケティング 

マーケティング手法の一つで、消費者の行動を分析し、心理的、人口
統計的、購買的特徴など消費者個人の特徴に基づいて、マーケティン
グの対象を絞る手法。 

Brand 
ブランド 

「ある売り手の商品やサービスを、他の売り手と区別して識別するた
めの名称、用語、デザイン、シンボル、その他の特徴」（米国マーケ
ティング協会、n.d.）。 

Branding 
ブランディング 

ブランディングとは、製品（＝プロダクトブランディング）やビジネ
ス（＝コーポレート・ブランディング）にブランドを付与するプロセ
スである。ブランドは多くの場合、商標として所有され、法的に保護
される。 

Co-branding 
コ・ブランディング 
（共同ブランディング） 

2つ以上のブランド（多くの場合、別々に所有されている）間の提携
（Blackett & Russel, 1999）。ブランド間の協力のレベルやタイプ
は、短期的なクロスブランドのプロモーションやスポンサーシップ戦
略（たとえば、ファストフードブランドが映画やゲームのリリースを
促進する新製品をリリースするなど）から、製品の共同製造や生産な
どのより長期的な協力関係など様々なものがある。（Blackett & 
Russel, 1999）。 

Comity 
礼譲 

一般的な意味は、互恵関係を期待した、対等な立場の他人を思いやる
礼儀や行動である。国際関係では、ある国が他国の法律や慣行を、そ
の国の管轄内で相互に尊重することも含まれる。Comityは、強制力
のある合意ではなく、規範的な原則を指す。 
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Corporate social 
Responsibility 
企業の社会的責任 

企業の社会的責任（CSR）には、様々な定義や概念がある。たとえ
ば、国連工業開発機関（UNIDO）は、CSRを「企業がその事業運営
やステークホルダーとの相互作用において社会的・環境的関心を統合
する経営概念」として示し、「バランス...経済、環境、社会の要請
と」「株主やステークホルダーの期待に対処」する責任を示唆してい
る（Collin et al., UNIDO, 2021）。欧州委員会も同様に、CSRを「企
業が社会に与える影響に対する責任」と定義し、「社会、環境、倫
理、人権、消費者への関心を事業運営と基本戦略に統合するプロセス
を持つ」義務と結びつけている。ここでは、CSRは株主と社会にとっ
て共有価値を最大化することを目指し、企業が「起こりうる悪影響を
特定、防止、軽減する」ことであるとしている （European 
Commission, 2011）。国連グローバル・コンパクトは、人権、労働
権、環境保護、腐敗防止を含む国際的な宣言や条約に由来する10原
則に基づき、商業部門の責任について整理している（UN Global 
Compact, 2021b）。国際標準化機構（ISO）は、任意規格であるISO 
26000－2010で社会的責任に言及し、この責任が産業や民間企業以外
の組織にも及ぶものとして枠付けしている。ISO 26000は、「社会的
責任」を次のように定義している。「透明で倫理的な行動を通じて、
自らの決定と活動が社会や環境に与える影響に組織として責任を持つ
ことは、組織全体に統合され、その関係において実践される」（ISO, 
2017）。 

Co-regulation 
コ・レギュレーション 
（共同規制） 
 

法律と規制の文脈では、共同規制は多様でやや相反する意味を持つ。
少なくとも、規制システムには、政府機関や他の規制機関と、規制を
受ける機関や個人の両方からの情報が含まれることを意味する。しか
し、他の関係者が関与している場合もある。共同規制という用語は、
力関係（対立が生じた場合に最終的な意思決定をどのように行うか）
を特定するものではない。 
世界保健機関の文脈では、「共同規制の取り決めには多くの種類があ
る...〔自主〕規制と共同規制の重要な違いは、業界団体が引き受ける
機能の一部が政府によって委譲または承認されていることだ」
（WHO Regional Office for the Western Pacific, 2016）と指摘され
ている。世界保健機関の紀要に掲載された議論では、「共同規制は、
しばしば政府が規制目標を設定することを意味し」、「産業界とのフ
ォローアップと説明責任のプロセス」に同意していると指摘されてい
る。そのため、目標が達成されない場合、政府は目標達成のための対
策を実施する（Goiana-da-Silva et al., 2019）。WHO自身の規制枠
での活動は、非国家主体との関与の枠組（FENSA）によって管理さ
れており、このような主体と関わる場合は、「特に政策、規範、基準
の設定と適用におけるプロセスに対する不当な影響からWHOを保
護」しなければならず、「WHOの完全性、独立性及び評判を損なわ
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ない」ことなど、一連の原則に従わなければならないとされている
（WHO, 2018a）。 
しかし、「共同規制」の意味は、広範な文献の中でかなり異なってい
る。オーストラリア法改革委員会（Australian Law Reform 
Commission）は、「共同規制とは、通常、産業界が独自の取り決め
を策定・運営し、政府はその取り決めを施行できるように立法的裏付
けを行う状況を指す」（ALRC, 2021：305）と述べている。複数の当
事者が関与し、決定プロセスが特定されていない別の定義が、国連文
書で提示されている。「共同規制には、政府、独立規制機関、業界の
独立自主規制機関、市民社会団体、市民／消費者が、重なり合う一連
の関係に関与する」（Cishecki, 2002）。 

Cross-border 
クロス・ボーダー 
（国境を越える） 

2つの国またはその他の地理的管轄権のある事業体の間の移動、影
響、またはコミュニケーションを指す。国境は、地方自治体間、超国
家的な同盟や連合など、あらゆるレベルの主体間に存在しうるが、本
報告書では国家間の国境に主に焦点を当てる。 

Cross-border marketing 
クロスボーダー・ 
マーケティング 
（国境を越えた 
マーケティング） 

国または他の管轄区域の境界を越えることを伴うマーケティング。最
小限の用語では、「国境を越える」とは、メッセージがある管轄区域
から発信／発行され、少なくともその一部が別の国にいる聴衆によっ
て受け取られたことを示す。しかし、同じ国で発信・受信されるマー
ケティングは、それが他の国で決定、準備、または公表されたという
意味で、しばしば国境を越えることがある。 

Direct-to-consumer 
marketing 
ダイレクト・トゥ・ 
コンシューマー・ 
マーケティング 
（消費者への直接 
マーケティング） 

小売や卸売の仲介業者を通さずに、メーカーが直接消費者に製品を販
売すること。たとえば、ワイン生産者が、そのワイン生産者から直接
購入できる製品を販売促進することがある。 

E-commerce 
電子商取引 

インターネットを通じた商品・サービスの売買。 

Informal alcohol 
インフォーマル・ 
アルコール 
（非公式のアルコール） 

世界で消費されるアルコールの約4分の3は、アルコール飲料として
市販され、法的に認められた方法で販売または提供されている。イン
フォーマル・アルコールとは、村や郊外での自家醸造や蒸留によるア
ルコール飲料、非課税のアルコール飲料など、残りのカテゴリーを指
す言葉である。 

Industry self-regulation  
業界の自主規制 

産業界が政府から独立して、集団的かつ自主的に規則制定や施行活動
を開始・行うこと。 

International investment 
agreement 
国際投資協定 

投資条約は2カ国以上の国の間で締結され、締約国間の双方向の投資
を促進・保護するためのルールを定めている場合がある。これには、
差別の禁止、投資家の財産の収用に関する制限、及び投資に対する公
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正かつ公平な取り扱いを保証する規定が含まれる2。 
Marketing 
マーケティング 

「特定の製品やサービスの認知度、魅力、消費を高めることを目的と
した、あるいは高める効果を持つ、あらゆる形態の商業的なコミュニ
ケーションやメッセージ。これは、製品やサービスの宣伝や販売促進
を行うあらゆるものを含む」（WHO, 2010a:15）。「マーケティン
グ」は、コミュニケーションやメッセージの決定、準備、伝達の全過
程を表す場合にも使用される。 

Marketing 
communication 
マーケティング・ 
コミュニケーション 

米国マーケティング協会による定義によると、「市場とのコミュニケ
ーションに使用される協調的なプロモーションメッセージと関連メデ
ィア。マーケティング・コミュニケーション・メッセージは、デジタ
ル・メディア、印刷物、ラジオ、テレビ、ダイレクトメール、個人販
売など、1つ以上のチャネルを通じて配信される」（MASB, 2020）。 

Marketing mix 
マーケティング・ 
ミックス 

マーケティング戦略やキャンペーンを展開する際に、マーケティング
の専門家が検討に値すると考える要素。これには、製品、価格設定、
配置、プロモーションなどの考慮事項が含まれる場合がある。 

Market segmentation 
マーケット・ 
セグメンテーション 

「市場を、同じように行動する、あるいは類似のニーズを持つ顧客の
明確なサブセットに細分化するプロセス。各サブセットは、独特のマ
ーケティング戦略で到達すべき市場ターゲットとして選択される可能
性がある」（Bennett, 1995）。 

Media convergence 
メディア・ 
コンバージェンス 

「デジタル化とコンピュータネットワークによって、以前は異なって
いたメディアテクノロジーとプラットフォームが融合すること」
（Gasher, 2011）。マーケティングの文脈では、製品の販売促進を
目的とした、従来のメディアとデジタルのコミュニケーション・チャ
ネルの融合が含まれる。 

Online behavioural 
advertising 
オンライン行動 
ターゲティング広告 

デジタル技術、データ解析、インターネットを活用して、ネット上の
行動を監視し、ネットユーザーの個々の特性に基づいてターゲットを
絞ったマーケティングを行う行動マーケティングの延長線上にあるも
の。 

PESO model 
PESOモデル 

マーケティング目的で使用される4つのコミュニケーション・チャネ
ル（ペイドメディア、アーンドメディア、シェアードメディア、オウ
ンドメディアなど）を区別するためのモデル。このモデルは、2014
年にジニ・ディートリッヒが著書『Spin sucks』（Dietrich, 2014）
で、デジタル・メディアにおけるマーケティングのモードの革新を認
識し、既存のコミュニケーション・チャネルのモデルに「共有」チャ
ネルを追加して導入されたものである。 

Product placement 
プロダクト・ 

企業がお金を払って、マスメディアの番組内にブランド製品（ブラン
ド名／ロゴ、パッケージ、看板、その他の商標）またはブランド製品

 
2 https://www.dfat.gov.au/trade/investment/australias-bilateral-investment-treaties 
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プレイスメント への言及を入れる行為（Homer, 2009; Carters-White et al., 2021）。 
Promotion 
プロモーション 

マーケティングと密接な関係がある。この文脈では、プロモーション
は、製品または組織を宣伝することを意図し、製品の魅力及び/また
は消費を増加させるために設計されている商業的コミュニケーション
を伴う。 

Recorded alcohol 
記録されたアルコール 

"生産、輸入、輸出、販売または課税データに基づく国レベルの公式
統計にしたがって消費されたアルコール" （WHO, 2021a）。 

Social media 
（platform） 
ソーシャルメディア 
（プラットフォーム） 
 

インターネットユーザーによるコンテンツの共有や、ユーザー間の社
会的交流を可能にするウェブサイトやデジタルアプリケーション。ソ
ーシャルメディアの主な特徴は、ユーザーがソーシャルメディア・プ
ラットフォームのコンテンツやユーザーに積極的に関与すること
（例：いいね、共有、コンテンツの閲覧）、個々のユーザーがユーザ
ー生成コンテンツを作成・共有する能力、サイト固有のユーザープロ
ファイルを作成する能力、他の個人やグループと交流する能力など
（Wildman & Obar、2015）。 

Social media influencer  
ソーシャルメディア・ 
インフルエンサー 
 

ソーシャルメディア・インフルエンサーは、ソーシャルメディアを通
じて視聴者を形成し、他者に影響を与えることができる新しいタイプ
の「有名人」と定義することができ（Hendriks et al., 2020）、視聴
者の態度を形成する（Freberg et al., 2011）ことから、「インフルエ
ンサー」と呼ばれている（Coates et al., 2019b; Coates et al., 
2019a）。ソーシャルメディアのインフルエンサーは、視聴者の規模
に応じて、マイクロ・インフルエンサー、マクロ・インフルエンサ
ー、メガ・インフルエンサーに分類されてきた（Ruiz-Gómez, 
2019）。異なるソーシャルメディア・プラットフォームで99,000ま
でのフォロワーを持つマイクロ・インフルエンサーは、インフルエン
サーの最大の構成要素を形成している（Willoh, 2020）。マクロ・イ
ンフルエンサー、または「パワー・ミドル・インフルエンサー」は、
およそ100,000から500,000のフォロワーを持つ人々である（Ruiz-
Gómez, 2019）。この大量のフォローは、インフルエンサーがデジタ
ル活動をフルタイムのプロとしてのキャリアに変え、ソーシャルメデ
ィア活動にビジネスのようなアプローチを採用したことが原因である
可能性がある。メガ・インフルエンサーは、ソーシャルメディア・イ
ンフルエンサーの中でもエリート中のエリートであり、100万人超の
フォロワーを持つ傾向がある（Ruiz-Gómez, 2019）。彼らは複数の
プラットフォームに存在し、これらをクロス・プロモーションのため
に効果的に利用している。 

Sponsorship 
スポンサーシップ 

"イベント、原因、活動への直接的な関連（リンク）と引き換えに、
組織がイベント、運動、活動に直接リソース（たとえば、資金、人、
設備）を提供すること" （Lee, Sandler & Shani, 1997）。 

Surrogate marketing 他の商品と同じブランドとラベルを使用した商品の宣伝。代理マーケ
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サロゲート・ 
マーケティング 
（代理マーケティング） 

ティングは、規制により特定の製品 （アルコール、タバコなど） の
マーケティングが禁止されている場合に最も頻繁に発生し、その結
果、他の許可された製品が、合法的に販売できない製品と同じラベル
とブランドで販売される。 

Targeted marketing 
ターゲット・ 
マーケティング 

行動ターゲティング広告の一種。ターゲット・マーケティングは、
個々の消費者の行動、興味、購買パターンを活用し、個別の広告を作
成するための指針としている。 

Trade agreement or 
free trade agreement 
貿易協定または自由貿易
協定 

「貿易や投資に対する特定の障壁を削減または撤廃し、参加国間の貿
易・商業関係の強化を促進することを目的とした2カ国以上による条
約」3。 

Trade and investment 
agreements 
貿易・投資協定 

貿易協定や投資協定に見られるような条項を組み合わせた二国間以上
の条約。 

Traditional marketing 
従来のマーケティング 

印刷メディア、ラジオ、テレビなど、古くからあるメディア・チャネ
ルで行われるマーケティング。 

Transnational 
corporation （TNC） 
トランスナショナル・ 
コーポレーション 
（多国籍企業） 

「親会社とその海外関連会社からなり、その活動が国境を越えて行わ
れる」組織で、親会社の「本国で活動する本部によって組織、統合、
調整されている」もの（Jaworcek & Kuzsel, 2007）。 

Transnational alcohol 
corporation （TNAC） 
トランスナショナル・ 
アルコール・ 
コーポレーション 
（多国籍アルコール企
業） 

アルコール飲料の製造、流通、マーケティング及び／または販売に従
事する多国籍企業。 

Value chain integration  
バリューチェーン統合 

「市場セグメントを共有する複数の企業が、価値システムに沿った商
品、サービス、情報の流れを、顧客の知覚価値を高め、チェーンの効
率を最適化する方法で、共同で計画、実施、管理するプロセス」
（Dobbs, 1998）。 

 
3 https://www.dfat.gov.au/trade/about-ftas/about-free-trade-agreements 
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概要 
 

2020年2月の第146回会合で、執行理事会は事務局長に対し、2022年の第150回会合で執行理事会を通
じて、第75回世界保健総会での検討に向けて、加盟国及び関連するステークホルダーと協議の上、公衆衛
生上の優先事項としてアルコールの有害使用を減らすための世界戦略（the Global strategy to reduce the 
harmful use of alcohol）（以下「世界アルコール戦略4（Global alcohol strategy）」）を効果的に実施す
る行動計画（2022-2030）を策定することを要請した。同決定を通じて、執行理事会は事務局長に対し、
「若者や青少年を対象としたものを含む、国境を越えたアルコール・マーケティング、広告、販売促進活
動に関連するアルコールの有害な使用に関する技術報告書を第150回執行理事会までに作成し、行動計画
の策定に寄与しうる」5と要請した。 

 

 
4 WHO （2010）. Global strategy to reduce the harmful use of alcohol. Geneva: World Health Organization 

（https://www.who.int/substance_abuse/alcstratenglishfinal.pdf, accessed 5 September 2021）. 

5 WHO （2020）. Decision EB146（14）. Accelerating action to reduce the harmful use of alcohol. In: Executive Board, 146th session, Geneva, 3‒8 February 
2020. Resolutions and decisions, annexes. Geneva: World Health Organization:38‒39 （EB146/2020/REC/1; 
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146-REC1/B146_REC1-en.pdf, accessed 10 January 2022）. 
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本報告書は、アルコールを「公衆衛生上懸念される商品」と位置づけ、アルコール製品が国境を越えて
（しばしばデジタル手段で）販売されるようになり、またしばしば受け入れ国の社会・経済・文化環境と
は無関係に販売されているという事実に注意を喚起している。調査によると、アルコールのマーケティン
グはアルコール消費を増加させること、ターゲットを絞ったマーケティングは対象者の消費を増加させる
こと、そしてそのようなマーケティングはしばしば多量飲酒者に最も訴求することが分かっている6,7,8,9。 

 
2010年5月の第63回世界保健総会で決議された世界アルコール戦略は、マーケティングを次のように定

義している。「特定の製品やサービスの認知度、魅力、消費を高めることを目的とした、あるいは高める
効果を持つ、あらゆる形態の商業的なコミュニケーションやメッセージ。マーケティングとは、「特定の
製品やサービスの認知、魅力、消費を高めるよう設計された、あるいは高める効果を持つ、商業的なコミ
ュニケーションやメッセージのあらゆる形態であり、製品やサービスの広告やその他の宣伝を行うあらゆ
るものを含む」と定義している。同戦略は、「特に若者や青少年に対する......」マーケティングの影響を
軽減する必要性を強調している。子供や若者が魅力的なマーケティングにさらされることは、特に懸念す
べきことである」と述べている4。WHOの非感染性疾患の予防と管理のための世界的な行動計画2013-
2020では、「アルコール広告への暴露を禁止または包括的に制限することを制定し実施する」ことが、健
康を守るための費用対効果の高い介入であると定めている10。 

 
国境を越えたマーケティングには、流出型マーケティング（ある国の領域から発信される）と流入型マ

ーケティング（ある国の領域に流入する）の両方が含まれる。割合の多くは多国籍アルコール企業によっ
て生産・販売されており、彼らは広告・宣伝に世界で最も多額の支出をしている企業の一つでもある。グ
ローバル化とデジタル技術の発展により、アルコールの国境を越えたマーケティングはより一般的になり、
マーケティングはしばしば流入国以外の場所から発信され、コントロールされるようになっている。本報
告書では、アルコール飲料の利用を増やし、新たな消費者層を開拓することを目的としたアルコール・マ
ーケティング手法の数々を要約している。古典的な広告手法、すなわち製品や企業のブランディング、大
規模な（しばしば国際的に放送される）スポーツや文化イベントのスポンサーシップに加え、国際市場向
けの映画やテレビ番組におけるプロダクト・プレイスメント、ブランド促進に役立つ企業の社会的責任キ
ャンペーン、ソーシャルメディア・プロモーションなどがより明白になってきている。 

 
アルコールは、世界の健康にとって最も有害な精神作用物質の一つと評価されており、アルコール消費

の普及率が高い集団では、そのマーケティングに対する規制は、他の精神作用製品に対する規制よりもは
るかに弱いものとなっている。すべての人がアルコールの摂取を慎重に扱うべきであるが、一部の集団は
アルコール・マーケティングからの保護が必要である。そのような集団のひとつが子供や若者であり、そ

 
6 Noel JK, Babor TF, Robaina K, Feulner M, Vendrame A, Monteiro M （2017）. Alcohol marketing in the Americas and Spain during the 2014 FIFA World Cup 

Tournament. Addiction. 112（Suppl. 1）:64‒73. 

7 Noel JK, Xuan Z, Babor TF （2018）. Perceptions of alcohol advertising among high-risk drinkers. Subst Use Misuse. 53（9）:1403‒10. 

8 Sargent JD, Babor TF （2020）. The relationship between exposure to alcohol marketing and underage drinking is causal. J Stud Alcohol Drugs. （Suppl. 
19）:113‒24. 

9 Maani Hessari N, Bertscher A, Critchlow N, Fitzgerald N, Knai C, Stead M et al. （2019）. Recruiting the “heavy-using loyalists of tomorrow”: an analysis of 
the aims, effects and mechanisms of alcohol advertising, based on advertising industry evaluations. Int J Environ Res Public Health. 16（21）:4092‒108. 

10 WHO （2013）. Global action plan for the prevention and control of NCDs 2013‒2020. Geneva: World Health Organization （https://apps.who.int/iris/ 
rest/bitstreams/442296/retrieve, accessed 5 September 2021）. The Global action plan was endorsed by the Sixty-sixth World Health Assembly in May 2013 
（resolution WHA66.10） and extended to 2030 by the Seventy-second World Health Assembly in May 2019 （decision WHA72（11））. Appendix 3 was 
endorsed, in its updated form, by the Seventieth World Health Assembly in May 2017 （resolution WHA70.11）. 
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の他に保護が必要なのは、依存症者やアルコール使用障害のある人、断酒の決断に際して支援を求める人
たちである。一般に、ある人口が消費するアルコールの半分以上は、現在飲酒している人の20％が飲んで
いることが分かっており、多量飲酒者や依存的な飲酒者はアルコール販売と広告の重要なターゲットにな
っている。アルコール依存症患者は、アルコールに関連する事柄に直面すると、より強い飲酒衝動に駆ら
れることがしばしば報告されている11,12,13。その手がかりとなるが、そのような人が広告やプロモーショ
ンの内容を回避する効果的な方法を持つことはほとんどない。同様に、多くの人口集団が個人的、社会的、
宗教的な理由からアルコールを飲むことを控えており、特に女性は、それでもアルコールのプロモーショ
ンを受けることを容易に控えることができない。 

 
低所得国のアルコール消費量は高所得国よりはるかに少ないが、アルコールに起因する害の発生率は高

い14。「1リットルあたりの害」も、富裕層より貧困層の方がはるかに高い。健康の公平性の観点から、
消費者がより貧しく、資源も少ない場合には、アルコールのマーケティングやプロモーションをより厳し
く制限することが強く求められる。アルコール・マーケティングの規制に関する決定は、この要素を考慮
する必要がある。同様に、世界で飲まれているアルコールの4分の3は男性によって消費されているが、ア
ルコール・マーケティング担当者は、女性の飲酒率が低いことを、より多くの飲酒を促すチャンスと考え
る傾向にあり、しばしば女性の飲酒を権利拡大や平等さの象徴として描いている。しかし、家庭内暴力の
研究によると、男性だけでなく女性も飲酒している場合、女性に対する暴力が起こりやすく、親密な関係
における女性の力は増すどころか、むしろ弱まる可能性がある15。 

 
アルコール・マーケティングの成長の多くは、ソーシャルメディアにある。世界のインターネット・プ

ロバイダーがユーザーの習慣や嗜好に関するデータを収集・分析することで、アルコール・マーケティン
グ担当者は、特定のグループに対してより正確に説得力のあるメッセージを発信する機会を増やしている。
製品は、国によって異なるオーディエンスに対して異なるブランディングを行うことができる。ソーシャ
ルメディアにおけるターゲティング広告は、ユーザーの興味や行動に関する詳細なデータを活用するだけ
でなく、社会的影響力によってそのインパクトを強化することができるため、特に効果的である。これは、
より明確に「ソーシャル・インフルエンサー」（製品を宣伝するためにお金をもらっている場合もあれば、
無報酬の場合もある）を通じて行われるが、「友人」が「いいね！」を押したブランド／製品の広告を宣
伝することも含まれる。このようなピアツーピア・マーケティングは、マーケティング・コンテンツとオ
ンライン上の仲間との活動の境界を曖昧にする。ソーシャルメディアにおけるアルコールの描写は一般的
であり、圧倒的にアルコールを肯定的に示している。デジタル・マーケティングとテクノロジーにおける
こうした発展は、最近になって急速に現れており、規制に課題を投げかけている。急速に変化するデジタ
ルエコシステムと、アルコール・マーケティングによってオンラインのパーソナルスペースに侵入するた
めに採用された手法は、国や国際機関が協調して取り組むべき緊急の必要性を示している。 

 
11 Townshend J, Duka T （2001）. Attentional bias associated with alcohol cues: differences between heavy and occasional social drinkers. 

Psychopharmacology. 157（1）:67‒74. 

12 Mainz V, Drüke B, Boecker M, Kessel R, Gauggel S, Forkmann T （2012）. Influence of cue exposure on inhibitory control and brain activation in patients with 
alcohol dependence. Front Hum Neurosci. 6:92. 

13 Babor TF, Robaina K, Noel JK, Ritson EB （2017）. Vulnerability to alcohol-related problems: a policy brief with implications for the regulation of alcohol 
marketing. Addiction. 112（Suppl. 1）:94‒101. 

14 WHO （2018b）. Global status report on alcohol and health 2018. Geneva: World Health Organization 
（https://www.who.int/publications/i/item/globalstatus-report-on-alcohol-and-health-2018, accessed 5 September 2021）. 

15 Devries KM, Child JC, Bacchus LJ, Mak J, Falder G, Graham K et al. （2014）. Intimate partner violence victimization and alcohol consumption in women: a 
systematic review and meta-analysis. Addiction. 109（3）:379‒91. 
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貿易・投資交渉やアルコールに関わる紛争では、一般的に経済・市場の利益が健康の利益より優先され
てきた。このような交渉が、アルコールの国境を越えたマーケティングを規制する国家の能力を制限しな
いようにするためには、注意が必要である。マーケティングが国境内に及ぶ場合、各国はそれを規制する
権限を持っており、オンライン・マーケティングは本質的に国境を越えるものである。66％の国では、政
府によるデジタル・アルコール・マーケティングの具体的な規制はなく、部分的な規制は17％、禁止は
18％にとどまっている16。 

 
魅力的ではあるが問題のある消費財（この場合、通常の商品ではないアルコール飲料）の国境を越えた

マーケティングを規制するためには、国、二国間、多国間のレベルで実質的な調整と持続的な注意が必要
である17。未成年者とアルコール使用障害者を保護するという公衆衛生上の利益は、アルコール・マーケ
ティングに対する国の強力な規制によってもたらされる。今日のアルコール・マーケティングの多くは国
境を越えた側面を持つため、国境を越えたマーケティングの規制は、アルコールによる害を制限するため
の国家的努力の不可欠な部分でなければならない。こうした国家的な取り組みは、適切な共同規制的介入
によって支援することができる。アルコール企業の行動規範の分析では、アルコールの有害な使用を減ら
す効果があるという証拠は示されていない18,19,20,21,22。これには非国家主体が果たすべき役割があるかも
しれないが、国境を越えたマーケティングに関する公衆衛生指向の規制は、公衆衛生の利益に基づき、入
手可能な最善の公衆衛生上の証拠に基づき、政府が策定すべきであり、利害関係のある人物や組織は、こ
れらの政策や規制の策定に関わるべきではない。さらに、アルコール・マーケティングに関する規制は、
コンプライアンス、監視、施行を確保するためのメカニズムに裏打ちされた場合に最も効果的である。 

 
本報告書は、国家間の二国間及び多国間の協力と支援が、国の規制努力を補強することができると結論

付けている。国家レベルでは、アルコール・マーケティングの規制または禁止は、その国境を越えた側面
を含めて、アルコールの有害な使用を減らし、アルコールから生じる害を制限するための公衆衛生戦略の
不可欠な一部であるべきである。国際レベルでは、アルコール・マーケティングの国境を越えた側面は、
その効果的な管理には国家間の協力と、この分野での効果的な協力のための国際的なメカニズムが必要で
あることを意味する。国際協力は、通常、行動の強い必要性、または当該国の法律間の高度な共通性を前
提とする。この意味で、国境を越えたマーケティングを規制する必要性についてある程度のコンセンサス
があることは、国際協力を成功させるための必要条件といえるかもしれない。 

 
16 WHO. Global information system on alcohol and health. Geneva: World Health Organization （https://www.who.int/data/gho/data/themes/globalinformation-

system-on-alcohol-and-health, accessed 7 January 2022）. 

17 Babor T, Caetano R, Casswell S, Edwards G, Giesbrecht N, Graham K et al. （2010）. Alcohol: no ordinary commodity ‒ research and public policy, second 
edition. Oxford: Oxford University Press. 

18 Noel JK, Babor TF, Robaina K （2017）. Industry self-regulation of alcohol marketing: a systematic review of content and exposure research. Addiction. 
112（Suppl. 1）:28‒50. doi: 10.1111/add.13410. Epub 2016 Oct 11. PMID: 27188217. 

19 Noel JK, Babor T F, Robaina K, Feulner M, Vendrame A, Monteiro M （2017）. Alcohol marketing in the Americas and Spain during the 2014 FIFA World Cup 
Tournament. Addiction. 112（Suppl. 1）:64‒73. 

20 Hastings G, Brooks O, Stead M, Angus K, Anker T, Farrell T et al. （2010）. Failure of self-regulation of UK alcohol advertising. BMJ. 340: b5650. 

21 Noel J K, Babor T F （2017）. Does industry self-regulation protect young people from exposure to alcohol marketing? A review of compliance and complaint 
studies. Addiction. 112（Suppl. 1）:51‒6. 

22 Carah N, Brodmerkel S （2021）. Alcohol marketing in the era of digital media platforms. J Stud Alcohol Drugs. 82（1）:18‒27. doi: 
10.15288/jsad.2021.82.18. 



 

 

1 はじめに 1 

1 はじめに 
WHO執行理事会は、2020年の第146回会合において、公衆衛生上の優先事項として「アルコールの有

害な使用を低減するための世界戦略」（以下「世界アルコール戦略」）の実施を後押しするために、2022
年から2030年までの期間の行動計画を策定するようWHOに要請した。行動計画の策定に資するため、執
行理事会決定146（14）は、WHO事務局長に対し、「若者や青少年を対象としたものを含む、クロスボー
ダー・アルコール・マーケティング、広告宣伝、プロモーション活動に関するアルコールの有害な使用に
ついてのテクニカル・レポート（a technical report on the harmful use of alcohol related to cross-border 
alcohol marketing, advertising and promotional activities, including those targeting youth and 
adolescents）」を作成することを要請した（WHO, 2020）。 

 
決定EB146（14）で要請されたテクニカル・レポートを作成するにあたり、WHO事務局は、テクニカ

ル・レポートの作成に必要な情報を提供するために、クロスボーダー・マーケティングに関するスコーピ
ング・レビューと一連の背景資料を委託した。これらの委託された資料の要約は、本報告書の付属文書1
～4に含まれている23。スコーピング・レビューの目的は、クロスボーダー・アルコール・マーケティン
グに関連するアルコールの有害な使用を支える主要な概念を批判的に検討し、関連する研究文献と研究方

 
23 日本語抜粋版には付属文書は含まれていないため、WHO 原版を参照。 
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法を要約し、利用可能な主な情報の種類と主な情報源を説明することによって、テクニカル・レポートの
作成に情報を提供することであった。事務局はまた、クロスボーダー・アルコール・マーケティングにつ
いて議論し、詳しく説明するために、専門家との会合を複数回開催した。また、2021年6月に開催された
第3回アルコール・薬物・行動嗜癖に関するフォーラム（Forum on Alcohol, Drugs and Addictive 
Behaviours）で報告書の詳細な概要が議論されるとともに、2020年と2021年の対話会合において、事業
者との間でクロスボーダー・マーケティングの要素が議論された。 

 
本報告書の第1章では、報告書内で使用されている主な用語を説明・定義し、アルコール・マーケティ

ングの範囲と、そのクロス・ボーダーな側面の位置付けが近年どのように変化・拡大してきたかを考察し、
WHOや他の国連機関によるアルコール・マーケティングに関するこれまでの検討や取り組みについても
言及している。第2章では、国境を越えて製品のブランディングやマーケティングを統制する多国籍企業
（TNC）によって製造・販売されるアルコールの割合が大幅に増加していることをはじめとした、アルコ
ール飲料の生産と流通のグローバル化について考察する。第3章では、デジタル時代におけるマーケティ
ング戦略やメディアの多様性とその広がり、クロス・ボーダーな側面の増大について考察する。第4章で
は、さまざまな特定の客層に対するアルコール・マーケティングの倫理的問題について考察する。特に、
マーケティング担当者が潜在的な消費者の特定の下位カテゴリーをターゲットにする能力が増大している
時代には、深刻な問題である。 

次に第5章では、マーケティングの規制に関する国際法の要素、特に公衆衛生のためのクロスボーダ
ー・マーケティングの規制について考察する。第6章では、クロス・ボーダーな側面を含むアルコール・
マーケティングが、今日の世界でどのように規制されているかという問題を考察し、第7章では現在公衆
衛生に悪影響を与えている他の商品が、国際的な法的協定や国内法でどのように扱われているかを比較し
考察する。これらを踏まえ、第8章では、アルコール・マーケティングおよびそのクロス・ボーダーな側
面の規制を強化するための、国際および国内レベルの双方での選択肢について検討する。 

これに基づき、第9章では、クロス・ボーダーな側面を含むマーケティングの統制、国境を越えた規制
における礼譲を達成するための協働、そしてアルコール・マーケティングの多国間ガバナンスに向けて各
国が進むべき道に関する結論を導いている24。 

1.1 クロスボーダー・アルコール・マーケティングに関する
懸念の根拠 

1.1.1 公衆衛生上懸念される商品としてのアルコール 

アルコール飲料は、最も広く一般的に使用されている酩酊物質である。アルコールは比較的強力な精神
作用物質であり、機敏さ、判断力、意識に悪影響を及ぼし、飲酒者本人や他者に怪我を負わせることも少
なくない。健康障害や早期死亡に関わる危険因子の世界的な影響に関する研究において、アルコールは危
険因子の上位10位に入っていることが多い（例：GBD 2019 Risk Factors Collaborators, 2020）。このよ
うな比較では、他者への健康被害、主に傷害と精神的健康被害や、アルコール問題への対応に関する社会

 
24 この日本語抜粋版には、5 章、7 章、8 章は含まれていないため WHO 原版を参照。 
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的被害と社会的コストが含まれていることはほとんどなく、これらを含めると、アルコールに起因する被
害の水準がおよそ2倍になると推定されている（例：Bonomo et al., 2019）。 

 
そのため、社会は一般的にアルコールを子どもから遠ざけるとともに（WHO, 2018b: 101-3）、大人が

アルコールを入手できる場合、細心の注意や個人の責任が求められる状況では、その使用を控えるか禁止
するのが一般的である（Room et al., 2019）。 

1.1.2 マーケティングとプロモーションにおけるデジタル革命 

近年、デジタル・メディアの出現と成長により、消費財のマーケティングとプロモーションが急速に変
化し、30年前には存在しなかった方法で国境を越えて世界を結び付けている。インターネットの出現、ス
マートフォンの発明と普及、ソーシャルメディアや国境を越えたデジタル・プラットフォームの成長によ
り、ユーザーの嗜好や特性に関する詳細な情報を収集し、マーケティング目的で販売・利用することで、
マーケティング、広告宣伝、プロモーションの性質は変容しつつあり、クロス・ボーダーな側面が大幅に
拡大している。2010年に発表されたWHOの世界アルコール戦略でも次のように指摘している。 

 

アルコールは、ますます洗練された広告宣伝・プロモーション手法を通じて販売されており、その
中にはアルコール・ブランドとスポーツや文化活動との関連付け、スポンサーシップやプロダクト・
プレイスメント、電子メールやSMS、ポッドキャストなどの新しいマーケティング手法、ソーシャ
ルメディアやその他のコミュニケーション手法などが含まれる（WHO, 2010a: 15）。 

 
消費者マーケティング全般の変化の一環として、アルコール・マーケティングとプロモーションはデジ

タル革命の新しいメディア、プラットフォーム、慣行を熱心に利用しており、本報告書でさらに論じるよ
うに、コミュニケーションの拡散のみならず、その組織、指揮系統、運営においても、クロス・ボーダー
な側面を多く有している。本報告書では、こうした変化を記述し分析するほか、第6章から第8章において、
現在大幅に拡大しているアルコール・マーケティング、広告宣伝、プロモーションのクロス・ボーダーな
側面による公衆衛生への悪影響を抑制するためにとり得る対策について検討している。 

 
WHOが多国籍機関であることを踏まえ、本報告書では国境と、各国の政策と国際的な協調を通じた危

害の抑制策に主に重点を置いている。しかし、欧州連合（EU）などの超国家機関によるクロスボーダ
ー・マーケティングの統制も関連している（例：Drinks Ireland, 2021）。連邦国家内では、アルコール市
場に対する政府の統制の多くが地方政府レベルで設けられているため、州の境界が非常に重要になる場合
がある。また、ある種のアルコール・マーケティングの統制は地方自治体レベルに委ねられることが多い
ため、この境界も問題となる場合がある（例：Swensen, 2016）。本報告書では、国境におけるクロス・
ボーダーの問題に焦点を当てているが、その他のレベルでのクロス・ボーダーの問題にも関連する。 
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1.2 デジタル時代のマーケティングとクロスボーダー・ 
マーケティングの概念と定義 

1.2.1 マーケティングの定義 

一般的にマーケティングとは、企業が製品やサービスの売買を促進するために行うあらゆる活動を指す。
米国マーケティング協会（AMA）は、マーケティングを以下のように定義している。 

 

（前略）顧客、取引先、パートナー、社会全体にとって価値のある提供物を創造・伝達・配達・交
換するための活動、一連の制度、プロセスである（AMA, 2017）。 

 
このような広範な定義は、規制実務の指針にはならない。公衆衛生目的の規制の選択肢を運用できるよ

うにするためには、より厳密な一連の定義が必要である。 

 
この点で、マーケティングとマーケティング・コミュニケーションを区別することは有用である。AMA

では、マーケティング・コミュニケーションを以下のように定義している。 
 

（前略）市場とのコミュニケーションに使用される協調的なプロモーションのメッセージと関連メ
ディア。マーケティング・コミュニケーション・メッセージは、デジタル・メディア、印刷物、ラジ
オ、テレビ、ダイレクトメール、個人販売など、一つ以上のチャネルを通じて配信される（MASB, 
2020）。 

 
WHOの世界アルコール戦略で定義されているように、マーケティングには「特定の製品やサービスの

認知度、魅力、消費を高めることを目的とした、あるいは高める効果を持つ、あらゆる形態の商業的コミ
ュニケーションやメッセージ」が含まれる。「これは、製品やサービスの広告宣伝や販売促進を行うあら
ゆるものを含む」（WHO, 2010a: 15）。 

 
このように、広告宣伝とプロモーションは、マーケティングの下位カテゴリーを表す用語である。世界

アルコール戦略では、以下のように指摘している。 
 

衛星放送やインターネットなどのチャネルで国境や管轄区域を越えてアルコール・マーケティング
のメッセージが発信されたり、スポーツや文化イベントのスポンサーになったりすることは、一部の
国では深刻な問題として浮上している（WHO, 2010a: 15）。 

 
WHOによる他の既存文書も、この概念の広さを認識している。例えば、WHOの「子どもに対する食品

と非アルコール飲料のマーケティングに関する一連の勧告（Set of recommendations on the marketing of 
foods and non-alcoholic beverages to children）」では、「広告宣伝、スポンサーシップ、プロダクト・
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プレイスメント、販売促進、著名人・ブランドのマスコットや子どもに人気のキャラクターを使ったクロ
ス・プロモーション、ウェブサイト、包装、ラベル、店頭表示、電子メールやテキストメッセージ、ブラ
ンディングの機会になる慈善活動、『バイラル・マーケティング』や口コミによるコミュニケーション」
等さまざまな種類のマーケティングに言及している（WHO, 2010b）。このアプローチでは、広告宣伝、
プロモーション、スポンサーシップ、その他の活動がいずれもマーケティング・コミュニケーションの一
形態であると捉えており、本報告書ではマーケティング・コミュニケーションの包括的な用語として「マ
ーケティング」という用語を用いている。 

 
また、既存のWHO文書は広告宣伝、プロモーション、スポンサーシップを含むマーケティングの要素

を定義している。例えば、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約（FCTC）には、以下の定義があ
る。 

 

「たばこの広告及び販売促進」とは、商業上行われるあらゆる形態による情報の伝達、奨励又は行
動であって、直接又は間接に、たばこ製品の販売若しくはたばこの使用を促進することを目的とし又
はたばこ製品の販売若しくはたばこの使用を促進する効果を有し若しくは有するおそれのあるものを
いう。 

 

「たばこの後援」とは、催し、活動又は個人へのあらゆる形態の貢献であって、直接又は間接に、
たばこ製品の販売若しくはたばこの使用を促進することを目的とし又はたばこ製品の販売若しくはた
ばこの使用を促進する効果を有し若しくは有するおそれのあるものをいう（WHO, 2003）。（外務
省 たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約 和文テキストからの引用） 

 

これらの定義に関連して、条約の締約国は、第13条実施のためのガイドラインを採択した。実施のため
のガイドラインの付属文書には、タバコの広告・宣伝・スポンサーシップの形態を示す、以下のような例
示的で非網羅的なリストが含まれている。 

 
● 音響、視覚、または視聴覚的手段による情報の伝達：印刷物（新聞、雑誌、パンフレット、小冊子、

チラシ、手紙、看板、ポスター、標識）、テレビとラジオ（地上放送と衛星放送を含む）、映画、
DVD、ビデオとCD、ゲーム（コンピュータゲーム、ビデオゲーム、またはオンラインゲーム）、その
他のデジタルコミュニケーションプラットフォーム（インターネットと携帯電話も含む）、演劇、ま
たはその他のライブ公演。 

● ブランド表示。娯楽施設や小売店舗の内部、車両や装置の表面を含む（たとえばブランド色または配
色、ロゴ、または商標の使用によるもの）。 

● 販売場所におけるたばこ製品の陳列。 
● たばこ製品の自動販売機。 
● たばこ製品のインターネット販売。 
● ブランド拡張とブランドシェアリング（製品の多様化）。 
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● プロダクト・プレースメント（金銭の支払いまたはその他の配慮と引き換えに、情報伝達の場に（上
記参照）、たばこ製品、サービス、または商標を含有すること、またはそれに言及すること）。 

● たばこ製品を購入すると、ギフトまたは割引製品を提供すること（キーホルダー、Tシャツ、野球帽、
ライターなど）。 

● たばこ製品の無料サンプルを提供すること。マーケティング調査および香味テストとの共同実施も含
む。 

● インセンティブ・プロモーションまたはロイヤルティ・スキーム。たとえばたばこ製品を購入すると
商品と交換できるクーポン券を提供するなど。 

● たばこ製品またはブランド名のついたコンテスト。たばこの購入が必要な場合とそうでない場合があ
る。 

● 販売促進（情報も含む）資材を使った個人へのダイレクトターゲティング。ダイレクトメール、テレ
マーケティング、「消費者調査」、「リサーチ」など。 

● 割引製品による販売促進。 
● たばこ製品に類似した玩具や菓子の販売または提供。 
● 製品を販売するよう小売業者に奨励または勧誘するための、小売業者への金銭の支払い、またはその

他の貢献。小売インセンティブ・プログラム（一定量の売上を達成した小売業者には報酬を与えるな
ど）も含む。 

● 包装と製品デザインの特徴。 
● 小売店舗、施設、催しで特定の製品または特定の製造業者の製品を独占的に販売、または目立つよう

に陳列することと引き換えに、金銭の支払いまたはその他の配慮を与えること。 
● 教育施設またはサービス、スポーツ、娯楽、音楽、ダンス、社会的な施設または催しにおける製品の

販売、提供、設置、および陳列。 
● 企業の社会的責任活動を含め、宣伝と引き換えかどうかに関係なく、催し、活動、個人または団体

（スポーツや芸術の催し、個人のスポーツ選手またはチーム、個人の芸術家または芸術団体、福祉団
体、政治家、政治候補者、または政党）へ金銭またはその他の支援を提供すること。 

● たばこ製品の販売促進のために店舗を建築または改装することや、日よけとサンシェードを使用また
は提供することと引き換えに、たばこ産業が施設の運営者（パブ、クラブ、またはその他の娯楽施
設）に金銭またはその他の支援を提供すること（WHO, 2013a: 17-18）。（独立行政法人国立がん研
究センター／「喫煙と健康」WHO指定研究協力センター（仮訳）からの引用） 

 

このリストの例は、たばこ製品の観点から組み立てられているが、これらはすべて、アルコール飲料を
含む他の製品に使用される広告宣伝、プロモーション、スポンサーシップの形態（したがってマーケティ
ング）に該当する。 

 
デジタル時代において、マーケティング・コミュニケーションは、主にそれが発生するメディア・チャ

ネルに着目して検討されてきた。2014年にGini Dietrichが提唱したPESOモデルでは、こうしたマーケテ
ィングのメディア・チャネルを4種類（ペイドメディア、アーンドメディア、シェアードメディア、オウ
ンドメディア）に区別している（Azoury & Daou, 2020）。オウンドメディア（Owned media）とは、企
業のウェブサイトやソーシャルメディアアカウント、モバイルアプリケーションなど、「企業が完全に統
制する」メディアコンテンツを指す（Azoury & Daou, 2020）。ペイドメディア（Paid media）とは、
「組織とマスメディアの間で商業的に契約された従来の広告宣伝やその他の形態のコンテンツ」
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（Macnamara et al., 2016）を指すが、ソーシャルメディアやその他のデジタル領域におけるペイドコン
テンツを含むこともある。アーンドメディア（Earned media）とは、企業が「直接生成・統制しない」
マーケティング活動を指し（Colicev, Malshe, Pauwels & O’Connor, 2018; Stephen & Galak, 2012）、オ
ンラインレビュー、スポンサーなしのブログやニュースコンテンツ、顧客による推薦といった項目が含ま
れる。シェアードメディア（Shared media）とは、一般的に「ユーザーが生成したコンテンツやソーシ
ャルメディア」（Azoury  &  Daou, 2020）を指すが、「コンテンツの共同制作」（Xie, Neill & Schauster, 
2018）も含まれることがある。例えば、アルコール企業がソーシャルメディアにインターネット・ミーム
や動画を投稿し、それがユーザーによってシェアされることがあるが、企業がコンテストを通じてユーザ
ーに独自のコンテンツの投稿やシェアを促すこともある（Carah, 2017）。このように、PESOモデルは、
電子メディア、特にインターネットメディアやプラットフォームの爆発的な成長を含む、ここ数十年のプ
ロモーション用メディアの幅広い拡大を考慮に入れている。 

 
特にシェアードマーケティングは、急速に成長しているマーケティングのカテゴリーであり、ソーシャ

ルメディアなどのオンラインプラットフォームを含み、インフルエンサーや視聴者による反応の共有がプ
ロモーションの実質的な部分を占めている（Xie, Neill & Schauster, 2018）。マーケティング・チャネル
としての共有型ソーシャルメディアの存在感が高まることで、共有型コンテンツ（インターネット・ミー
ム、動画など）の制作を通じたアルコール・マーケティングの手法の拡大も可能になっている。メディ
ア・チャネルとしてのデジタル・プラットフォームは、正当な政策論争や意見を反映したコンテンツと、
特定の製品やブランドを宣伝しようとするコンテンツとを区別するという課題を増大させている。また、
アルコールの使用に関する商業的な描写と芸術的な描写を区別することが困難な場合もある。 

1.2.2 マーケティングがクロス・ボーダーになるのはどのような場合か 

クロスボーダー・マーケティングには、（ある国の領域から行われる）流出型マーケティングと（ある
国の領域に入る）流入型マーケティングの両方が含まれる。この意味で、本報告書では、国境を越えるマ
ーケティングをクロスボーダー・マーケティングとする25。 

 
マーケティングは、さまざまな形で国境を越えて行われる。 

 
● マーケティングを含む印刷物が、ある国において制作され、別の国へ輸出される。 
● 広告宣伝またはプロモーションが、ある国においてインターネットに掲載、あるいはインターネット

からアクセスできるようにされ、別の国からもアクセスできるようにされている。 
● ある国の領域で放送されたものを、別の国で受信することができる。 

 
また、クロスボーダー・マーケティングは、以下のように、さまざまな種類のメディアにより多様な形

態で行われる。 
 

 
25 加盟国内の境界を越えたマーケティングは、本報告書ではクロスボーダー・マーケティングの範囲に含めない。なぜなら、そうした移動は通常、各国

の憲法およびその他の法律によって規定されているため国内統治の問題であり、国際的な協調と協力はあまり関係がないからである。 
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● 印刷出版物、国境を越えた放送、インターネット経由などの有料広告宣伝。 
● インフルエンサーによる有償プロモーション、イベントプロモーション、キャンペーンプロモーショ

ンなどのプロモーション。 
● スポンサー付きのスポーツイベントの放送、スポーツチームなどによるスポンサーのロゴやブランド

の表示、スポンサー付きの「ニュース」または娯楽情報番組などのスポンサー付きコンテンツ。 
● アルコール飲料またはアルコールの使用の商業的描写、例えばオンライン小売店、エンターテイメン

トメディアにおけるプロダクト・プレイスメント、インフルエンサーによるプロモーション、アルコ
ールの使用を描写したソーシャルメディア上の商用投稿など。 

● 商品取引時に国境を越える商品パッケージのマーケティング。 
 
アルコール飲料の場合、クロスボーダー・マーケティングの多くは、さまざまな国で広く入手可能な製

品のブランディングとマーケティングに対するグローバルに管理されたアプローチの一部であることも注
目に値する。この意味で、グローバルなブランディングとマーケティングのアプローチは、クロスボーダ
ー・アルコール・マーケティングが、マーケティングが受容される市場に関連していることが多いという
ことである（製品の入手可能性とブランディングは市場によって異なるため重要ではない、というのとは
対照的である）。 

 
WHOの既存の文書ではクロスボーダー・マーケティングという概念全般については定義していないが、

WHO FCTCはたばこの文脈でクロスボーダー・マーケティングに言及している。同条約の第13条は、締
約国は自国の領域から行われる国境を越えた広告宣伝、プロモーション、スポンサーシップを禁止するも
のとし、締約国が自国の領域に入る国境を越えた形態のタバコの広告・宣伝・スポンサーシップを国内で
禁止する主権的権利を有することを認める旨規定している。 

 
FCTC第13条の実施のためのガイドラインでは、国境を越えた広告宣伝、プロモーションおよびスポン

サーシップには、「（締約国の領域から）国外へ出ていく広告、販売促進、および後援と、（締約国の領
域へ）入ってくる広告、販売促進、および後援の両方が含まれる」と記載されている。本報告書では、前
者を「アウトバウンド・クロスボーダー・マーケティング」、後者を「インバウンド・クロスボーダー・
マーケティング」と称することとする。また、同ガイドラインでは、国境を越えたタバコの広告・宣伝・
スポンサーシップの例として、以下のようなものが挙げられている。 

 

● 締約国の領域内で印刷または制作された全ての出版物や製品は、それらが自国内の人をターゲットと
したものか、他国の領域内の人をターゲットとしたものかを問わない（パラグラフ47）。 

● 締約国の領域内の人または事業体が、インターネットやその他の国境を越える情報技術にたばこの広
告、販売促進、および後援を掲載することについても、その資材が自国の領域内または領域外の人々
をターゲットとしたものかどうかを問わない（パラグラフ48）。 

● 他国で受信できる放送（パラグラフ49）。 
 
本報告書の第3章で述べるように、近年アルコール産業のグローバル化が進み、インターネット、その

他の電子メディアやデジタル・メディアに本質的なクロス・ボーダー的性質により、主要なアルコール・
ブランドのマーケティングの大部分にはクロス・ボーダーな要素が存在する。ある国における多国籍アル
コール企業（TNAC）の製品の広告宣伝・販売キャンペーンは、他の国で企画、立案、承認されたものに
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なることが多い。特定の消費者を対象としたキャンペーンのターゲティングは、多国籍インターネットメ
ディア企業によって国際的に追跡・整理された個々の消費者の嗜好に基づくアルゴリズムによって決定さ
れることもある。 

 
このように、アルコール・マーケティングのクロス・ボーダーな要素は、クロスボーダー・マーケティ

ング・チャネルにとどまらないが、そのようなチャネルも増えている。これらには、特に、a）デジタ
ル・プラットフォーム（ソーシャルメディア、検索、ストリーミング、プログラマティック・アドエクス
チェンジ）、b）衛星放送やケーブルテレビ、c）ブランド名を冠したグローバルなスポーツや文化イベン
ト（サッカー選手権、モーターレース、音楽やパフォーマンスのイベント、eスポーツなどの新しいフォ
ーマットを含むがこれに限らない）、d）ライフスタイル、エンターテインメント、体験（デジタルゲー
ムやクルーズなど）、e）有名人の利用（デジタル・インフルエンサーを含む）が含まれる（Casswell et 
al., 2021）。 

 
デジタル・メディアにおけるクロスボーダー・マーケティングの例としては、有料広告、インフルエン

サープロモーション、製品の使用を描写した消費者コンテンツの商業的プロモーション、商業コンテンツ
に埋め込まれたその他の使用描写、イベントプロモーション、企業やキャンペーンのプロモーション、プ
ロダクト・プレイスメント、スポンサー付きコンテンツなどが挙げられる。 

 
以下の第1.4節では、WHOの関連文書における定義や用語の概要を説明し、第3章では、新しい手法や

デジタルチャネルによるクロスボーダー・マーケティングに焦点を当ててアルコール・マーケティングの
事例を議論する。 

1.3 国境を越えたマーケティングが進む世界における 
アルコール・マーケティングの影響 

アルコール・マーケティングがアルコール消費に与える影響についての懸念には十分な根拠がある。
EB146（14）の前文では、「若者や青少年を対象とした、クロスボーダー・マーケティングを含むアルコ
ール・マーケティング、広告宣伝、プロモーション活動が、彼らの飲酒開始や飲酒強度に影響を与えるこ
とに深い懸念」を表明している。この懸念を表明するにあたり、前文は、マーケティング制限についてよ
り詳細に記述した「WHOアルコールと健康に関する状況報告書（Global status report on alcohol and 
health）」（WHO, 2018b）を参照している。また、第70回世界保健総会（WHO, 2017a）で支持された
WHOのベストバイ「（複数の種類のメディアにわたる）アルコール広告宣伝への暴露の禁止または包括
的制限の実施」は、マーケティング制限の強化と総飲酒量の間に負の相関があるというエビデンス（第
1.4節参照）を前提にしている。 

 
本節では、主にアルコール・マーケティング全般の効果に関する研究結果について議論する。これは、

一つには、研究文献がクロスボーダー・マーケティングと国内のマーケティングを区別していないこと、
また、クロスボーダー・マーケティングの定義にかかわらず、クロスボーダー・マーケティングと定義で
きる割合について入手できるデータがほとんどないことを反映したものでもある。しかし、本報告書で述
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べるような傾向を踏まえると、クロス・ボーダーな側面を持つマーケティングを完全に国内的な取り組み
と区別することは、オーディエンス（広告の受け手）にとっても研究者にとっても、いずれにせよますま
す困難な課題であることも、本節でのアプローチは認識している。マーケティングとアルコールの有害な
使用との関係は、マーケティングの発信源（国内か国境を越えるか）によって決まるのではなく、マーケ
ティングへの暴露やマーケティングの力といった他の変数によって決まる。この文脈では、クロスボーダ
ー・マーケティングへの取り組みにおける課題についての懸念は、国内を発信源とするマーケティングに
取り組むための同等の措置が整備されている、あるいは整備されるであろうという前提に立っている。別
の言い方をすれば、クロスボーダー・マーケティングに取り組む際に生じる課題についての議論は、政府
の行動が国内のマーケティングを同等の方法で扱おうとすることを前提にしているのである。 

 
アルコール・マーケティングが、人々による飲酒の有無や飲酒量に影響を与えることを示すことができ

るだろうか。この問いに答えるのは複雑で、それはどのような時間枠でという問いが出てくるからである。
広告宣伝において翌日までの割引を提供するように、その効果は即時的なものかもしれない。数週間から
数カ月で行動が変化するような短期的なものかもしれない。あるいは例えば、アルコールの「ライフスタ
イル」の広告宣伝が日常生活における飲酒の位置付けの変化を強化または促進することができるように、
オーディエンスの生涯（例：Snyder et al., 2006）や、より長い時間枠におけるより広範な文化的影響
（Petticrew et al., 2017）の観点の双方から、長期的なこともあり得る。しかし、集団の行動に対する特
定の要因の長期的な影響は、他の影響と容易に区別できないため、集団レベルでのアルコール・マーケテ
ィングの影響は、主に短期的な影響という観点から測定されてきた。 

 
アルコール・マーケティングの短期的な効果を集団レベルで測定する一つの方法は、広告の禁止の効果

を研究することであった。このような研究では、一般に、せいぜい軽微な効果しかないことが明らかにな
っている（Saffer, 2020）。しかし、これまで研究されてきた禁止措置のほぼすべてが、例えば、テレビ
やその他の特定のメディアにおける広告の禁止など、部分的な禁止措置であった。このような状況では、
通常、経費として税控除される製品のマーケティング予算を、単に他のメディアで使用することができる。
アルコール広告宣伝のメディア横断的な全面的禁止の事例ははるかに少ない。1975年にノルウェーで行わ
れたこのような全面禁止措置の研究では、禁止措置の効果は中程度であり、直ちに売上が7％減少し、そ
の効果が持続することが明らかになった（Rossow, 2021a, 2021b）。 

 
アルコール・マーケティングの効果に関するその他の証拠は、主に10代または若年層のアルコール・マ

ーケティングへの暴露が短・中期的な飲酒行動に及ぼす影響に関する複数の研究によるものである。
Sargent & Babor (2020)は、Bradford Hill (1965)による九つの基準をすべて満たすかどうかという古典的
な公衆衛生学的因果関係の検証の観点から、飲酒行動に対するアルコール・マーケティングの影響という
問題に答えを出そうとした。九つの基準とは、 （a）関連の強固性、（b）関連の一致性、（c）関連の特
異性、（d）時間的前後関係（すなわち飲酒の変化に先立つマーケティング刺激）、（e）量反応勾配、
（f）妥当性、（g）他の知識との一貫性、（h）再現性、および（i）類似性（例えば、類似の商品につい
てそのような効果があるか否か）である。Sargent & Baborの結論は、基準に従って因果関係が立証され
たというものであるが、ノルウェーの禁止措置の効果に関するRossowによる研究結果と同様に効果量は
あまり強くないことを指摘している。 

 
Sargent & Baborの分析のベースとなった研究文献は、主としてアルコール・プロモーションが新世紀
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のデジタル・メディアに拡大する前の研究によるものである。ミレニアル世代の若者にとって、そして年
長のコホートにとってもますます、ソーシャルメディアやその他のウェブサイトは、前例のないほどの時
間と注意を占めている（Barry & Russell, 2019）。デジタル時代のパターンを検証した研究は数多くある。
スウェーデンの15歳～16歳のティーンエイジャーを3年間追跡調査したLarmら（2019）は、インターネ
ットチャットやその他のソーシャルメディアを多用する若者の間で、アルコール使用量が大幅に多いこと
を明らかにした。18歳～21歳のオーストラリア人を対象にしたJonesら（2017）による研究は、ソーシャ
ルメディアの使用とアルコール消費に強い相関があることを明らかにした。研究参加者は、自分たちのよ
うな人々が飲酒しながら楽しんでいるインターネット上の映像に常にさらされ、しばしば影響を受けてい
るが、そのような映像には否定的な結果を表すものはほとんどなかったと報告している。インドの13歳～
25歳のボランティアサンプルでは、回答者の普段のアルコール消費は、友人がソーシャルメディア・プラ
ットフォーム上でアルコール関連情報を回答者と共有した頻度と強く関連していた（Gupta et al., 2018）。 

 
このように、アルコールのデジタル・マーケティングの関係性と効果に関する研究は、従来メディアに

おけるアルコール・マーケティングの効果に関する文献と同じ方向を示している（Noel et al., 2020）。
しかし、デジタル・メディアは、他のメディアに適用される統制の一部がないこともあり、マーケティン
グ担当者に新たな手段を提供している。Goldfarb & Tucker (2011)は、米国のさまざまな地域におけるア
ルコール飲料のオンライン広告宣伝の有効性を比較した。回答者がインターネット上のアルコール広告宣
伝を見た後の購入意向を測定し、従来の屋外アルコール広告宣伝が禁止されている地域に住む者と、許可
されている地域に住む者を比較した。その結果、従来の広告宣伝が禁止されている地域では購入意向が
8％、許可されている地域では3％となり、オンライン広告宣伝はマーケティング担当者に従来の広告宣伝
統制を回避する有効な手段を提供し、統制の有効性を損なっていることが示唆された。 

 
ソーシャルメディアにおける飲酒シーンの映像への暴露や好感と、視聴者自身の飲酒行動との間に見出

された関係は、そのような映像が視聴者の中にいる多量飲酒者や依存的な飲酒者に悪影響を及ぼす問題を
指摘している。アルコールの広告宣伝に対する米国の大学生の反応に関する研究では、多量のアルコール
消費者は、他の学生よりも広告宣伝が魅力的であると見い出しており（Noel et al., 2018）、その結果、
多量飲酒が強化されるおそれがある。寛解期にある依存的な飲酒者にとっては、画面上の飲酒は渇望を引
き起こす手がかりとして作用し、再発を引き起こし得る。アルコール依存症を治療するさまざまなアプロ
ーチに共通する経験則は、そのような手がかりとなる状況や映像を避けることである(Townshend & 
Duka, 2001)(以下の第4.2節を参照）。 

 
アルコールの生産者とマーケティング担当者は、新しい市場、例えば女性や非飲酒者の割合が多い集団

を開拓する努力にかなりのエネルギーと資源を費やしている（Robaina et al., 2020: 19-25; Bakke, 2015）
が、その製品の売上の大部分は、多量飲酒者によるものとなる。公衆衛生の観点から、アルコール広告宣
伝に関する一連の広告業界の事例研究を検証したMaani Hessariら（2019）は、しばしば「ターゲット市
場は多量飲酒者である」ことを明確に示した報告書からの複数の引用を発見した。あるブランドに関する
事例報告では、次のように述べられている。 
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ウイスキー・ブランドは、販売量の大部分を少数の、高齢化がますます進んでいる多量消費者に大
きく依存している（中略）。私たちにとって最優先の広告宣伝課題は、既存の消費者により頻繁に
（ブランドを）選んでもらえるように説得することにより、このコアな飲酒者層を構築し維持するこ
とだった。長期的には、将来多量に飲酒する支持層となる若者を引きつけなければならなかった
（Famous Grouse case study, 2006）。 

 
多量飲酒者を引きつけ、保持する観点から、デジタル・アルコール・マーケティングはアルコール・マ

ーケティング担当者、特にインターネット・プロバイダーやソーシャルメディア・プラットフォームと提
携した多国籍アルコール企業（TNACs）にとって、画期的な機会となっている（Kelsey, 2020）。多量飲
酒者は、自社サイトでのウェブ上の反応やインタラクションのパターンから特定され、アルコールに関連
した投稿やメッセージを延々と浴びせられ、それがもっと飲もうという将来的な手がかりとなる。 

 
すでに述べたように、クロスボーダー・マーケティングが飲酒行動に与える影響を明示的に検証した研

究はほとんどない。しかし、国際的に認知されたスポーツや文化イベントのスポンサーシップや、ソーシ
ャルメディア・インフルエンサーによるプロモーション活動など、マーケティングが国境を越えて広がる
場合、大きな影響を及ぼすことを示す明確な事例がある（Casswell et al., 2021）。例えば、アルコール・
ブランドによるスポーツ・スポンサーシップと消費の関連性に関するシステマティックレビューによると、
レビューの対象に含まれるすべての研究が、アルコール・スポーツ・スポンサーシップへの暴露と、成人
スポーツ選手や学童による危険な飲酒を含む消費量の増加との間に正の相関があることを報告している
（Brown, 2016）。アルコール産業のスポンサーシップを個人的に、または所属チームが受けている場合、
チームメンバーについては、より高いアルコール重症度スコアが記録されていた（O’Brien, 2014）。ブラ
ンド名を冠したイベントの観客にとって、刺激的でエンターテインメント性の高いダイナミックなスポー
ツや文化イベントの文脈でブランドに暴露されることは、特定のブランドだけでなくアルコールに対する
肯定的な態度を高めることが示されており、これらの効果は無意識の自動プロセスに依存しているようで
ある（Zerhouni et al., 2019）。 

 
同様に、フェスティバルやその他の公共イベントに対するクロスボーダー・スポンサーシップは、飲酒

の頻度や量に影響を与え、文化や社会の一部としてアルコールが社会的に受け入れられることに寄与する
可能性がある（Casswell et al., 2021）。産業界がスポンサーとなるスポーツイベントのうち、最大かつ
最も広範囲に及ぶものの一つがFIFAワールドカップである。2014年にブラジルが開催し、多国籍の大手
アルコール企業が一部スポンサーとなったこの大会では、350万人近くのファンが会場で観戦し、さらに
10億人が決勝戦をテレビで観戦した。ブラジル国内では、15の主要プログラムと9,000以上のアクティベ
ーション・ポイントからなる「多次元体験型プラットフォーム」が、3件のアルコール・ブランドのプロ
モーションに利用された（Noel et al., 2017）。また、同社の2014年の決算説明会の記録によると、同社
はブラジル全国700都市で8万件以上のイベントを運営し、1,500万人以上にリーチした。さらに、2,300万
人以上のブラジル人がソーシャルメディアを通じて関わり、500万個以上の特別仕様の販促品が販売され
た。FIFAワールドカップ後の9カ月間で、ブラジルにおけるビール業界の販売量は6％増加した（Robaina 
et al., 2020）。 

 
国際的なスポーツ・スポンサーシップのようなクロスボーダー・アルコール・マーケティング戦略は、
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世界中のオーディエンスに届き、結果として大規模なアルコール・マーケティングへの暴露につながる。
そのため、暴露の規模を踏まえれば、個人レベルでのアルコール消費量への影響が小さくても、多くの対
象者に届くマーケティング戦略は大きな影響を与える可能性がある。特に若者の間では、デジタル・プラ
ットフォームにおけるアルコール・マーケティングの存在感の高まりに伴い、アルコール・マーケティン
グへの暴露が増加していると考えられることから、この点が懸念される（Noel et al., 2017）。 

 
要約すると、アルコール・マーケティングへの暴露が消費量を増加させるという十分な証拠があり、こ

の影響は、マーケティングがどこでどのように閲覧・伝達されるか（すなわち、国境を越えるか、一つの
国の管轄区域に限定されるか）に関係なく予想される、ということである。本報告書は、マーケティング
やマーケティング制限がアルコールの有害な使用に与える影響について確立された証拠について全面的に
レビューすることを目的としているわけではない。むしろ、クロスボーダー・アルコール・マーケティン
グのさまざまな形態について説明することに重点を置いている。 

 
本報告書の第2章では、多国籍アルコール企業によるマーケティングへの大規模な投資、とりわけ近年

はインターネットをはじめとするクロスボーダー・マーケティングへの投資が行われていることを紹介す
る。このような投資の規模自体が、製品の販売を拡大し、維持するために有効であるというマーケティン
グに対する業界のコミットメントの証左である。 

1.4 WHOや他の国連機関によるアルコール・ 
マーケティングに関するこれまでの検討と取り組み 

アルコール・マーケティングの禁止または包括的な制限は、近年複数のWHOによるイニシアチブで改
めて強調されているように、アルコール関連の害を減らす上でWHOが支持する重要な介入である。 

 
2010年、世界保健総会はWHO世界アルコール戦略を承認した。アルコール・マーケティングの問題に

ついては、加盟国による政策行動のための10の「推奨目標分野」の一つとして、アルコール・マーケティ
ングに関する内容が規定されている。 

 
(a) 以下のような規制または共同規制による枠組みをつくること。枠組みには法的根拠があることが望

ましく、必要に応じてアルコール・マーケティングに関する自主規制措置によって支えられる。 
(i) マーケティングの内容および量を規制すること。 
(ii) 特定またはすべてのメディアにおける直接的または間接的マーケティングを規制すること。 
(iii) アルコール飲料の販売促進を目的としたスポンサーシップ活動を規制すること。 
(iv) 青少年を対象とする活動に関連するプロモーションを制限または禁止すること。 
(v) ソーシャルメディア等、新たな形態のアルコール・マーケティング手法を規制すること。 

 
(b) 公的機関または独立機関が、アルコール製品のマーケティングに関する効果的な監視システムを構

築すること。 
 
(c) マーケティング制限への違反に対する効果的な管理・抑止システムを構築すること（WHO, 2010a）。 
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また、世界アルコール戦略では、これらのマーケティング手法から若者を保護するための予防的アプロ
ーチを検討することを推奨している。さらに、2018年に開催された非感染性疾患（NCDs）の予防と制御
に関する第3回国連総会ハイレベル会合の政治宣言では、民間部門に対し、未成年者に対するアルコール
製品のマーケティング、広告宣伝、販売の排除に向けた具体的な措置を講ずるよう要請している（UN, 
2018: para 44）。 

 
2011年、WHOアフリカ地域事務局は、アフリカ諸国におけるアルコール市場の慣行を監視するプロジ

ェクトを開始した。第1段階では4カ国であったが、第2段階で7カ国に拡大し、その結果について外部から
の評価を受けた（Robaina et al., 2016）。国内外のアルコールメーカーによるテレビ、ラジオ、印刷物、
屋外広告宣伝の計282例を地方と都市部の両方から収集し、多国籍産業自身が定めた「責任あるアルコー
ル飲料マーケティングのための統治原則（Governing principles for responsible alcohol beverage 
marketing）」の広告宣伝基準への適合性の観点から評価した。その結果、27％の広告宣伝が指導原則の
一つ以上に違反していることが判明した（Robaina et al., 2016）。 

 
2013年5月、先のNCDの予防と制御に関する国連総会ハイレベル会合の要請に応える形で、世界保健総

会は、第66回会合において、現在2030年まで延長されている「NCDの予防と制御のためのWHO世界行動
計画2013-2020（NCDアクションプラン）（WHO Global Action Plan for the Prevention and Control of 
NCDs 2013–2020 (NCD Action Plan)）」を承認し（WHO, 2013b）、NCDによる死亡率全体を25％相対
的に削減するための25種類の指標と9種類の自主的目標を含む総合モニタリング枠組みが採択された。ア
ルコールに関しては、WHOは、適宜各国の状況に応じて、アルコールの有害な使用を少なくとも10％相
対的に削減する目標を設定した（WHO, 2014）。各国の状況に応じた適切な削減量を測定するための指標
は、次の三つである。1）暦年内の一人当たりの総アルコール消費量（純アルコールリットル）、2）青少
年および成人における一時的多量飲酒（heavy episodic drinking）の年齢標準化された有病率、および3）
アルコールに関連する罹患率と死亡率。 

 
アルコールによる害を減らすための方策に関して、NCDアクションプランは、世界アルコール戦略の付

属文書3に示された政策オプションを再掲し、「非常に費用対効果の高い」三つの戦略を挙げており、そ
の一つが「アルコールの広告宣伝とプロモーションの規制または禁止」である（WHO, 2013b, Appendix 
3）。NCDアクションプランのアルコールに関する三つの「ベストバイ」は2017年に更新され、アルコー
ル・マーケティングに関する統制が引き続き盛り込まれている。「アルコール広告への暴露を（複数の種
類のメディアにわたって）禁止または包括的に制限することを制定し、実施すること」であり、法律や規
制を実施・執行するための能力が必要であるとの注記が添えられている（WHO, 2017a: 7）。また、NCD
の削減を進展させるためには、多部門にわたるアプローチが必要であるとの認識から、NCDアクションプ
ランの実施を支援するため、2013年に「NCDの予防と制御に関する国連タスクフォース（UNIATF）」が
設立された（UNIATF, 2021）。 

 
2010年代半ばに行われた第二の国境を越えた全般的な取り組みである、2015年に国連総会で採択され

た国連の持続可能な開発目標（SDGs）においても、アルコールは懸念事項として挙げられている。WHO
は、健康と福祉に関する目標3について特別な責任を負い、その中には「アルコールの有害な使用の予防
と治療を強化する」というコミットメント（目標3.5）が含まれている。しかし、WHOが調整し発表した
目標3に関する2019年の行動計画においてアルコールに対して実質的に注目している箇所は、「未成年者
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へのアルコールのマーケティング、広告宣伝、販売の排除」を含む、NCDの商業的決定要因を減らすため
の具体的措置を業界が講ずることができるという提案のみであった（WHO, 2019a）。 

 
2015年初頭、汎米保健機構（PAHO）は、アルコール・マーケティングの規制に関する技術会議を開催

した。同会議の報告書では、アルコール・マーケティングはデジタル・メディアやソーシャルメディアへ
の移行が進み、マーケティングの革新が規制の取り組みをはるかに上回っていることが指摘された。会議
では、「アルコール・マーケティングを効果的に規制するための重要な要件」として、マーケティング・
メッセージへの暴露を有意に低減すること、メッセージの包括的な統制、そして「いかなる自主規制メカ
ニズムにかかわらず、アルコール産業から独立した法的な『中核』」の3点を挙げている。「アルコール
が青少年やその他の脆弱な人々にもたらす健康リスクを踏まえると、アルコール・マーケティングを管理
するための共通の規範と基準が明確に示される」と指摘し、会議報告書は、たばこの規制に関する枠組条
約と、南北アメリカで採択された子どもに対する食品と非アルコール飲料のマーケティングに関する基準
を先例として挙げた（PAHO, 2016: 5–7）。会議では、「各国政府はアルコール・マーケティングの包括
的な禁止の成立を優先すべき」であり、「違反に対する意味のある制裁」を含む「規制能力を強化するた
めの法的・法定要件を施行すべきである」など、九つの「議論のための主要概念」に合意した（29～30ペ
ージ）。 

 
同会議のフォローアップとして、PAHOはテクニカルノート「公衆衛生保護のためのアルコール・マー

ケティング規制の背景（Background on alcohol marketing regulation for the protection of public 
health）」を作成・公表し、アルコール・マーケティングがどのようにして人権規約や条約に違反してき
た可能性があるのかについての議論（15～16ページ）、「規制管理のための原則」7項目、「包括的禁止
の一環として検討すべき規制要素」9項目、「包括的禁止を実施できる立場にない国のために検討すべき
規制要素」4項目の詳細を提示している（PAHO，2017： 20-25）。 

 
WHOはUNIATFとともに、また国際的なパートナーとの提携の下、2018年にNCDの予防と制御に関す

る国連第3回ハイレベル会議の文脈でSAFERイニシアチブを立ち上げた。このイニシアチブの目的は、世
界アルコール戦略やその他のWHOおよび国連の文書（NCDの予防と制御のためのWHO世界行動計画、国
連の持続可能な開発目標（SDGs）の目標3.5など）の継続的実施を強化することにより、加盟国がアルコ
ールの有害な使用を減らすための支援を提供することである。SAFERの介入パッケージは、アルコール・
マーケティングの制限を含む世界アルコール戦略の五つの主要な目標分野に焦点を当てており、WHO加
盟国への技術支援とガイダンスを提供している（WHO, 2019b）。SAFERパッケージは、アルコール・マ
ーケティングの制限について、三つの主な目的を提示している。 

 
● 青少年への暴露を防止すること（アルコール摂取開始の決定やアルコール使用量の増加に影響を与え

ることが知られている）。 
● アルコール依存症の人々の反応性や渇望を誘発し得るアルコールの手がかりの存在を減らすこと。 
● アルコールの使用に伴う公衆衛生、経済、社会への悪影響を考慮し、消費全般に関する社会規範に産

業界が影響を及ぼすのを防ぐこと。 
 
SAFERテクニカルパッケージは、デジタル・マーケティング手法の出現に注目し、「衛星放送やインタ

ーネットなどのチャネルを通じて、国境や異なる管轄区域を越えてアルコール・マーケティングのメッセ
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ージが伝わることが、一部の国で深刻な懸念として浮上している」、「（国レベルでの）執行に対する最
大の障壁は、テレビやインターネット等を通じて国境を越える広告宣伝であると考えられる」（WHO, 
2019b）と指摘している。 

 
WHO欧州地域事務局は、WHOのSAFER政策プログラムを中心に、アルコール政策の監視と支援のプロ

グラムを積極的に進めてきた。同地域の動向に関する報告書「WHO欧州地域をより安全に：2010年～
2019年におけるアルコール統制政策の展開（Making the WHO European Region safer: developments in 
alcohol control policies 2010–2019）」は、「アルコール・マーケティングのメッセージは、衛星放送や
インターネットなどのチャネルを通じて、国境を越え、さまざまな管轄区域で宣伝されている。デジタ
ル・メディアやソーシャルメディアはマーケティングのあり方を変え、アルコール企業はますますこの分
野に進出してきている。（中略）タブレットやスマートフォンでの視聴に向けられた『ナローキャスト』
広告宣伝は、親の監視をかいくぐりながら、子どもや若者をマーケティングにさらすことができる」と指
摘している（WHO Regional Office for Europe, 2021a: 29）。 

 
2021年、WHO欧州地域事務局は「アルコールのデジタル・マーケティング：WHO欧州地域におけるよ

り良い健康のための課題と政策オプション（Digital marketing of alcohol:  challenges and policy options 
for better health in the WHO European Region）」（WHO Regional Office for Europe, 2021b）の報告書
を発表した。同報告書は、公衆衛生と人権を守るための緊急行動の必要性を強調し、急速に変化するデジ
タルエコシステムと、アルコール・マーケティングを通じてオンラインのパーソナルスペースに侵入する
ために用いられている手法について論じている。また、WHO欧州地域の一部の国および国際レベルにお
ける規制状況の概略についても触れている。さまざまな政策オプションが提案されており、全体的な結論
として、デジタル空間からアルコール・マーケティングを完全に排除することを含め、各国や国際機関が
協調して緊急に行動する必要性が強調されている。 

 
SDGsなどの国連のイニシアチブにアルコールの問題が盛り込まれているにもかかわらず、WHO以外の

グローバルな政府間機関がアルコールの健康や福祉への害の問題に持続的な関心を寄せることはなく、通
常はWHOの活動に付随して発生している（Room, 2021）。
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キーメッセージ 
● アルコール・マーケティングには、「特定の製品やサービスの認知度、魅力、消費を高めるこ

とを目的とした、あるいは高める効果を持つあらゆる形態の商業的コミュニケーションやメッ
セージが含まれる」とされている。これには、「製品やサービスの広告宣伝、その他の方法で
販売促進を行うあらゆるものを含む」。 

 
● クロスボーダー・マーケティングには、流出型マーケティング（ある国の領域で発生し、他の

場所に入るもの）と流入型マーケティング（他の国からその国の領域に入るもの）だけでな
く、特に他国の人々に影響を与える目的で構想、統制、生産、流通されるマーケティングも含
まれる。デジタル・メディアと多国籍アルコール飲料企業の重要性の高まりは、アルコール・
マーケティングのクロス・ボーダー性がますます高まっていることを意味する。 

 
● アルコール・マーケティングは、短・中期的には飲酒態度や飲酒行動に影響を与えるが、長期

的な影響はあまり明確に測定できない。例えば、ノルウェーでは、すべてのメディアでアルコ
ールの広告宣伝を全面的に禁止した結果、国民の消費水準に中程度ながら即時的かつ持続的な
影響を及ぼした。 

 
● アルコール・マーケティングの効果は、国境を越えたデジタル時代において増大しているよう

に思われる。ターゲットを絞ったマーケティングは、デジタル・メディアによる視聴者の関心
や嗜好の収集と分類によって促進される。そのため、多量飲酒者や好奇心旺盛なティーンエイ
ジャーは、強烈なマーケティングの暴露にさらされる。 

 
● 世界保健総会は、「（複数の種類のメディアにわたる）アルコール広告宣伝への暴露の禁止ま

たは包括的制限の制定・実施」を、政策オプションおよび費用対効果の高い介入（ベストバ
イ）として承認している。 
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2 アルコール・マーケティ
ングのグローバル化 

アルコール飲料は、さまざまな種類の植物性物質を主たる原料として、発酵または蒸留によって製造さ
れる。部族社会や村社会において、はじめは現地の植物を原料にまとめて行われてきた伝統的な生産形態
は、（すべてではないものの）世界の多くの地域で有史以前から行われ、現在も続いている。農産物を原
料とするビールや蒸留酒の工業生産は産業革命の初期に始まり、過去1世紀以上にわたって、すべての主
要なアルコール飲料の生産様式として支配的な地位を占めてきた。19世紀には、欧州の帝国や海を越えた
貿易の発展に伴い、アルコール飲料とその原料の生産と長距離輸送がグローバル化した（Phillips, 2014; 
Jernigan, 2000; Room, 1997）。しかし、現在と同様に、アルコール飲料は一般的に生産地と同じ地域で消
費されることが最も多かった。 

 
世界で消費されるアルコールの約4分の3は記録されたアルコールで、これは販売され課税されている量

とほぼ同じであり、残りの多くは比較的小規模な形で非公式に生産されている（Lachenmeier et al., 
2021）。アルコールは多種多様な植物から発酵によって生成され、そして蒸留によって蒸留酒が製造され
ており、これらのプロセスの統制がアルコール産業の中心にある。伝統的な家庭用または手作りによるア
ルコール飲料の生産は続いているが、ほとんどのアルコール飲料は商業的に生産され、小売店に輸送され
消費者に販売される。小売店では、瓶などの容器に詰めて販売され、他の場所で消費される場合もあれば、
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居酒屋やレストランで提供される場合もある。アルコール生産者が小売店や居酒屋を経営している例もあ
るが、市場経済においては、小売レベルのアルコール販売は生産者とは別に組織されているのが一般的で
ある。従来のアルコールの小売販売は、一般に全国または地方レベルで組織され、それに応じて規制され
ているが、市場の中で急速に拡大しているオンライン販売や宅配は、国境を越えた組織やプロモーション
に適している。 

2.1 アルコール製造・販売のグローバル化 
ここ数十年、アルコール市場ではかなりの集中化とさらなるグローバル化が進み、アルコール飲料の生

産とブランディングにおいて、多国籍アルコール企業（TNACs）がますます優勢になっている（Jernigan 
& Ross, 2020）（表2.1）。 

 
表 2.1. 多国籍アルコール企業10社の売上高（小売販売価格）2019年 

企業名 
2019 

合計小売金額
（百万米ドル） 

市場占有率（%） 

1. Anheuser-Busch InBev NV アンハイザー・ブッシュ・
インベブ 

175 304 11.5％ 

2. Heineken NV ハイネケン 80 996 5.2％ 
3. Diageo Plc. ディアジオ 70 645 4.5％ 
4. Pernod Ricard Groupe ペルノ・リカール・グループ 52 189 3.3％ 
5. Carlsberg A/S カールスバーグ 41 934 2.6％ 
6. Molson Coors Brewing Co. モルソン・クアーズ・ 

ブリューイング・カンパニー 
34 099 2.1％ 

7. サントリーホールディングス株式会社 32 308 2.0％ 
8. アサヒグループホールディングス株式会社 32 015 1.9％ 
9. Constellation Brands Inc. コンステレーション・ 

ブランズ社 
20 189 1.2％ 

10. Bacardi & Co. Ltd. バカルディ 19 974 1.2％ 
アルコール多国籍企業上位10社小計 559 651 35.5％ 

   販売用アルコール市場合計 1 576 509 100％ 
出典：© Euromonitor, 2021（許可を得て転載）。小売販売価格（RSP）は消費者への最終価格であり、小売店や卸売店の利ざや、売上税 
（カナダと米国を除く）、物品税が含まれる。 

 
アルコールは、どの小売チャネルを通じて販売されるかにかかわらず、多国籍企業が製造・販売するこ

とが多い。多国籍企業は、「親会社とその海外関連会社からなり、その活動は国境を越えて行われる」組
織であり、親会社の「本国で活動する本部によって組織、統合、調整されている」ものと定義される
（Jaworcek & Kuzsel, 2007）。 

TNACが販売する世界中で購入可能な製品については、通常、グローバル・ブランド・マネジメント・チ
ームが指揮するグローバル・ポジショニング戦略など、統合的なマーケティング・アプローチが取られる。 
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表 2.2. ビール、ワイン、蒸留酒の世界市場におけるビール、ワイン、蒸留酒の10大生産者の純アルコー
ル販売量で測定したシェア（市場占有率） 

順位 ビール ワイン 蒸留酒 
TNAC 市場占有率（％） TNAC 市場占有率（％） TNAC 市場占有率（％） 

1. Anheuser-Busch InBev NV 25.9 E&J Gallo Winery Inc. 3.3 Diageo Plc 9.5 

2. Heineken NV 11.2 Accolade Wines Ltd. 1.5 Pernod Ricard Groupe 5.6 

3. Carlsberg A/S 5.7 Constellation Brands Ltd. 1.4 Kweichow Moutai Co. Ltd. 3.7 

4. China Resources Holdings 
Co. Ltd. 

5.6 Treasury Wine Estates Ltd.  Bacardi & Co. Ltd. 3.0 

5. Molson Coors Brewing Co. 4.5 The Wine Group Inc.,  サントリーホールディングス株式会社 2.8 

6. Tsingtsao Brewery Co. Ltd. 4.0 Castel Groupe 1.2 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 
SA 

2.2 

7. アサヒグループホールディ
ングス株式会社 

3.1 Viña Concha y Toro SA 1.1 Brown-Forman Corp 1.6 

8. Beijing Yanjing Brewery 
Co. Ltd. 

1.9 FeCoVitA Coop Ltda. 0.9 Luzhou Lao Jiao Co. Ltd. 1.6 

9. サントリーホールディング
ス株式会社 

1.4 Pernod Ricard Groupe 0.9 Sujiu Group 1.4 

10. Constellation Brands Inc. 1.2 Oetker-Gruppe 0.8 Campari Milano SpA, Davide 1.1 

上位10社による市場占有率合計 64.5 上位10社による市場占有率合計 13.8 上位10社による市場占有率合計 32.5 
 

エタノール量合計（百万リットル） 
ビール 10 072 ワイン 11 095 蒸留酒 2571 

出典：Euromonitor, 2021 （許可を得て転載）。 

 
ブランド戦略におけるローカルなニュアンスは、ローカルな文化に溶け込みながらもグローバル・チー

ムの一員であるローカル・ディレクターが監督している (Amis & Silk, 2010: 165–73)。生産・販売体制は
複雑で、例えば、TNAC間の提携を伴うこともある（表2.2）。つまり、米国で販売されているある日本ブ
ランドのビールは、カナダのTNACが日本のTNACの仕様に合わせてカナダのバンクーバーで醸造してい
るが、これは一つには日本からの輸送コストを負担することなく米国で輸入品としてラベルを付けて販売
できるようにするためなのである（Brandt, 2019）。 

 
市場調査会社であるユーロモニターは、世界のアルコール飲料の取引量に関するデータを提供している。

表2.1は、市場調査会社ユーロモニターが報告した10大TNACの売上高を、その製品に支払われる小売価格
によって計算したものである。この指標によれば、10大TNACが販売する記録されたアルコールのシェア
は、2015年の32.0％から2019年には35.5％に上昇した。大手TNACのほとんどは、高所得国または中国に
本社を置いている。 

 
2019年現在、世界最大のTNAC醸造会社は、世界中で販売されるビール（量ベース）の4分の1を生産し

ており（Euromonitor, 2021）、世界のビール市場の3分の2近く（64.5％）が、ビール販売上位10社の製
品である。 

 
ユーロモニターの調べでは、リンゴ酒やペアワイン、「レディ・トゥ・ドリンク」製品（「アルコポッ

プ」と呼ばれることもあり、若者に偏って人気がある）の販売量も少数の企業に集中しており、それぞれ
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66％と64％が大手メーカー10社によるものであることが判明した。蒸留酒とワインの世界市場は、まだ
それほど集中していない。とはいえ、表2.2に示すように、蒸留酒は上位10社で約3分の1（32.5％）、ワ
インは上位10社で13.8％を販売している（Euromonitor, 2021）。 

2.2 生産、ブランディング、マーケティングに関する国境を
越えた統制 

アルコール飲料のブランドは局地的であったり、現地では特別な意味合いを有したりする場合もあるが、
国際的なマーケティング研究において「原産国効果」（Dichter, 1962: 162）と呼ばれる海外の一流品とし
ての連想や、グローバル市場で認知された国際的なシンボルとして、しばしば国境を越えて届く。ブラン
ドのポジショニングは、それが喚起する意味合いや連想と、そうした意味合いや連想に引き付けられる顧
客層の両方から見て、製品のマーケティング担当者にとって大きな関心事であり、それに関する広告宣伝
やプロモーションのメッセージにおける重要な検討事項である（Amis & Silk, 2010）。また、ブランディ
ングは若者による消費に大きな影響を与える。米国における一連の研究によると、ある製品のブランド・
マーケティングに暴露されることは、一貫して、若者がその製品を消費する可能性が高くなることと相関
関係にあることが判明した（Roberts et al., 2016）。 

 
これらのブランド名を冠した飲料がどこで製造・販売されようとも、TNACは製造・販売プロセスを直

接または契約に基づいて統制している。飲料のブランディング、広告宣伝・プロモーションの統制は、通
常、国境を越えて行われる。Amis & Silkは、TNACの営業部門がビールのグローバル・ブランドを構築し、
管理するプロセスを研究する中で、TNACの従業員が国境を越えるために用いた三つの「グローバル・ポ
ジショニング戦略」を明らかにした。それは、1）ブランドを識別する単一の感情に訴えるテーマの特定、
2）「より一元的なグローバル・マーケティング戦略へのシフト」、3）「グローバル市場全体に発信する
ための共通の広告宣伝の開発」(Amis & Silk, 2010: 168)である。同研究の結論は、TNACの競争優位は、
「下部組織が外部環境から知識を吸収し、特にトランスナショナル・チームの活用によって、組織を通じ
て効果的に伝達する能力を有していることを前提とする」（Amis & Silk, 2010: 167）ことである。 

 
2019年9月、あるTNACは「Be a King（理想の自分（King）になろう）」キャンペーンの一環として、

欧州の2大サッカーリーグとの複数年のグローバル・パートナーシップを発表した（Russo, 2019）。イン
グランドのプレミアリーグおよびスペインのラ・リーガ（リーガ・エスパニョーラ）との契約により、
「英国、中国、南アフリカ、インドなど、5大陸、20カ国以上でアクティベーションを行う権利」を得た。
同社のグローバル・マーケティング担当副社長は、コミュニケーションの観点から「地球と対話するのに
役立つと信じていたプラットフォーム」であり、プレミアリーグとリーガ・エスパニョーラは、言うまで
もなく世界最大のサッカーリーグであると説明した。また、同社にとって中国とインドを国際的に大きな
市場として挙げ、「サッカーのように消費者層に強く訴えかける情熱という点が、我々にとって非常に重
要だった」とし、「独占視聴会、放送・メディア資産、ソーシャルメディアを通じて活性化できるコンテ
ンツ提携」といったコネクティングポイントを利用しているという（Carp, 2019）。副社長はまた、「私
たちが世界中に足跡を広げるという構想は、継続的な活動であり、このような特性を備えることで、私た
ちが行く先々でブランドの認知度を高めることができるのだと思う。中国は私たちにとって世界最大の市
場であり、私たちは中国で大きな存在感を示している。プレミアリーグやリーガ・エスパニョーラと関係
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を築き、中国でのビジネスを支えるという考え方は、非常に重要であったと思う」と続ける。 
 
広告宣伝、マーケティングサービスなどのプロモーション、ソーシャルメディアなどのデジタル・マー

ケティングを含むアドバタイジング・エイジ（アド・エイジ）誌のデータベースによると、アルコール
TNAC6社が、あらゆる製品・サービスの広告宣伝への支出金額が世界で最も多い100社の中に入っている
（Jernigan & Yeh, 2021: Table 7）。Jernigan & Yeh （2021）は、米国のアド・エイジ誌のデータをもと
に、2019年の米国の大手アルコール・マーケティング企業のメディア支出のうち、70％以上がプロモー
ションやプロダクト・プレイスメント、ソーシャルメディアでのオンライン広告宣伝など、測定不能なメ
ディアへの支出であると算出した。 

2.3 アルコール産業のバリューチェーン統合とデジタルトラ
ンスフォーメーション 

近年、情報・通信技術（ICT）の発展は目覚ましいものがある。実際、一部の学者は、「サイバーフィ
ジカルシステム、モノのインターネット、システムのインターネットの融合」を原動力とする「第4次産
業革命」に突入していると主張している（Marr, 2016）。これらの技術変化は、製造からマーケティング、
販売に至るまで、アルコール産業のあらゆる側面に影響を及ぼしている。特に、TNACは変化の最前線に
立ち、しばしばその推進役を担ってきた。自社組織と経営のクロス・ボーダーな性質は、アルコール飲料
の生産と販売の「バリューチェーン」の要素の連携を大いに促進した。 

 
ソーシャルメディア、データ分析、電子商取引プラットフォームなどの一層高度なデジタル技術の出現

により、サプライチェーンにおけるすべての関係者の提携関係がより強固なものとなっている。その結果、
生産、マーケティング、小売の各プロセスはますます統合が進んでいる。このような変化は、「バリュー
チェーン統合」または「バリューシステム統合」と呼ばれている。要するに、「バリューチェーン」とは、
「企業や従業員が製品をその構想から最終用途、さらにはその先を見据えて行なうあらゆる活動のことで、
設計、製造、マーケティング、流通、最終顧客へのサポートを含む」（Höller et al., 2014 citing Gereffi, 
2011）である。そして、バリューチェーン統合とは、「市場セグメントを共有する複数の企業が、価値シ
ステムに沿った商品、サービス、情報の流れを、顧客の知覚価値を高め、チェーンの効率を最適化する方
法で、共同で計画、実施、管理するプロセス」（Dobbs, 1998）であるとされている。 

 
電子商取引は現在、商品の小売販売の手法として広く普及している。簡単に言えば、電子商取引とは、

インターネットを介した商品やサービスの取引を指す。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパン
デミックによって引き起こされたアルコール飲料をめぐる行動における最も重要かつ持続的な変化の一つ
は、電子商取引とデジタルエンゲージメントの台頭である（Ward, 2021）。最近の技術の進歩によっても
たらされた重要な変化の一部を以下に概観することで、クロスボーダー・マーケティングへの影響を明ら
かにする。 

 
電子商取引は、アルコール生産者が第三者の流通業者や小売業者を介さずに消費者に製品をマーケティ

ング・販売できるようになるため、アルコールの小売販売に大きな影響を及ぼしている。ほとんどのアル
コール販売は「依然としてブリックス・アンド・モルタル（実店舗）の小売店やオンプレミス（店内消費）
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の販路で行われている」（Colbert et al., 2021）が、オンラインでのアルコール販売は近年驚異的に伸び
ており、COVID-19時代以前の推計では、世界のアルコール販売の1.8％がオンラインで取引されていると
言われている（IWSR, 2019）。 

 
以前は、アルコール生産者は小売店に販売する卸売業者に販売することがほとんどであったが、電子商

取引プラットフォームは、アルコール生産者が直接小売販売に従事する機会を増やしている（Weissman, 
2019）。アルコール生産者が消費者に直接販売するというコンセプトは新しいものではないが（ワインメ
ーカーの「セラードア」など）、インターネットによってこうしたアプローチはより身近でスケーラビリ
ティが高くなる一方で、規制や統制はより困難になっている。 

 
アルコールメーカーは、デジタル技術が提供するバリューチェーン統合を促進する機会をつかんでいる

（Casswell et al., 2021）。例えば、あるアルコール企業はスタートアップ企業と提携し、ビールの残量
を顧客に伝え、オンライン配送アプリに通知を送り、30分以内にビールが届くよう顧客のために自動的に
再注文するデジタル対応冷蔵庫を発売した。このシステムにより、分単位での購買データや、消費者がど
の地域で商品を購入しているのかが把握できるようになった。「これは、技術的な観点だけでなく、デー
タインサイトの観点からも、私たちにとって大きな金脈となった」（Williams, 2017）。 
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キーメッセージ 
● 世界のアルコールの大部分は、多国籍アルコール企業（またはその委託先）によって生産・販

売されている。 
 

● アルコールの生産と販売はますます集中・グローバル化し、多国籍アルコール企業による国境
を越えた統制とブランディングが急激に進んでいる。 

 
● 多国籍アルコール企業は、あらゆる製品・サービスの生産者・販売者の中で、世界的に最も広

告宣伝費をかけている企業に含まれる。 
 

● 世界、地域、国内の主要なスポーツ・レクリエーション・イベントへの支援を通じて、多国籍
アルコール企業は新たなオーディエンス（広告の受け手）に自社ブランドを認知させることが
できる。 

 
● デジタル技術はバリューチェーン統合を促進し、アルコール生産者は生産、小売、マーケティ

ングプロセスを統合するための国境を越えた手段を増やすことができるようになった。 
 

● 電子商取引の発展により、アルコール生産者と消費者の間により密接なつながりが生まれた。 
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3 アルコール飲料のマーケティング：
戦略、手法、チャネルとその 
クロス・ボーダーな側面 

アルコール業界では、従来のマーケティング・チャネルとデジタル・メディアの両方を通じて、数多く
のマーケティング戦略が展開されている。テレビ広告宣伝や印刷広告宣伝などの従来のマーケティング形
態は、海外のオーディエンス（広告の受け手）が視聴・閲覧する可能性があるため、クロスボーダー・マ
ーケティングに該当する。従来のメディアにおけるクロスボーダー・マーケティングの例としては、雑誌
の国際的流通、衛星放送チャネル、主要イベントのスポンサーシップ、人気メディアでのプロダクト・プ
レイスメントなどがある。しかし、これらのメディアにおけるクロス・ボーダーな側面には、意図的な決
定を伴うのに対し、デジタル・マーケティングのコンテンツのほとんどは、自動的に世界中でアクセスで
きるようになっている。したがって、ほとんどのデジタル・マーケティングは、海外のオーディエンスに
到達できる可能性があるため、クロスボーダー・マーケティングに該当する。デジタル・クロスボーダ
ー・マーケティングには、ソーシャルメディアやネットワーキングサイト、（酒類メーカーと第三者の両
方が公開している）ウェブサイト、より広く検索エンジンなどでのマーケティングが含まれる。本章では、
製品および企業のブランディングの意味合いについても簡単に説明する。 
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3.1 ブランディング：重要なマーケティング装置 
特定の生産者の特定の飲料は、生産者が統制する（多くの場合、法的に登録されている）ブランドによ

り識別される。ブランディングはマーケティングの中心的な要素であり、企業および／または生産・販売
する製品・サービスに対して市場性のあるアイデンティティを確立することを含む。ブランドには、特定
の製品群に固有のもの（すなわち「プロダクト・ブランディング」）、製品を生産する企業体を包含する
もの（「コーポレート・ブランディング」）、あるいはさらに、この二つを組み合わせたもの（企業体と
その製品の両方を同時にマーケティングする場合など）もある（Xie & Boggs, 2006）。 

 
プロダクト・ブランディングとコーポレート・ブランディングは、戦略的な目的が異なり、利用される

戦略もある程度異なる。プロダクト・ブランディングの戦略は、製品のデザインやパッケージングなど、
様々な配慮がなされた戦略であり、マーケット・セグメンテーションによって、ターゲット・オーディエ
ンスに訴求するため異なる製品を生産し、ブランディングを行うことが多い。コーポレート・ブランディ
ングは、消費者に訴求することも目的としているが、「政府、金融部門、労働市場、社会一般とのコミュ
ニケーションなどにおいて、信頼性を与える」（Urde, 2003）というより広い目的がある。そのため、コ
ーポレート・ブランディングには、企業の「企業イメージ」や「評判」を高めるための活動も含まれる
（Xie & Boggs, 2006）ため、企業の社会的責任（CSR）の取り組みも含まれることがある。 

 
アルコールの分野では、ブランドの役割は複雑で多層的である。最も基礎的なレベルにあるのが飲料の

具体的なブランドと識別名である。例えば、スコッチ・ウィスキーという特定のブランドは、そのブラン
ド名を使用する独占的権利を有し、他の適格なブランドと、蒸留酒の種類と原産地を名乗る排他的権利を
共有している。生産者の企業名自体がブランドとなる場合もある。例えばHeinekenは多国籍アルコール
企業（TNAC）が所有する特定のブランドの一つであると同時に、当該TNACの名称でもある。また、
TNACが所有する特定の飲料ブランドであってもTNACの名前を冠さないものもある。例えば、Dos Equis
は、Heinekenが所有するメキシコのビールである。ここ数十年でアルコール生産の統合は進んできたが、
これは、現在、多くの飲料ブランドが保有する企業と名前が異なることを意味する。例えば、米国でクラ
フトビールが流行したとき、TNACのAnheuser-Busch InBevは、2011年から2020年の間に17の地元のク
ラフトビールを買収し、所有者が新しくなってもそれぞれのブランドを維持した（Lakhani et al., 2021）。
ブランドが製品に関連している場合と、自社ブランドの製品を持つ企業に関連している場合では、異なる
マーケティング戦略が適用される。これは、特にグローバルなスポンサーシップや、注目を集める企業の
社会的責任に関する取り組みにおいて顕著である。目に見えるロゴとして好まれるのは、その市場におけ
る企業の主要ブランドであり、それらが同一でない場合は企業名にはならない。 
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3.1.1 ラインエクステンションやブランドエクステンションによる代理広告宣伝とその
クロス・ボーダーな意味合い 

新しいブランドや製品を市場に投入する際には、高いコストとリスクが伴う。こうしたコストやリスク
を軽減するために企業が用いる手法の一つが、ラインエクステンションやブランドエクステンションであ
る。ラインエクステンションとは、既存のアルコール飲料と同じブランド名を使って、既存の製品ライン
やカテゴリーを拡大すること（例：ノンアルコールビールや低アルコールビール）である。ブランドエク
ステンションとは、同じブランド名で全く異なるカテゴリークラスに参入することを言う（例：アイスク
リームや手指消毒薬）。 

 
代理広告宣伝とは、アルコール製品と同一または類似のブランドでノンアルコール製品を宣伝すること

である。使用される手法には、ラインエクステンションやブランドエクステンションが含まれ、慈善活動
や、地域社会のイベント、スポーツチーム、音楽グループやフェスティバルのスポンサーシップと組み合
わせて使用される場合も多い。これらの活動は、管轄区域における直接広告の制限や禁止に違反する場合
もしない場合もある。ノンアルコール飲料から航空会社に至るまで、ブランドのスローガンやキャッチフ
レーズ（Probably...（おそらく世界一のビール）やKing of Beer（キング・オブ・ビール）など）、ライン
エクステンションやブランドエクステンションは、ブランドを宣伝し、消費者にアルコール・ブランドと
して認知してもらうために広く用いられてきた（Kaewpramkusol et al., 2019）。 

 
アルコール広告宣伝の禁止や制限を回避する方法としてノンアルコールビールを販売することは新しい

現象ではない。例えばポーランドでは1991年以前、ビールの広告宣伝が禁止されていた際には、日常的に
行われていた。 

 

名前や瓶・缶のラベルもアルコール入りのビールと同じで、「ノンアルコール」であることを示す
情報は、たいてい縦書きで、非常に小さな文字で表記されている。ボスマンのノンアルコールビール
に関するあるテレビ広告宣伝では、出演者が「ビール」と言ってから視聴者に向けてウインクし、
「ノンアルコール」と付け加えていた。（国家公衆衛生当局によると、）ビール会社は、ノンアルコ
ールビールの販売から得られる収益よりも、この種の飲料の宣伝に費やす費用の方が多いのだそう
だ。彼らの本当の動機は、彼らの商品名を広告宣伝し、アルコールを含むビールの販売から得られる
利益を増やすことであることが示唆されている（Cooke et al., 2004）。 

 
近年、ノンアルコールビールや低アルコールビールが急激に増加しており、広告宣伝キャンペーンやス

ポンサーシップで主流化したのは最近のことである。Millerら（2021）が指摘するように、アルコール飲
料と同じブランドで、同じ瓶や缶に入ったアルコール・ゼロ製品のマーケティングは、「アルコール企業
がブランドの認知度や忠誠心を高めるためにブランドやパッケージを表示する無数の新たな機会を提供し
ている」。実際、特にアルコール・マーケティング規制により従来のマーケティング戦略が禁止されてい
る状況では、ラインエクステンションやブランドエクステンションによる代理広告宣伝は、アルコール業
界にブランド資産価値と認知度を高めるための新たな手段を提供している。例えば、インドでは、直接広
告の禁止が実施された後、たばことアルコール製品の代理広告宣伝が発展した（Kumar, Verma, Halder & 
Datta, 2017）。これを受けて、アルコール産業やたばこ産業は、自社のアルコール製品やたばこ製品の
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シリーズと同じブランドやロゴを使ったグッズ（Tシャツ、コンパクトディスクなど）、ソフトドリンク、
さらにはスポーツアクセサリーなどの製品の生産とプロモーションに乗り出した（Dodrajka, 2011）。 

 
同様に、タイではアルコール広告宣伝の制限が実施された後、代理広告宣伝が出現している。例えば、

2008年に制定されたタイのアルコール規制法では、アルコール・マーケティングに関する規制が盛り込ま
れた。しかし、広告宣伝の内容が飲酒と関係ない場合（例：友好を祝う、激励のメッセージを与える、タ
イの美しい風景を宣伝する）には、企業ロゴを入れることができるようになっている。これらのロゴは現
在、国境を越えたオーディエンスにも届くデジタルプロモーション26にも含まれている。 

 
さらに、代理広告宣伝キャンペーンは、国際的なスポーツイベントや音楽フェスティバルのように、国

境を越えて展開されるマーケティング戦略を取り入れることが多い。 
 
このような戦略は、アルコール・ブランドのマーケティング規制に関心のある諸国にとって課題となる

ため、アルコール製造業者が、公衆衛生を守るために設けられた規制を回避するために、アルコール製品
と同じブランドやロゴを使って、規制の異なるアルコールなし／低アルコールの製品についてマーケティ
ングすることを防ぐ規定を盛り込むことに注意を払う必要がある。 

3.1.2 製品開発・パッケージング 

世界的なトレンドへの対応、新製品の開発、適切なパッケージングは、製品の開発、パッケージング、
世界市場への販売におけるクロスボーダー・マーケティングの主要な要素である（Casswell et al., 2021）。
1990年代の新製品カテゴリーの有名例は、プレミックスドリンク（「レディ・トゥ・ドリンク」または
RTD）であり、スピリッツやビールにソフトドリンクのベースや果物の香料を加え、適切なパッケージン
グをすることによって、酒類を飲み始めたばかりの人々に受け入れられやすくなった（Copeland et al., 
2007; Gates et al., 2007）。このカテゴリーは現在、多くのTNACや世界のトップブランドによって生産
されている。消費者の需要は、RTDの2大既存市場である日本と米国で特に旺盛である（IWSR Drinks 
Market Analysis, 2020a）。他方、中国とインドもRTDの最大消費国の一つであり、アジア太平洋地域は
世界のRTDアルコール飲料市場で最大のシェアを占めている（Intrado GlobeNewswire, 2020）。 

 
RTDの魅力は、味だけでなく、便利なパッケージも重要な要素である。新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）以前からRTDは拡大傾向にあったが、COVID-19時代にオンプレミスの販路が閉ざされた
ことにより、オフプレミス（店頭以外）やECサイトでの需要がさらに高まっている。「缶入りカクテル
は、特にロックダウン期間中にある消費者の共感を得ることができる。オンプレミスの販路を失った消費
者にとって、手軽なカクテル体験の模倣となるからである」（IWSR Drinks Market Analysis, 2020a）。 

 
また、便利なパッケージと健康志向を背景に、「ハードセルツァー」（アルコール炭酸水、スプリッツ

ァー、ソーダ）という新しい飲料カテゴリーが誕生した。これらは、消費者のライフスタイルを象徴する
ものとして、世界的に普及し始めている。「セルツァーの特徴である、細い缶（持ち運びに便利）、100
カロリー以下、グルテンフリー、シュガーフリー、楽しくてユニークなフレーバーオプションを実現した

 
26 例えば次を参照。https://youtu.be/35rB3awLXB4（閲覧日：2022 年 2 月 20 日） 
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飲料を探している消費者の心に響いている」（IWSR Drinks Market Analysis, 2020b）。ハードセルツァ
ーは、あらゆる飲酒者に適しており、一日中飲用できるものとして販売されている。例えば、あるマーケ
ティング・キャンペーンでは、昼間に飲むことに重点を置き、愛好家を「ヌーナー（nooner）」と名付け、
「セルツァー」というライフスタイルの価値をさらに高めることに寄与している（IWSR Drinks Market 
Analysis, 2020b）。 

 
消費者の健康志向の高まりは、アルコール業界に強い影響を与える傾向であると業界アナリストは認識

している。彼らは、糖分や保存料の制限、栄養素の追加、低力価製品の促進などに関連した製品開発やマ
ーケティングで対応している（Keric & Stafford, 2019）。あるTNACは、消費者主導の不飲酒月間である
「しらふの1月（Dry January）」で低アルコールビールを宣伝し、同社のソーシャルメディアキャンペー
ン「Because why go completely dry when you could go Dry-ish?（しらふっぽくなれるのに、なぜすっ
かりしらふになるのか）」でリフレーミングを行った(Beverage Industry, 2019)。業界では、アルコール
なし／低アルコール（NOLO）製品（Brewer World, 2019）や「ニアビール」（Buddy, 2019）の生産が
進んでいる。これらの製品は、健康志向の高い人、飲酒運転をしたくない人、飲酒しない人に訴求してい
る（Brewer World, 2019）。アルコール飲料の代替品を提供する一方で、入門ブランド（Hello Sunday 
Morning, 2020）やゲートウェイ商品としてアルコール消費を常態化させているのである。 

 
この手法は、宗教に基づく禁酒政策をとっている国でも活用されている。例えば、あるTNACは、イス

ラム教徒が大多数を占めるマレーシアで、クロスボーダー・マーケティング・キャンペーンと同時に、ラ
インエクステンションの一環として0.0％のアルコール・ゼロビールを発売した。そのマーケティング・
キャンペーンのキャッチフレーズ「Now you can（これで飲める）」は、禁酒者がビールを味わえること
を示唆しているように思われたが、同社は、自社のアルコール・フリービールによって非イスラム教徒の
消費者がビールを味わうことができる新しい機会を指すと主張した。その後、名前がイスラム教徒の顧客
に誤解を与えかねないという懸念が浮上する中、同社は自社の0.0％ビールは非イスラム教徒のみを対象
としていることを明らかにした（Malaysiakini, 2019）。同社は、同じ「Now you can」キャンペーンを
世界的に展開し、「Bring your beer to work（職場にビールを）」の日にも拡大している（The Work Perk, 
2019）。 

 
高所得国では低アルコール製品が広く普及しているが、低・中所得国（LMICs）のグローバル・ブラン

ドは高所得国で販売されている同じブランドよりも高力価であることが示されている。Odeigahら（2020）
は、ナイジェリアと英国で同時に生産された13のアルコール・ブランドを比較し、ナイジェリアの製品は
英国の同等品よりも容量が大きく、アルコール単位とアルコール度数（ABV）が高いことを明らかにした。 

3.1.3 コ・ブランディングとその国境を越えた意味合い 

コ・ブランディングは、もう一つの戦略であり、（多くの場合、所有者が異なる）二つ以上のブランド
間の提携を伴う（Blackett & Russel, 1999）。ブランド間の協力の水準や種類は、短期的なクロスブラン
ドのプロモーションやスポンサーシップ戦略（例：ファストフードブランドが映画やゲームの発売を促進
するような新製品を発売するなど）から、製品の共同製造や生産を含む長期的な協力までさまざまである
（Blackett & Russel, 1999）。コ・ブランディングは、二つの異なるセクター間（ビール会社とシリアル
会社の提携（Sitzmann, 2015）など）でも、同じセクター内（外国のビール会社が地元のビール会社と提
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携して新しいビールシリーズを生産／プロモーションするなど）でも起こり得る。 
 
場合によっては、コ・ブランディングによって、多国籍アルコールメーカーは、現地の製品がすでに確

立されたブランド資産価値と認知度を持つ文脈において、現地の生産者を買収または提携することによっ
て、新興市場に進出することができる（Schaffmeister, 2015）。これは、複数の管轄区域の関係者による
製品のマーケティングを含むため、アルコールメーカーがクロスボーダー・マーケティングに関与してい
ることを示す明確な例となる。 

3.1.4 コーポレート・ブランディングと企業の社会的責任 

コーポレート・ブランディングは、潜在的な消費者に訴求するブランド・アイデンティティを確立する
という点では、プロダクト・ブランディングと同じような利点を提供することができる。しかし、前述の
ように、コーポレート・ブランディングはより繊細であり、消費者との関わりを超えた戦略的目標を伴う。
特に、企業の社会的責任（CSR）は、ブランディング戦略として、アルコール産業の評判を向上させ、そ
うすることで政府や政策に影響を与える能力をもたらすものである。 

 
CSR活動には複数の形態がある。例えば、コーポレート・ソーシャル・マーケティング（例：行動変容

プログラムの支援）、コーズ・プロモーション（例：社会的コーズ（大義）への資金／リソースの提供）、
コーズ関連マーケティング（例：売上／消費者行動に基づくコーズへの貢献）、企業の慈善事業（例：企
業による慈善事業への直接寄付）、労働者ボランティアおよび社会的責任のあるビジネス慣行（例：社会
的コーズを支えるビジネス慣行）（Lee, 2016）などである。ある最近の体系的レビューでは、アルコー
ル産業が活用するCSRの取り組みとして、主に以下の五つのタイプが挙げられている。すなわち「アルコ
ール情報・教育提供、飲酒運転防止、研究への関与、政策への関与、社会的側面に関する組織の創設」で
ある（Mialon & McCambridge, 2018）。アルコール関連の害を減らすことを目的として掲げている場合
もあれば（責任ある飲酒キャンペーンなど）、「緊急人道支援、芸術・文化などアルコール以外の問題」
（Mialon & McCambridge, 2018）にCSRの取り組みが向けられているケースもある。 

 
特に、アルコール産業の一部のセグメントでは、有利なビジネス環境（例えば、アルコールの物品税の

引き下げ）のために政治的影響力を得るためだけでなく、ブランド・マーケティングの一形態として、国
境を越えて広がるツールとしてのCSR活動を利用している（Casswell et al., 2021）。これらの戦術（市民
社会組織との提携の形成など）は、有利な規制環境を作るためのマーケティングや、ネガティブな宣伝の
ためにイメージが悪化した企業や生産者集団の評判を管理するために使われるものである。また、製品の
否定的な意味合いを中和するという潜在的な機能をもって、特定の市場セグメントに訴求しようとするこ
ともある。このように、Mart & Giesbrecht （2015）は、彼らが「ピンクウォッシング」と呼ぶ、アルコ
ール消費が乳がんの主な原因であるにもかかわらず、アルコール企業が乳がん慈善団体と提携し、慈善団
体のピンクリボンのシンボルを使用して、団体の代わりに広告宣伝を行っていた17例を発見した。 

 
ある研究（Babor et al., 2018）では、六つの地理的地域で実施された1,046件以上のCSR活動を、推定

人口到達範囲、有害リスク、広告宣伝の可能性の観点から評価した。世界的メーカーがWHOの世界アル
コール戦略を支持して活動を行ったと主張しているにもかかわらず、アルコールの有害な使用を減らすた
めの世界的な行動のためにWHOが推奨する目標領域に適合しているのはわずか27％であった。業界によ
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る活動の圧倒的多数（96.8％）は科学的裏付けを欠いており、26.5％はブランドや製品のマーケティング
につながる可能性があるものであった。マーケティングにつながる可能性があるとされた活動には、ブラ
ンド名を冠したグッズの贈呈や、製品の商業広告宣伝物に責任ある飲酒のメッセージを加えることなどが
含まれる。アフリカとラテンアメリカで実施された活動は、他のすべての地域で実施された活動に比べて、
マーケティング効果が期待できる可能性が著しく高かった。 

 
CSR活動は、圧倒的にリスクマネジメントや戦略的目標の達成を志向する傾向がある。業界が資金を提

供する啓発キャンペーンが、その業界に対する好意的な見方につながることを示唆する研究もある。
Bond, Daube & Chikritzhs (2009)が指摘するように、アルコール業界の文書は、「責任」のメッセージや
啓発キャンペーンが広報に役立つことをさらに実証している。コンゴとナイジェリアでは、TNACが同社
の慈善プログラムの資金で再建された学校の建物にそのロゴを描いている（van Beemen, 2019）。業界
の責任ある飲酒キャンペーンやパートナーシップに関しては、1990年代以降の研究（Barry & Goodson, 
2010; De Jong et al., 1992; Pantani et al., 2017; Pantani et al., 2012）で、こうしたメッセージ（例えば、
「責任ある飲酒」）の使用を分析した結果、メッセージは適度な消費を促すどころか、過度な飲酒に何ら
影響を及ぼさずに、アルコール・ブランドに対する好ましいイメージを醸成していると結論付けている。
したがって、責任ある飲酒キャンペーンは、アルコール・マーケティングの一形態とみなすことができ、
アルコール消費を助長する可能性すらある（Pantani et al., 2017）。 

 
CSR活動は一般的にTNACによって国境を越えたレベルで調整され、そうした活動が企業ブランドのプ

ロモーションを促進する限り、クロスボーダー・マーケティングの一形態とみなすことができる。TNAC
の大半は高所得国に本社を置くが、CSRの取り組みの多くは低・中所得国を対象としている（Mialon & 
McCambridge, 2018）。例えば、複数の人気ビールブランドを所有し、ロンドンに本社を置くあるTNAC
は、非政府組織（NGO）と提携して「Beer for Africa 8-pack（アフリカにビールを：8パック）」を展開
し、「飢餓を止める」ための資金調達を目的に、6カ国で製造したビールを売り出した（Movendi, 2017）。
同様に、TNACは、エイズ・結核・マラリア対策世界基金を支援するCSR活動など、大規模な慈善団体や
市民社会組織を支援し、国際的な露出をもたらす取り組みを行っている（Beaubien, 2018）。このような
取り組みの意図する効果はともかく、結果として、国際的なレベルにおいて肯定的な企業ブランドの大規
模な露出につながった。 

 
アルコールによる疑いようのない他者への害の主な原因が飲酒運転に伴う交通事故による死傷であるこ

とから、交通安全も業界がイメージ向上のために利用するCSR活動の一つである。業界が支援する取り組
みは、「指定ドライバー（ハンドルキーパー）」プログラムなど、必ずしもアルコール販売の減少には至
らない戦略を特に支援している（Esser et al., 2016）。TNACは、NGOの交通安全連合において顕著であ
り、例えば、あるTNACは、2014年に「Together for Safer Roads」の設立を主導した。2018年には、同
じTNACが国連訓練調査研究所（UNITAR）と、交通事故死者数を世界的に減らすことを目的としたパー
トナーシップを締結し、大きな話題となった（AB InBev, 2020）。これらの取り組みは、ブラジルやメキ
シコなど途上国での同企業のプロジェクトと連動している。 

 

アルコール産業のCSR活動が重要なマーケティング機能を果たしているのは明らかであり、国境を越え
た戦略的利益を促進するような構造になっている。このことは、アルコール広告宣伝、プロモーション、
スポンサーシップを規制する効果的な国際的アプローチの策定において、CSRや企業による慈善活動の規
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制を考慮すべきことを示唆している。 

3.2 マーケット・セグメンテーション、ターゲットと暴露、
その国境を越えた影響 

マーケット・セグメンテーションはマーケティングの重要な要素であり、異なる特性、行動、ニーズに
基づいて顧客のサブグループを識別することを必要とする。マーケット・セグメンテーションは、「市場
を、同じように行動する、あるいは類似のニーズを持つ顧客の明確なサブセットに細分化するプロセス」
と定義されており、「各サブセットは、独自のマーケティング戦略で到達すべき市場ターゲットとして選
択される可能性がある」（Bennett, 1995）。このように、マーケット・セグメンテーションとは、マー
ケティング対象となる潜在的オーディエンスの細分化に関する、マーケティング担当者の視点に立った概
念である。 

 
マーケット・セグメンテーションの目的は、特定のアルコール製品の好ましい特性や、その製品がどの

ように認識・消費されるかに基づいて、さまざまなサブグループを特定し、ターゲットにすることである。
例えば、ある企業では、人口動態、飲酒行動、飲料の嗜好に基づき、3種類の飲酒者を特定した。それぞ
れ「目利き（Connoisseures）」（飲料の品質と味を優先する「高級飲酒者」）、「ヘッドバンガー
（Headbangers）」（強いアルコールを好む多量飲酒者）、「スタイルシーカー（Style-seekers）」
（流行り志向、高級飲酒者）である（Maani Hessari et al., 2019 citing Stella Artois, 1993）。 

 
「セグメンテーション」は、「地理的」、「人口動態的」、「心理学的」（性格、興味、価値観など）、

「行動的」の四つの主要な次元で行われることが多い（Goyat, 2011）。行動セグメンテーションは、
「購入機会」（購入の理由）、「ベネフィット」（製品から得られると考えられる利益（名声、利便性な
ど））、「使用率」（「ライトユーザー、ミディアムユーザー、ヘビーユーザーのグループ」への差別化）
により行うことができる（Beane & Ennis, 1987）。 

 
マーケット・セグメンテーションは、製品の設計と開発の段階で適用することができ、また、消費者の

ニーズと欲求を満たすことを目的としたターゲティング広告で活用されることが多い（Yankelovich & 
Meer, 2006）。このように、マーケット・セグメンテーションの概念は、特定のターゲット・オーディエ
ンスやセグメントに対する適切な「マーケティング・ミックス」についての検討に役立つ。これには、製
品のデザインや価格設定、ブランディングやプロモーション戦略の選択が含まれるが、これらは、消費者
のサブグループのセグメント化された特性、ニーズ、欲求を理解した上で導き出されるものである。マー
ケット・セグメンテーションにおいて重要なもう一つの要素は、市場セグメントが特定された後、「セグ
メントの規模、予想される成長、購入頻度、現在のブランド利用、ブランドロイヤリティ、長期的な売上
と利益の可能性」（Goyat, 2011）を評価することである。 

 
マーケット・セグメンテーションの観点からは、低・中所得国はアルコール産業にとって莫大な利益を

上げる可能性と成長が期待できる地理的セグメントの好例といえる。多くの低・中所得国では、急速な経
済発展、比較的高い非飲酒率、中産階級の消費者層の拡大、アルコールに対する文化的な認識の変化など
が見られ、これらは総体としてアルコール産業にとって計り知れない成長と利益の可能性をもたらしてい
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る。さらに、多くの高所得国で一人当たりの消費量が減少している一方で、低・中所得国ではアルコール
使用量が増加している（Manthey, Shield et al., 2019）。その結果、低・中所得国は重要なターゲット市
場であり、アフリカ、アジア、ラテンアメリカの一部でアルコール産業の拡大を示す明確な例がある
（Esser & Jernigan, 2018）。 

 
アルコール産業は、CSRキャンペーン、価格戦略、革新的なブランディングや製品開発など、低・中所

得国の新興国市場に進出するために複数の戦略を展開している。 
 
若者と女性は、アルコール産業にとって重要な成長分野であり、戦略的に重要な人口動態のカテゴリー

として、多くの文書で言及されている（Robaina et al., 2020; Casswell et al., 2021）。例えば、アフリカ
やラテンアメリカの人口の平均年齢は、北米や西欧諸国よりも低く、それによって、商業的な目的のため
に狙われている巨大な成長市場となっている。 

 
より多くの女性が組織的労働力に参加し、経済的自立を得るにつれ、女性は生産者から売上を伸ばすこ

とができる消費者グループとみなされている（Euromonitor 2015）。「女性の機会の理解」と女性に特化
したマーケティングプログラムの開発は、TNAC2社によるラテンアメリカ向け戦略の重要な要素である
（Robaina et al., 2020）。これには、新製品の導入や男女混合マーケティング（360度マーケティングと
も呼ばれる）による「ビールを飲むことをより特別なものにするための習慣の形成」などが含まれる
（Pfanner, 2007; SABMiller, 2010）。このような女性飲酒者の獲得に向けた取り組みは、ラテンアメリ
カ・カリブ海地域に限ったことではない。 

 
また、多量飲酒者はアルコール消費量の大半を占めているため重要な市場セグメントであり、重要なタ

ーゲット市場を形成している。英国の広告代理店協会（Institute of Practitioners in Advertising）が発表
した事例研究の分析では、アルコール業界が多量飲酒者をターゲットにしている明確な事例が示されてい
る（Maani Hessari et al., 2019）。例えば、あるTNACブランドの事例研究では、次のように指摘されて
いる。「もし（このブランドを）大きな利益を生むブランドにするためには、こうした若い多量飲酒者を
引きつけなければならなかった」（Maani Hessari et al., 2019）。 

 
マーケット・セグメンテーションのプロセスは、すべてとは言わないまでも、ほとんどのマーケティン

グ戦略に表れており、ブランディングや価格設定、製品のマーケティングに利用するコミュニケーショ
ン・チャネル（ソーシャルメディアなど）に関する検討材料になる。次の節では、マーケット・セグメン
テーションのプロセスの例を、特定のマーケティング戦略との関連でさらに論じる。 

3.3 従来メディアにおける広告宣伝と国境を越えた影響 
従来的なメディア広告宣伝には、印刷メディア（雑誌、新聞など）、テレビ、ラジオ、看板を用いたマ

ーケティングや広告宣伝が含まれる。このようなアプローチは、長い間、アルコール生産者が製品の販売
促進のために利用してきた。特定の従来的なマーケティング・チャネルの視聴率や読者数が大幅に減少し
ている一方で（例えば、印刷メディアの人気は大幅に低下し、テレビの人気も印刷メディアほどではない
ものの低下していることが報告されている(Twenge, Martin & Spitzberg, 2019) ）、こうしたアプローチ
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は依然としてアルコール・マーケティングにおいてよく用いられている手段であり、国際的に視聴者への
暴露につながる可能性がある。テクノロジーの進歩は、従来のメディアによる国際的なマーケティング暴
露を促進するさらなる機会をも生み出している。 

 
テレビによる広告宣伝は、20世紀にテレビが広く普及して以来、アルコール・マーケティングの主要な

メカニズムとなっている。1980年代からは、衛星放送によって、海外の視聴者に向けたマーケティングの
放送が容易になった。例えば、英国や米国などの国から放送される衛星放送番組は世界中で視聴されてお
り、アルコール・マーケティングの暴露を制限することに関心のある国家にとって課題となっている。こ
のように、ノルウェーでは全国的にアルコール広告宣伝が禁止されているにもかかわらず、英国からの衛
星放送を通じてアルコール広告宣伝が放送された（Rossow, 2021a）。同様に、衛星放送局によるアルコ
ール・マーケティングは、スウェーデンの国内規制に反する形で、英国からスウェーデンに放送された。 

 
印刷メディア、特に雑誌や新聞におけるアルコール広告宣伝は、依然としてよく用いられる広告戦略で

ある（Ross et al., 2014）。雑誌は、若い読者の割合が多い雑誌に広告宣伝を掲載することで、アルコー
ルメーカーに対し、若者を対象としたアルコール・マーケティングの機会を提供している（例：Ross et 
al., 2014）。現在、ほとんどの著名な印刷メディアはオンラインで展開しており、マーケティング価値を
高め、クロスボーダー・マーケティング暴露のさらなる可能性を生み出している。しかし、印刷メディア
のデジタル化を別にしても、印刷メディアという形態で国境を越えた管轄区域にマーケティングを行う可
能性は残っている。これは、タイム誌、ナショナルジオグラフィック誌、ローリングストーン誌など、国
際的な読者層を持つ主要雑誌で最も顕著である。 

 
ラジオによる広告宣伝は、少なくとも従来は、ラジオ局が放送する周波数の範囲が限られているため

（短波ラジオや国境付近で放送が行われる場合を除く）、一般的に国内の管轄区域に限定されている。し
かし、現在ではほとんどのラジオ局が番組をオンラインで配信しており、クロスボーダー・マーケティン
グ暴露の可能性は依然として残っている。 

3.4 スポーツ、社会、文化イベントのスポンサーシップと国
境を越えた影響 

マーケティングの文脈におけるスポンサーシップは、「イベント、コーズ、活動への直接的な関連（リ
ンク）と引き換えに、組織がイベント、運動、活動に直接リソース（資金、人、設備など）を提供するこ
と」（Lee, Sandler & Shani, 1997）と理解することができる。この商業的な交換は、従来の広告宣伝や他
の形態のプロモーション活動を含む、スポンサーシップと連動したマーケティング活動のプラットフォー
ムを定期的に提供している（Johnston & Spais, 2015）。アルコール産業によるスポンサーシップ活動は、
さまざまな人気のあるプラットフォームで行われている。 

 
スポーツや文化的なイベント、特に若者に訴求するイベントは、アルコール・ブランドによって広く後

援されている（Casswell et al., 2021）。これらの「ブランド名を冠したイベント」は、アルコール産業
が自社製品を宣伝する直接的な方法を提供し、ブランドと消費者の間に肯定的で、場合によっては感情的
な関係を作り出す（Zerhouni et all., 2019）。ロイヤリティと個人的なブランドとのつながりは、継続的
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な購入に寄与する（AB InBev, 2014; Maani Hessari et al., 2019）。スポンサーシップには、スポーツイ
ベントやチーム、青少年向けイベント、コンサート、祝賀イベントなどがある。eスポーツイベントを含
むスポーツイベントは、相当数の観客、特にアルコール飲料の消費量が最も多い若い男性（Long et al., 
2018）を引きつける（WHO, 2018b）。これらのイベントはまた、相当数の子どもや青少年の観客を引き
つけている（Barker et al., 2020a）。試合やチームのスポンサーになることで、業界はスポーツ解説、衣
服へのマーク、会場で販売される飲料を含むファン向けの製品など、イベントの広報にブランド名を組み
込むことができる。 

 
eスポーツ（ビデオゲームの競技イベントなどのエレクトロニック・スポーツ）の2021年の世界市場収

益は10億8,000万米ドルと推定されている（Statista, 2021a）。eスポーツのイベントは、テレビ放送など
の従来のメディア・チャネルだけでなく、人気のあるインターネットプラットフォームでも放送・配信さ
れている（Long et al., 2018）。近年、アルコール業界は、世界の多くの視聴者に届くeスポーツの人気に
乗じている。複数のTNACは、オーバーウォッチ・リーグやコンプレキシティのイベントなどの人気eス
ポーツイベントに対するスポンサーシップ活動を行い、放送の中でブランドのロゴを大きく表示している
（Chambers, 2020）。ニールセンの「スポーツレポート：アルコール（Sport Report: Alcohol）」は、e
スポーツがアルコール企業にとって最高の投資収益率をもたらすと主張している（Atlee, 2019; Casswell 
et al, 2021）。eスポーツでファン1人にリーチする推定コストは1.82米ドルであるのに対し、米国ナショ
ナル・フットボール・リーグではファン一人当たり26米ドルである。若い男性、つまり多量飲酒者になる
可能性が最も高い視聴者層が、eスポーツの視聴者に過剰に存在する（Long et al., 2018）。eスポーツの
スポンサーシップは、スポーツのスポンサーシップ規制にも明確な課題をもたらしている。一部の管轄区
域では、eスポーツを「スポーツ」そのものとして分類しておらず、既存の規制の取り決めに抜け穴が生
じる危険性があるからだ（Chambers, 2020）。 

 
スポンサーシップはしばしば国境を越えて行われる。TNACとの関係では、スポンサーシップ・キャン

ペーンは、ある国では親会社が指揮し、別の国で実施する戦略とコンテンツが含まれる。このことは、ク
ロスボーダー・マーケティングの定義を複雑にしている。なぜなら、特定の国においてグローバルなスポ
ンサーシップ契約の内容が市場で顕在化する部分には、スポンサーが付く資産のロゴの使用権以外にもク
ロス・ボーダーな要素自体があるかもしれないし、ないかもしれないからだ。さらに、スポンサー付きの
イベントは、衛星放送やストリーミングサービス、ソーシャルメディア・プラットフォームでのプロモー
ションを通じて、海外でも頻繁に放送されるようになった。「オーバー・ザ・トップ・ストリーミング・
プラットフォーム」の出現により、ライブイベントは海外の多くの視聴者が容易にアクセスできるように
なった（Hutchins, Li & Rowe, 2019）。例えば、ある人気のあるストリーミング・プラットフォームでは、
200以上の国や地域の加入者に米国のナショナル・フットボール・リーグのライブ・アクセスを提供して
いる（Hutchins, Li & Rowe, 2019）。同様に、主要な音楽フェスティバルでは、メディア共有プラットフ
ォームを介してライブストリーミングのオプションを提供し（Mlot, 2021）、フェスティバルの映像は、
フェスティバルの参加者と主催者の両方によってソーシャルメディアに投稿され、広く共有されている。
こうした傾向は、COVID-19の流行によって悪化し、それによって、コンサートや音楽フェスティバルを
含むイベントのライブストリーミングが、直接参加のイベントに代わるものとして人気を博している
（Millman, 2020）。 

 
「サッカープラットフォーム」というブラジルのあるビールブランドの取り組みでは、あるTNACが地
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域の九つのローカルチームとパートナーシップを構築し、ソーシャルメディア・プラットフォームにファ
ンページを設置した。「ファン層と常に一貫して関わる新しい方法を見つけ、時間をかけてますます多く
のロイヤルティを築けるようにするためである」（Robaina et al., 2020: 23で引用）。2018年のメキシコ
でのF1レースの期間、あるTNACはブランド名を冠したルーム4カ所、ブランド名を冠したバー22カ所、
その他の特設イベントを通じて、20万人以上に自社のウイスキー・ブランドの一つをサンプルとして提供
した（Robaina et al., 2020: 23で引用）。 

 
製品開発とパッケージングは、スポーツや文化的なイベントと関連することが多い。一方、逆方向のと

ある国境を越えた取引では、中国の伝統的な蒸留酒が、国際的なスポーツの場など他の文脈において標準
化するために包装が変更された。これは「特徴的な中国酒の国際化だけでなく、（メーカーが）世界の酒
類業界の巨人になる過程における大きなマイルストーン」（Cision PR Newswire, 2018）となった。 

 
これまでの研究では、スポンサー付きコンテンツ経由を含むアルコール暴露がアルコール消費のリスク

を高めることを、直接的および間接的に（例えば、アルコール関連の規範や認知の変化を介して）立証し
てきた（Brown, 2016; Rossen et al, 2018; Stautz et al., 2016）。スポーツや文化イベントはスポンサー
シップを介して世界中に届き、青少年への暴露の可能性があることから、この分野での強固な規制の重要
性が示唆される。 

3.5 プロダクト・プレイスメントと国境を越えた影響 
プロダクト・プレイスメントは、企業がお金を払って、マスメディアの番組内にブランド製品（ブラン

ド名／ロゴ、パッケージ、マーク、その他の商標）またはブランド製品への言及を入れる行為である。こ
のようなマーケティングの形態は古くから存在し、最も古い例は、20世紀初頭、映画の黎明期にさかのぼ
る（Lehu, 2007）。アルコール製品の配置は、間もなく消費者に製品を伝える方法となり、映画
（Hanewinkel et al., 2014; Hanewinkel et al., 2012; Lyons et al., 2011; Sargent et al., 2006）、テレビ
（Lyons et al., 2014; Barker et al., 2018）、ビデオ・オン・デマンド（VOD）サービス（Barker et al., 
2019; Alfayad et al., 2021）、および YouTube などの動画共有ウェブサイト（Cranwell et al., 2015）な
ど、さまざまなメディアで今日も続いている。エンターテイメントコンテンツへの現代のアクセスパター
ンは、プロダクト・プレイスメントを介したクロスボーダー・マーケティングと影響を及ぼす機会を増加
させる。スポーツのスポンサーシップも、テレビ番組やインフルエンサーの投稿からCSRと銘打った活動
まで、さまざまなメディアや形式において、アルコール製品を配置するまたとない機会を提供している。 

 

プロダクト・プレイスメントは、モダリティ（様式）とセントラリティ（中心性）という二つの次元に
分類することができる（Russel, 2002; Yang & Roskos-Ewoldsen, 2007）。モダリティとは、ブランドが
見えるだけか否か（例：ロゴとして）、言及されるか否か、つまり、言語的および視覚的モダリティを指
す。セントラリティとは、宣伝された製品が番組のナラティブにどの程度関連しているかを示す。セント
ラリティは三つのレベルで区別される。「背景的中心性」とは、製品があるシーンに登場するか言及され
るが、主要人物によって使用されない場合である（例えば、背景の棚にあるブランドボトル）。「より中
心的」とは、製品が主要人物によって使用されるが、ストーリーと関連性のない方法である場合である。
「最も中心的」とは、その製品がシーンやストーリーの中で不可欠なアイテムとして使用されている場合
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である。プロダクト・プレイスメントの効果について、想起と認識による明示的記憶（Gupta & Lord, 
1998）と暗黙的記憶（Law & Braun, 2000; Yang and Roskos-Ewoldsen, 2007）の尺度を用いた研究では、
シーン内で目立つ位置に置かれた商品（「最も中心的」）は、目立たない位置に置かれた商品（「背景的
中心性」）よりも認識と想起に大きな影響を与えることが示されているが、このことが商品の選好に影響
するかどうかは不明である。 

 
プロダクト・プレイスメントには、アルコール・ブランドと番組との間に金銭的または利益のある関係

が存在する有償のものと、寄付された小道具としてブランド製品が番組に含まれるものがある。英国では、
テレビ番組におけるアルコール製品の有償のプロダクト・プレイスメントが禁止されているが（Ofcom, 
2017）、無償で入手した小道具としてブランド品を含めることは禁止されていない（Ofcom, 2011）。 

 
ハリウッド映画は伝統的にアルコール製品の配置の対象であり、特にティーンエイジャーや子どもへの

訴求力が大きい映画ではそうである（Evans & Kelly, 1999）。1996年から2015年までの期間において、
毎年最も興行収入の多い米国映画100本を分析した結果、アルコールの使用は87％で描かれ、アルコー
ル・ブランドは44％で表示された。映画におけるアルコール描写の大部分は、現在、プロダクト・プレイ
スメントを伴う可能性がある（Smithsonian, 2017）。欧州でも同様のパターンが発生している。2009年
には、欧州の映画の100％がアルコールコンテンツを含んでおり、12.5％がアルコール・ブランドのプロ
モーションを含んでいた（EUCAM, 2010）。アルコール・ブランドは、1989年から2008年までの期間に
おいて、英国の興行収入上位15作品の35％に現れており、期間を通じて割合は一定であった（ Lyons et 
al., 2011）。 

 
英国のゴールデンタイムのテレビでは、午後6時から午後10時の間に、約20％の番組でアルコール・ブ

ランドが現れている（Lyons et al., 2014; Barker et al., 2018）。ただし、リアリティ番組（Barker et al., 
2020b; Lowe et al., 2018）やソープオペラ（Barker et al., 2020c）など、特定のジャンルの番組では、他
の番組よりもブランドコンテンツが多く含まれる場合がある。 

 
視聴習慣は変化しており、オンラインVODサービスでは、ユーザーが好きなものを好きな時間に見るこ

とができ、特に若者の間で人気が高まっている（TV Licensing, 2011; TV Licensing, 2017; Coughlan, 
2016）。近年の新たな研究では、VODサービス上で高評価の番組（2016年の高評価のサンプルからのエ
ピソードの32％）や視聴可能な映画（2017年の高評価の映画のサンプルで広告が挿入された6％）でアル
コール・ブランドが見られることを示唆している（Barker et al., 2019; Alfayad et al., 2021）。 

 
2013年11月から2014年1月にかけて動画共有プラットフォームで公開された英国のミュージックビデオ

のトップ40の内容分析によると、アルコール・ブランドがミュージックビデオの7％で取り上げられてい
た（Cranwell et al., 2015）。eスポーツ（オンラインゲームの大会）は、現在、アルコール製品の配置の
対象になっており、大会では、命名権、会場のブランディング、またはゲームを通じたプロダクト・プレ
イスメントを通じてアルコール・ブランドの広告宣伝が掲載されている（Movendi, 2019）。 

前述のとおり、アルコール・マーケティングへの暴露は、アルコール消費に即時的・長期的な影響を与
えることが示されている。しかし、アルコール飲料のマーケティングに人気メディアや有名人を利用する
ことは、特に若年層にとって、さらなるリスクをもたらす可能性がある。視聴者が特定のキャラクター、
俳優、有名人を連想し、自身の関心がその人物／番組と一致していると考える場合、ブランド製品の配置
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を思い出す可能性ははるかに高くなる（Scott & Craig-Lees, 2010）。社会的学習理論によると、人は影
響力のある他人の行動を模倣する傾向が強いともいう。アルコール・ブランドは、キャラクター、俳優、
スポーツ選手などの有名人としばしば肯定的に結び付いている（McLeod, 2016）。ある国で制作された
メディアは、その国のルールや規制に従っているかもしれない。しかし、そのようなメディアは、他の場
所ではルールが異なるかもしれないが、海外で人気があったり、アクセスできたりする場合が多い。VOD
サービスの新たな例では、それぞれのサービスが拠点を置く場所によって異なる規制を遵守している。ソ
ーシャルメディア・インフルエンサーと同様、オンライン上のコンテンツはボーダーレスであり、オンラ
インメディアの消費の増加により、コンテンツの規制は困難になる。スポーツイベントは世界的に人気が
あることが多く、撮影された国では規制がかかっていても、他の国では規制が異なるにもかかわらず、そ
のコンテンツが広く視聴されるということがある。 

3.6 デジタル・マーケティングと国境を越えた影響 
テクノロジーの進歩は、アルコール・マーケティングの新しいアプローチを促進し、管轄区域内および

管轄区域間での非常に大きなマーケティングの機会を創出した。デジタル・マーケティングは、「企業が
顧客やパートナーと協働して、すべてのステークホルダーに価値を共同で創造、伝達、提供、維持するた
めの、適応的で技術を駆使したプロセス」（Kannan, 2017）と理解することができる。1990年代から
2000年代にかけてのインターネット利用の浸透は、マーケティング戦略に新たな道を拓き、ウェブサイト
上の有料広告宣伝（バナー、ポップアップ広告など）、電子メールによる消費者への直接マーケティング、
オンラインでの製品のレビューと推薦、検索エンジン最適化などが初期の展開として挙げられる。現在の
推計では、世界人口の46億6,000万人（59.5％）が「アクティブなインターネットユーザー」であり、43
億2,000万人が「アクティブなモバイルインターネットユーザー」、42億人が「アクティブなソーシャル
メディアユーザー」である（Statista, 2021b）。 

 
さらに最近では、データ収集や分析の発展、スマートフォン技術やソーシャルメディアなどのSNSの普

及・利用から新しいアプローチが生まれ、マーケティングのあり方が根本的に変化している。本章では、
マーケティング・オートメーションや人工知能の活用、顧客セグメンテーション、行動学的マーケティン
グなど、デジタル・マーケティングの主要な戦略について概観する。デジタル技術を利用したマーケティ
ングは、一般的に世界中の消費者がアクセスすることを想定している。この意味で、本質的に国境を越え
たものである。 

 
デジタル・マーケティングは、さまざまなコミュニケーション・チャネルを活用し、オンラインで製品

を販売促進する手法である。ウェブサイトでは、バナー広告、ポップアップ広告、ビデオ広告など、有料
のアルコール広告宣伝を掲載することができる。同様に、多くのアルコールメーカーがアプリケーション
やビデオゲームなどのオンラインコンテンツを制作し、アルコールメーカーのウェブサイトやソーシャル
メディアページでプロモーションを行っている（すなわち「オウンドメディア」である）。オンライン領
域はまた、「アーンドメディア」や「シェアードメディア」を通じて消費者を引きつける新しい手段を提
供している。以下の章で説明するように、これはソーシャルメディア・プラットフォームを通じて行われ
ることが多い。 
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大衆放送やニッチメディアを介したクロスボーダー・マーケティングは引き続き行われているが、イン
ターネットを介したライブストリーミング、動画共有プラットフォームで入手できるキャンペーン商品、
ソーシャルメディアによるファンの活性化など、デジタル・マーケティングの要素を含む統合マーケティ
ング・キャンペーンは、低・中所得国も含めて一般的である（Casswell et al., 2021）。世界的に見ると、
3大インターネット広告宣伝メディアによる2019年のデジタル広告宣伝収入は2,000億米ドルであった
（Enberg, 2019）。アドバタイジング・エイジ誌の推計によると、すべての広告主にとって、デジタル支
出は他の支出形態を上回っていると思われるが、この全体推計の内訳は不明である（Advertising Age-
Neustar, 2018）。 

 
2019年のスタティスタのデータによると、アジア太平洋地域では、デジタル広告宣伝費（948.3億米ド

ル）が従来の広告費を上回っている（Statista, 2020）。デジタル広告宣伝は、COVID-19の影響により加
速し、同地域全体で8.9％増加すると予測されている（支出の伸びが予測されている唯一の広告宣伝媒体
である）（Statista, 2021c）。ソーシャルメディアはデジタル・マーケティングの大きな構成要素であり、
ソーシャルメディアにかける世界の広告宣伝費は2020年から2024年にかけて年率7.9％の伸びを示し、
2024年の市場規模は515億2,000万米ドルになると予測される（Statista, 2020）。 

 
アルコールメーカーは、デジタル・マーケティングが提供する機会をいち早く採用した。ある著名なア

ルコール企業は、2011年にソーシャルメディア・プラットフォームと契約を結び（Shearman, 2011）、
幹部と取締役会のクロスアポイントメントによって、専門知識が迅速に共有されるようになった（Bevnet, 
2014）。2012年までに、アルコール・ブランドは、あらゆる産業の中で最大のソーシャルメディア・プ
ラットフォームの一つで最も高いエンゲージメント率を有していたという（Social Bakers, 2012）。この
年、あるTNACはソーシャルメディア・プラットフォームを利用した広告に1,000万ドルを費やすことを約
束し、プラットフォーム側は「ファン集め」の支援（すなわち「ファン」の数を増やすことを目的とした
ブランドのページのプロモーション）とブランドを支援するためのコンサルティングを提供した
（Bradshaw, 2011）。このTNACは現在、オンライン展開のほとんどをソーシャルメディア・プラットフ
ォーム経由で行っており、2019年にはSNSプラットフォームでの広告主上位20社に入り（Joseph, 2020）、
2019年7月の1カ月間に約108万250米ドルを広告宣伝に費やした。 

 
ある多国籍醸造会社は、2011年にインターネット企業と提携し、同社の動画共有サイトでの露出を強化

した。2017年までに、同社は広告宣伝・マーケティング予算を従来の放送に代えてデジタル・プラットフ
ォームに集中させた（Joseph, 2020）。2013年には、別の多国籍醸造会社がFacebookの最大広告主上位
20社に入った（Edwards, 2013）。同社の北米デジタル・マーケティング担当副社長は、同社が「（プラ
ットフォームに）1ドル費やすごとに、ビールの売上を通じて6ドルの収益を実現」したことを示すことが
できたと述べた。さらに、「デジタルはテレビよりも投資対効果が高いことが証明された」事例も複数あ
ると述べている（WARC, 2013）。業界横断的な比較では、アルコール・ブランドが最も高いデジタルエ
ンゲージメント率を引き出している（Feehan, 2019）。ある多国籍醸造会社は、2017年に米国で主要メ
ディア（印刷物、ラジオ、テレビ）に5億9,500万米ドル、さらにデジタルが含まれる「その他のマーケテ
ィング」に9億4,700万米ドルを費やしたと推定されている。また、別の醸造会社は、主要媒体の支出額4
億2,900万米ドルを上回る4億5,600万米ドルを支出した（Advertising Age-Neustar, 2018）。 

 
オンライン・アルコール・マーケティングには、ローカライズされた（すなわち、特定の国の管轄区域
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を対象とした）ものもあるが、デジタル・プラットフォームやインターネット全般におけるコンテンツは、
世界中のオーディエンスに向けて発信されることが多いため、クロスボーダー・マーケティングに該当す
ることになる。アルコール・スポンサーのイベントやコンテンツは、多くの場合、複数の管轄区域で配
信・視聴され、ソーシャルメディア・インフルエンサーは、多くの場合、世界中のファンを引きつけてい
る。このことの意味については、後続の節で説明する。 

3.7 行動学的マーケティングとパーソナライズド・マーケテ
ィング－マーケティング・オートメーションと人工知能
の発展 

以上のように、顧客セグメンテーションやターゲット・マーケティングは決して新しいアプローチでは
なく、長年にわたりマーケティング戦略の根幹をなしてきた。それでも、ターゲット・マーケティングは、
人工知能（AI）やデータ分析の技術的発展により推進され、大量のデータを収集することで可能となった
デジタル・マーケティングの登場により、ますます高度化し、急速に発展している。 

 
インターネットユーザーのデータや情報の収集は、現在のウェブ上の「データ駆動型ビジネスモデル」

の不可欠な要素であり、一般的に三つの形態のいずれかを取る。すなわち「検索エンジン、電子商取引
（プラットフォーム）、ソーシャルメディア」（Böhmecke-Schwafert & Niebel, 2018）である。どのよ
うなモデルであれ、このアプローチの収益性は、ユーザーのデータを収集・分析する能力次第であり、そ
のデータを売却して、とりわけパーソナライズされたターゲティング広告を促進するために使用できる
（Anderson-Luxford et al., 2021）。 

 
しばしば「オンライン行動広告」（OBA）または「ターゲット・マーケティング」と呼ばれるデータ駆

動型ビジネスモデルは、「消費者向けオンライン広告宣伝のターゲットを絞るためのトラッキング技術、
プロファイリング、関心に基づく分析の利用」（Mathews-Hunt, 2016）に依存している。一般的に、こ
れにはクッキーを用いたインターネットユーザーのウェブ活動のトラッキングが含まれ、消費者行動に関
する豊富な情報を提供している（Hovland, 2015）。しかし、トラッキング技術のさらなる発展により、
広告宣伝プラットフォームは「ユーザーとそのオンライン行動の両方に関するリアルタイムの動的統計」
を提供し、従来のサードパーティクッキーを用いたトラッキングよりもさらに詳細な情報を提供している
（Semerádová & Weinlich, 2019）。 

 
その結果、ソーシャルメディア・プラットフォームや検索エンジンによって収集されたデータは、イン

ターネットユーザーの心理測定プロファイルや、消費者行動や閲覧行動の詳細な説明の作成に利用できる
（Winter, Maslowska & Vos, 2021）。これにより、マーケティング・メッセージをユーザーの「特定の
説得力のある感受性」に合わせて調整することができ、それによって広告宣伝は、人口のサブセットの特
徴や関心を反映してパーソナライズされる（Winter, Maslowska & Vos, 2021）。例えば、ソーシャルメ
ディアやインターネット全般におけるユーザーの行動から収集したデータに基づいて、アルゴリズムが
「ビッグファイブ」性格特性（例：体験に対する開放性、外向性対内向性など）に基づくユーザーのプロ
ファイルを作成することが可能である（Winter, Maslowska & Vos, 2021）。例えば、「新しい体験に対
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する開放性が高い人は、製品の斬新な機能に焦点を当てた広告宣伝に暴露し、体験に対する開放性が低い
人には、製品の長い伝統と古典的な機能を強調する広告宣伝が表示されるだろう」（Winter, Maslowska 
& Vos, 2021）というように、広告主はそうした特性に訴える「パーソナライズされた」コンテンツを生
成することができる。ユーザーの関心やオンライン行動に合わせて広告宣伝を「パーソナライズ」するタ
ーゲティング広告は、ノンターゲティング広告よりも高いエンゲージメントにつながるというある程度の
エビデンスがある（Seckelmann, Bargas-Avila, & Opwis, 2011）。よく開発されたパーソナライズド広告
は、ユーザーの個々の特性（プライバシーへの懸念など）次第ではあるものの、クリックスルー率（Web
ページを閲覧した全ユーザーのうち、広告宣伝をクリックしたユーザーの割合）が高くなることが多く、
消費者をより効果的に引き込めることが研究で示されている（Bleier & Eisenbeiss, 2015）。ソーシャル
メディア上のターゲティング広告は、ユーザーの関心やオンライン行動に関する詳細なデータを組み合わ
せただけでなく、「社会的影響の力を利用する」ことができるため、特に効果的である（Li, Lin & Chiu, 
2014）。これは「ソーシャル・インフルエンサー」を介してより明示的に表れる可能性があるが、例えば
「フレンド」が「いいね」をしたブランド／製品の広告宣伝を促進し、それによって広告宣伝の説得力と
効果を高めることによって表れることもある（Li, Lin & Chiu, 2014）。 

 
アルコール・マーケティングの文脈では、ある種のメッセージに対するユーザーの感受性に付け込むこ

の能力は、以下の理由で特に問題視されている。すなわち、1）アルコール広告宣伝の効果を高める可能
性がある、2）本来受け取るべきでないユーザー（例えば、未成年者）を不当にターゲットにする可能性
がある。Reset Australiaによる最近の報告書では、ソーシャルメディア・プラットフォームは現在、若者
をターゲットにした広告宣伝から保護するための統制が不十分であることが指摘されている。一部のソー
シャルメディア・プラットフォームは、未成年のユーザーのデータを収集し、喫煙、ギャンブル、アルコ
ール、極端な体重減量に関心のある13歳～17歳など、有害またはリスクの高い関心を持つ若者のプロファ
イルを作成している（Williams, McIntosh & Farthing, 2021）。同報告書によると、オーストラリアを拠
点とする広告宣伝キャンペーンは、わずか2米ドル程度で「アルコールに関心があるとプロファイルされ
た1,000人の若者」にリーチできる。このように、若者は標的になっており、現在の規制枠組みがアルコ
ール広告への暴露に対する適切な保護を提供していないことは明らかである。 

 
さらに、ターゲティング広告は、アルコール使用に問題のある者がアルコール広告宣伝に暴露する可能

性を高めるおそれがある。例えば、ターゲット・マーケティングに使用されるアルゴリズムが、アルコー
ル使用障害のある者によるアルコールのオンライン購入や「アルコール」「アルコールカウンセリング」
等の多数のインターネット検索を登録し、非常に訴求力が高くカスタマイズされたアルコール広告宣伝を
提供する可能性がある。このリスクは、最近の論文（Hern, 2021）で解明され、検索履歴を含む個人デー
タの収集がいかに破壊的な影響を与え得るかを示している。あるソーシャルメディア・プラットフォーム
は、「摂食障害を抱えたユーザーに対して減量コンテンツ」を不用意に宣伝していたことが発覚し、謝罪
に追い込まれた（Hern, 2021）。これは、プラットフォームのアルゴリズムが、これらのユーザーのパー
ソナライズされたデータから導き出された、カスタマイズされたコンテンツを提供していたために起こっ
たことである。そうすると、ソーシャルメディア上のアルコールコンテンツの文脈でも同様の問題が起こ
りそうだが、その検証にはさらなる研究が必要である。 
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3.8 ピアツーピア・マーケティング、ソーシャル・インフル
エンサーと国境を越えた影響 

ピアツーピア（P2P）マーケティングは、間違いなく最も古いマーケティングの形態の一つである。こ
れは、顧客が他の（潜在的な）顧客に商品を推薦するもので、従来は口コミで行われていた。デジタル技
術とオンラインプラットフォームの出現により、P2Pマーケティングは、従来の口コミによる推薦を超え、
より大規模で体系化された一連のマーケティング手法へと拡大した（Carters-White et al., 2021）。 

 
ソーシャルメディア・インフルエンサーは、他者に影響を与えることができる新しいタイプの有名人と

して定義でき、ソーシャルメディアを通じてオーディエンスを構築し（Hendriks et al., 2020）、オーデ
ィエンスの態度を形成する（Freberg et al., 2011）。そのため「インフルエンサー」と呼ばれている
（Coates et al., 2019b; Coates et al., 2019a）。ソーシャルメディア・インフルエンサーは、自らが制作
し、オンラインで拡散するコンテンツを通じてオーディエンスを構築する。彼らは、報酬を得ている場合
もあれば、間接的に報酬を得ている場合（例えば、製品の贈与を通じて）や、無報酬の場合もある。ここ
で懸念されるのは、アルコール・ブランドや第三者と商業的な取り決めをしてアルコール製品を宣伝して
いるソーシャルメディア・インフルエンサーによるマーケティングである。 

 
ソーシャルメディア・インフルエンサーによるマーケティングは、新しいデジタル形態のP2Pマーケテ

ィングとして捉えることができる。ソーシャルメディア・インフルエンサーによる広告宣伝が双方向のメ
カニズムであるため、消費者はインフルエンサーのソーシャルメディアや彼らが行うあらゆる広告宣伝を
通じて、インフルエンサーと積極的に関わることができる（Willoh, 2020）。ソーシャルメディア・イン
フルエンサーによるマーケティングがP2Pによる一宣伝形態であることは明確であり、ソーシャルメディ
ア・インフルエンサーとフォロワーの間だけでなく、フォロワーがソーシャルメディア・インフルエンサ
ーのコンテンツをいいね、コメント、共有することで、仲間内でそうしたコンテンツの影響力の拡散に関
与する場合に発生する（Hendriks et al., 2020）。このようなP2Pマーケティングの形態は、マーケティン
グ・コンテンツとオンラインのピア活動との境界を曖昧にし、マーケティングとスポンサーなしのエンタ
ーテイメントとの区別を難しくする可能性がある。また、オンライン上の広告宣伝慣行が、人々の日常的
な娯楽行動にはるかに統合されているという点で、広告宣伝を根本的に変えてしまったことを実証するも
のである。各ブランドは、こうした展開を利用し続けている（Montgomery et al., 2012）。 

 
ソーシャルメディア・インフルエンサーは、さまざまなソーシャルメディア・プラットフォームに関与

している。それぞれのプラットフォームは、異なる方法で異なるタイプのオーディエンスに関与している。
YouTubeは、ユーザーが動画をアップロードして共有することができる動画配信サービスである。
Facebook、Instagram、Snapchat、TikTok、Twitterは、ユーザーが交流したりコンテンツを共有したり
できるソーシャル・ネットワーキング・プラットフォームである。これらのプラットフォームは、主に13
歳以上の人だけが利用できる。しかし、年齢制限のために厳密にはアカウント登録ができないとしても、
子どもは間違いなくあらゆるプラットフォームに存在する（Coates et al., 2019b; Coates et al., 2019a）。 

これらのソーシャルメディア・プラットフォームにおけるアルコール描写は一般的であり、圧倒的にア
ルコールを肯定的に描写している（Russell et al., 2021）。あるソーシャルメディア・プラットフォーム
のアルコール動画トップ100を最近調査したところ、98％が「アルコールへの親近感」を含んでおり、多
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くが有害な飲み方（例えば、「複数のアルコール飲料を素早く消費する」）を描写していた（Russell et 
al., 2021）。同様に、オランダで行われた最近の研究では、オランダのソーシャルメディア・インフルエ
ンサーを通じて、別のSNSプラットフォームにおけるアルコール関連の投稿の描写を調査した（Carters-
White et al., 2021; Willoh, 2020）。この研究では、120人のオランダ人ソーシャルメディア・インフルエ
ンサーによるプラットフォーム上での投稿について、量的内容分析を行った。各ソーシャルメディア・イ
ンフルエンサーのプロフィールについて、アルコールが描写されている4件の投稿を抽出した（n=480）。
投稿の視覚的要素だけでなく、テキスト要素も抽出された。調査の結果、インフルエンサーの投稿にアル
コールが登場する場合、主に肯定的な社会的文脈で描かれており（投稿の84.4％）、否定的な文脈でアル
コールが登場する投稿は480件中2件のみ（「しらふの1月（Dry January）」を乗り切れなかった）であっ
たと報告されている。アルコールは主に商業的な場面（パブやレストランなど）または公共の場（公園な
ど）で描かれていた。 

 
さらに、米国で行われたHendriksら（2020）の研究では、178人のソーシャルメディア・インフルエン

サーによるSNSでの投稿の内容分析が行われた（Carters-White et al., 2021）。この研究では、1万人以上
のフォロワーを持つソーシャルメディア・インフルエンサーによる17,800件の投稿を調査した。これらの
インフルエンサーは、誰が人気のあるインフルエンサーとみなされているかを確定するために、若者を対
象に実施したパイロット調査によって選ばれた。その結果、大多数のインフルエンサーが最近アルコール
に関する投稿をしており（63.5％）、アルコールに関する投稿は肯定的で、社会的文脈での飲酒を示して
おり、また主に「ライフスタイル」系インフルエンサーによって投稿されていることが報告された。また、
アルコールに関する投稿の19.5％がアルコール・ブランドを明示しているにもかかわらず、広告宣伝であ
ることを明らかにしたものや啓発スローガンやハッシュタグ（例：#no18noalcohol）を含むものは少数
にとどまっている。 

 
ソーシャルメディアを通じたアルコール・マーケティングの量を記録するエビデンスが増えているにも

かかわらず、今日まで、ソーシャルメディア・インフルエンサーによるアルコール製品の広告宣伝の手法
を記録および／またはモニタリングしているエビデンスは限られている。研究の多くは、そのような広告
宣伝の種類と効果に焦点を当てており、ソーシャルメディア・インフルエンサーによる広告宣伝を制作す
る際に、ソーシャルメディア・インフルエンサーとブランドがどのようなやり取りを行っているのかに注
目することは限られている。 

3.8.1 マルチプラットフォームでのプレゼンス 

ソーシャルメディア・インフルエンサーがフォロワーを増やし人気を高めるために活用する重要なテク
ニックは、複数のソーシャルメディア・プラットフォームでデジタルプレゼンスを持つことである
（Ruiz-Gómez, 2019）。これによりソーシャルメディア・インフルエンサーは、そうしたさまざまなプ
ラットフォームに特有の方法で、異なるグループの人々をターゲットにすることができる。また、ソーシ
ャルメディア・インフルエンサーは、さまざまなオーディエンスと関わることができるため、アルコー
ル・ブランドにとってより魅力的な存在になれるかもしれない。 

 
異なるソーシャルメディア・プラットフォームを活用することで、ソーシャルメディア・インフルエン

サーは、消費者に広告宣伝を出し、消費者と交流するために異なるテクニックを使用することもできる。
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例えば、Instagramでは、ソーシャルメディア・インフルエンサーは、直接言及することなく製品をメデ
ィアコンテンツに配置したり、メディアの説明欄に製品へのリンクを掲載したり、消費者がリンク先のウ
ェブサイトや製品に直接アクセスできる「スワイプアップ」リンクをInstagramストーリー（下記のエフ
ェメラル・マーケティング参照）に掲載することが可能である。YouTubeでは、ソーシャルメディア・イ
ンフルエンサーは、消費者がクリックすることで言及したブランドや製品に直接アクセスできるリンクを、
動画コンテンツに含めることができる。ショート動画の配信・共有アプリであるTikTokは最近、ソーシャ
ルメディア・インフルエンサーが関与するプラットフォームとなり、製品を宣伝するショート動画を投稿
している（Geyser, 2021）。 

3.8.2 エフェメラル・マーケティング 

エフェメラル・マーケティングとは、主に画像や動画などのコンテンツが短期間（一般的には24時間以
内）しかアクセスできないものである（Digital Marketing Institute, 2017）。この形態のマーケティング
は、2011年以降、ソーシャルメディア・プラットフォームであるSnapchatの登場により増加した
（Lopez et al., 2021）。SnapchatとInstagramでは、ユーザーは、1回～2回閲覧すると消去される写真を
送信することができる。コンテンツは、個人、グループに送信したり、一般に公開される「ストーリー」
に投稿したりすることができる（Digital Marketing Institute, 2017）。これらのストーリーは、物語風の
話のこともあれば、画像、製品のデモンストレーション、または一連の動画のこともある。迅速なコンテ
ンツ作成のための重要なメディアと考えられており、また、ソーシャルメディア・インフルエンサーが製
品を宣伝する際にフォロワーとすぐに関わり、スピード感を生み出すことができる。なぜなら、コンテン
ツを一時的にしか利用できないため、「見逃してしまうのではないかという恐れ」を生じさせることがで
きるからだ。 

 
このようなマーケティングの目的は、売上の増加や「リードジェネレーション」（潜在顧客の特定と育

成）を生み出すことである（Digital Marketing Institute, 2017）。ソーシャルメディア・インフルエンサ
ーによるストーリーを通じてエフェメラル・マーケティングを使用すると、潜在顧客がクリックスルーま
たはスワイプアップでプロモーションされたブランドのウェブサイトに移動できるようにリンクを追加す
ることができる。 
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3.9 結論 
明らかに、国境を越えたコミュニケーションは、アルコール産業が展開する広範なマーケティング戦略

において、直接的な方法とそれほど明白でない方法の両方で見受けられる。グローバル化の過程とデジタ
ル技術の発展により、ある管轄区域向けに作成されたマーケティング、広告宣伝、プロモーションが、別
の管轄区域地域に表れることも多くなった。さらに、国際的かつ国境を越えた事業を展開するTNACが支
配するアルコール市場のシェアが大きいことを考慮すると、マーケティング戦略はある管轄区域で構想さ
れ、別の地域で実施されるため、ほとんどのアルコール・マーケティングは何らかの形で国境を越えたコ
ミュニケーションを伴うようになった。 

 
マーケティングにおけるデジタル革命は、マーケティング担当者と消費者の関係を複数の点で大きく変

えつつある。第一に、マーケティングは今や急速なペースで世界的に発信され、スマートフォンとインタ
ーネットが利用できれば誰でもアクセスできるようになった。第二に、ソーシャルメディアやその他の電
子コミュニケーションのプラットフォームの即時性と堅苦しくない見た目は、多くの消費者にとって持続
的な魅力と気晴らしとなり、消費者にアプローチし説得するための強力な販売装置であることが証明され
ている。第三に、グローバルなインターネット・プラットフォーム・プロバイダーが有する膨大なデータ
は、TNACのようなマーケティング担当者に個々の顧客の習慣や嗜好についてかつてないほど詳細な情報
を提供し、その情報はカスタマイズされたマーケティングの取り組みに活用されている。デジタル革命の
これら三つの側面は、アルコール飲料のマーケティングの計画、情報提供、組織化、実施において、国境
を越える度合いを大幅に増加させている。 

 
このようなデジタル・マーケティングとテクノロジーの発展は、本報告書の以下の章で述べるように、

公衆衛生のための規制の課題を提起している。 
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キーメッセージ 
● アルコール飲料のマーケティング形態は多様であり、デジタル時代に大幅に拡大した。 

 
● アルコールのマーケティング戦略は、従来のメディア・チャネルとデジタル・メディアの両方

を通じて、国境を越えて行われている。 
 

● アルコール飲料のクロスボーダー・マーケティングは、デジタル技術の出現とグローバリゼー
ションの過程でより顕著になっている。その結果、マーケティングが受け入れ国以外の場所か
ら発信・統制されることも多い。 

 
● デジタル技術は、特にピアツーピアやインフルエンサー・マーケティングの台頭により、クロ

スボーダー・アルコール・マーケティングの機会を大幅に増加させ、その結果、規制に対する
新たな課題も生じている。 

 
● グローバルなインターネット・プロバイダーによるユーザーの習慣や嗜好に関するデータの収

集、蓄積、分析は、アルコール・マーケティング担当者に、特定のグループに対してより精密
かつ説得力のあるメッセージを発信する前例のない機会をもたらしている。 
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4 特定のオーディエンス向け 
アルコール・マーケティング 

健康や社会に悪影響を及ぼす精神作用物質であり有害物質であるアルコールの消費は、世界疾病負担
（GBD）の推定によると、常に健康のリスク要因トップ10に入っている（例：GBD 2016 Risk Factors 
Collaborators, 2017）。他の精神作用物質については、たとえ医薬品であっても、マーケティングを強く
制限することが適切であることは広く受け入れられている。多くの国では、処方箋医薬品の消費者への直
接販売が禁止されている。そのような医薬品の直接販売が認められている米国では、製薬会社による強力
なオピオイド鎮痛剤の販売に関連する訴訟で、企業に対して懲罰的な判決や和解がなされている（例: 
McGreal, 2021）。たばこの規制に関する枠組条約に従い、WHOは各国にタバコの広告・宣伝・スポンサ
ーシップ（TAPS）を禁止するよう促している（WHO, 2013a）。WHOは、2018年までに、報告した195
カ国のうち、48カ国がTAPSを包括的に禁止し、さらに103カ国がたばこの広告宣伝とプロモーションに
ついて何らかの制限を設けていると報告している（WHO, 2019a: 102）。アルコールについても、マーケ
ティングに関する何らかの制限は十分に受け入れられ、普及しているが、その制限は比較的緩い傾向にあ
る。このように、WHOに報告している154カ国の大多数は、アルコール広告宣伝に関する何らかの制限を
設けている旨報告しているが、その制限は通常部分的なものに過ぎず、特定のメディアのみに適用されて
いる（WHO, 2018b: 104-6）。 
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アルコール広告宣伝の制限に関する政策的な関心は、最低飲酒年齢に達していない人々から広告宣伝を
遠ざけることにある。アルコール・マーケティングの内容と、そうしたマーケティングに若者が暴露する
量の両方が極めて重要な問題である。世界アルコール戦略では、こうしたマーケティング手法から若者を
守るための予防的アプローチを検討すべきであるとし、2018年の非感染性疾患（NCD）に関する国連決
議では、民間部門に対し、未成年者に対するアルコール製品のマーケティングや広告宣伝の排除に向け、
必要に応じては具体的な措置を講じるよう奨励している。 

 
この焦点を反映して、アルコール広告宣伝の影響に関する文献は、子どもたちへの影響について焦点を

当てているものの、子ども以外のオーディエンス（広告の受け手）・グループへの影響を理解し、文書化
するための公衆衛生やその他の政策関連上の根拠もある（Meier, 2011; Critchlow & Moodie, 2021）。本
章では、複数の人口集団について、そして公衆衛生・倫理的理由により、アルコールの広告主やプロモー
ターが彼らに接触することに対して制限を設けることに賛成する強い主張がある状況について説明する。
これに対する反論は、少なくとも成人に関しては、そのような活動へのアクセスは潜在的な消費者による
自由選択の問題であるべきだということになるだろう。しかし、現代の複数のコンバージェントメディア
による世界における広告宣伝への暴露は、ほとんどの場合、自由選択の問題ではない。オーディエンスは、
全面広告を含む新聞を買って読んでいるかもしれないし、アルコールのバナー広告が表示されるウェブサ
イトを開いているかもしれないし、ソーシャルメディアを閲覧する際に、広告宣伝や報酬を受けた「イン
フルエンサー」による説得にさらされるかもしれない。すなわち、これらすべての事例において、コンテ
ンツを回避したり、そうした暴露を伴うトピックやフレーミングを選択したりする十分な機会はないので
ある。 

 
特定のオーディエンスに焦点を当てることで、その対象者が大量のアルコールの広告宣伝にさらされる

べきではない特段の理由について検討する。世界アルコール戦略が指摘するように、法定年齢に達してい
ない青少年の集団を同じマーケティングにさらすことなく、若年層の消費者をターゲットにすることは非
常に困難である。特定のオーディエンスに適用される選択的禁止は、禁止を適用しようとするとオーディ
エンスの個人情報を収集することになりかねず、また、制限を容易に回避できる可能性があるという点で
問題がある。 

4.1 子ども、若者、青少年 
2016年のWHOによる調査で質問に回答した164カ国のうち、93％が国または地域ごとにアルコール飲

料の法定最低購入年齢を設けていると回答している（WHO, 2018b: 102）。未成年者へのアルコール販売
の法的禁止は、100年前までは珍しかったが（Bullock & Room, 2006）、このようにアルコール市場に対
する最も一般的な制限の一つとなっている。大半の国の場合、最低購入年齢は18歳であり、ほぼすべての
国が16歳から21歳である。 

 
アルコールへのアクセスや幼少期の飲酒に関する法的制限は、アルコールの中毒効果や脱抑制効果、精

神発達の概念（Courtney et al., 2020）や成人年齢（Room, 2004）に関連している。飲酒の制限は、飲酒
によって生じる可能性のある子どもや他者への危険を回避するための予防策である。10代の飲酒者は、年
長の飲酒者よりもアルコール1リットル当たりの危険行為や非行がはるかに多いと報告されており（例： 
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Livingston & Room, 2009）、そのため、低リスク飲酒ガイドラインでは、特定の年齢（例えば、現在の
オーストラリアのガイドラインでは18歳(NHMRC, 2020: 41-5)）以下の飲酒を控えるよう勧告することが
多い。縦断的な研究は、若い年齢でアルコールの摂取を開始することが、若年成人期以降における危険な
飲酒の予測因子であることを示している（Enstad et al., 2019）。また、飲酒に関しては、他の危険な行
動と同様に、ほとんどの社会において、広告宣伝を含む外部からの影響によって、親の責任や親権を弱め
ようとしてはならないという強い規範がある。法的制限がない場合でも、親や子どもの周囲の大人は、一
般的に飲酒を制限したり禁止したりしており（Engels et al., 2007）、子どもに届くアルコールの広告宣伝
やプロモーションは、こうした親の選択を台無しにするものである。 

 
このような配慮から、WHOの世界アルコール戦略では、「特に若者や青少年に対する」マーケティン

グの影響を軽減する必要性が強調されている。「魅力的なマーケティングに子どもや若者がさらされるこ
とは特に懸念される」（WHO, 2010a, sections 29–30）。 

 
今日の世界では、子どもたちの大部分が携帯電話などを使ってインターネットに日常的にアクセスして

おり、ほとんどの国で国境を越えたコンテンツが多く含まれている。例えば2020年には、英国では7歳ま
でに過半数の子どもが自分専用の携帯電話を持ち（PA Media, 2020）、スウェーデンでは10歳までに
88％の子どもが携帯電話を持っていた（Vom Orde & Durner, 2020: 95）。国連児童基金（UNICEF）の報
告によると、高所得国の子どもの86％が家庭でインターネットにアクセスし、その割合は4段階の国民所
得区分に沿って低下するが、世界全体では33％となっている（UNICEF, 2020）。アルコール飲料の販売
サイトでは、原則として年齢制限を設けている場合が多いが、この制限は容易に回避することができる。
例えば、閲覧者に年齢を申告させ、成人年齢の回答はそれ以上問われないことがある（Jones et al., 
2014）。 

4.2 多量飲酒者、依存的な飲酒者 
アルコール消費の分布に関する一般的な知見として、人口が消費するアルコールの半分以上が、現在の

飲酒者の 20% によって消費されている（Babor et al., 2010: 30）。したがって、多量飲酒者や依存的な飲
酒者は、アルコール販売の利益にとって重要なターゲット層であり、アルコール広告宣伝などの手がかり
に特に反応する層である（Townshend & Duka, 2001）。アルコールに依存している飲酒者における飲酒
エピソードを呼び起こす重要なメカニズムは、手がかりへの暴露(cue exposure)である。一般的な研究結
果によると、「アルコール依存症患者は、アルコールに関連する手がかりに直面すると、アルコールを飲
みたいという衝動が強くなる」（Mainz et al., 2012; Babor et al., 2017）。そのため、アルコール障害の
治療では、居酒屋などの飲酒を示唆する刺激といった「ハイリスクな状況」を避けることで再発を防ぐよ
う患者に助言するのが一般的である（Smith, 2020）。しかし、マスメディアの視聴者の中で、アルコー
ルに関する描写を避けたいと考えている人たちは、自分がさらされる内容からそうした描写をフィルタリ
ングする効果的な方法を持ち得ない。特に、広告宣伝やその他のプロモーションの内容を統制することは
できない。 

 
ソーシャルメディアやその他のインターネットプラットフォームでは、ウェブサイト上で広告宣伝とし

て扱われたりラベル付けされたりされることのないユーザーによる投稿によってさらに複雑になる。多国
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籍アルコール企業は、さまざまな方法でこの「秘密のマーケティング」戦略を使用する「明確な先駆者」
となっている（Mayrhofer et al., 2020）。ある実験的研究によると、若年層のオーディエンスは、アルコ
ールの広告宣伝であると判断した場合はやや懐疑的であったが、ユーザーが生成したコンテンツの場合は
油断して購入するよう引き入れられる可能性が高いことが判明した（Mayrhofer et al., 2020）。このため、
これらの新しい本質的に国境を越えたメディアは、飲酒を減らし、または辞めようとしている多量飲酒者
への手がかり強化と勧誘成功のリスクを倍増させる。したがって、アルコールの広告宣伝とプロモーショ
ンの統制を求める公衆衛生上の賛成論は、これらのクロスボーダー・マーケティングの手法については特
に説得力がある。 

4.3 所得水準と社会的地位：健康の公平性の観点から 
特定の飲酒の水準またはパターンによる害のリスクは、所得水準と社会経済的地位によって大幅に異な

る。これは、社会に関する集団的なレベルでも同様である。世界銀行は、国民総所得を基準に、世界の
国々を低所得国（2022会計年度で一人当たり1,045米ドル以下）、低中所得国（1,046米ドル～4,095米ド
ル）、高中所得国（4,096米ドル～12,695米ドル）、高所得国（12,695米ドル超； Hamadeh et al., 2021）
という4段階の豊かさのカテゴリーに区分している。低所得国の成人一人当たりのアルコール消費量は、
年間純アルコール3.8リットルで、高所得国（年間純アルコール9.8リットル）の約5分の2に過ぎないが、
低所得国におけるアルコールに起因する健康被害の合計率はかなり高い（人口10万人当たりの障害調整生
命年数が1,375.5に対して1,978.5；WHO, 2018b: 57, 83）。したがって、低所得国におけるアルコール「1
リットル当たりの害」は、高所得国の3.7倍となる。 

 
また、「1リットル当たりの害」は、富裕層よりも貧困層の方がかなり高い。例えば、スコットランド

の人口のうち最も所得の低い五分位におけるアルコールに起因する入院または死亡率は、最も所得の高い
五分位の4.41倍である（年齢・性別調整値）。多量飲酒とアルコール消費水準の調整を追加しても、差は
ほとんど変わらない（比率は4.85倍に上昇する）（Katikireddi et al., 2017）。この二つの比率を掛け合わ
せると、低所得国の貧しい飲酒者とその家族の「1リットル当たりの害」は、高所得国の裕福な飲酒者の
「1リットル当たりの害」の10倍以上になる可能性がある。 

 
アルコール政策の効果や有効性に関する研究は、主に限られた数の豊かな国々から得られている。しか

し、「1リットル当たりの害」の比較では、個人の健康状態から構築された環境におけるリスクに至るま
で、多くの相互に作用する状況の影響を受け、貧しい状況では飲酒によるリスクのレベルがはるかに高い
ことが浮き彫りになる（Schmidt et al., 2010）。健康の公平性の観点から、オーディエンスがより貧しく、
アルコール関連の害に対抗・予防する資源が少ない場合には、アルコールのマーケティングやプロモーシ
ョンをより厳しく制限する強い論拠がある。 

 
たばこや他の精神作用物質の状況とは対照的に、アルコールのマーケティングやプロモーションに関す

る規制手段や統制が国際レベルで欠如しているのは、アルコールがより豊かな環境にある人々にとって、
害のリスクがより低い「我々のドラッグ」としての地位を得ていることを反映していると見ることができ
る。しかし、これは、より貧しい人々、家族、社会にとって「1リットル当たりの害」がはるかに大きい
ことを世界レベルで認識し、対処することに失敗していることを示している。 
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4.4 ジェンダー問題と飲酒のプロモーション 
世界で飲まれるアルコールの4分の3近くが男性によって消費されている（WHO, 2018b: 55）。このこ

とを踏まえると、多国籍醸造会社の経営陣の考えについて調査した結果、マーケティングのグローバル・
ポジショニング戦略の主要ターゲットが「18歳から35歳の男性」であったことは当然と言える（Amis & 
Silk, 2010: 168）。伝統的な村社会では、アルコール飲料を醸造・蒸留するのは女性であることが多かっ
たため、女性は男性の飲酒についてある程度の発言権を有していたが、自家醸造に代わってますます増え
ている産業アルコールの流通構造は、地元でも遠くからでも男性が統制する傾向がある（Schmidt & 
Room, 2012）。したがって、現代のアフリカでは、「コミュニティ・レベルのアルコール生産から多国
籍大企業による生産へと移行したことで、生産者はもはやコミュニティの一員ではなくなっているため、
アルコールに起因する害に対する責任を問うことが難しくなっている」（Morojele et al., 2021）。ジェン
ダーによる暴力や家庭内暴力では、男性の飲酒が促進要因や増悪要因となっていることが多い（例 : 
Laslett et al., 2021）。このような害に関して、男性によるさらなる飲酒の促進は、女性への害を増加さ
せるおそれがある。 

 
一方、グローバルなアルコール企業は、女性の飲酒率が（特に低所得国で）非常に低いことや、飲酒女

性が周囲の男性よりも飲酒量が少ないという一般的な傾向をマーケティングやプロモーションの機会とし
て捉えてきた。女性を対象としたマーケティングでは、女性による飲酒をエンパワーメントの象徴や平等
のシグナルとして提示することが多い（Atkinson et al., 2019）。しかし、ドメスティック・バイオレンス
（DV）被害の相関に関する研究では、男性だけでなく女性も飲酒している場合、女性に対する暴力が起
こりやすいことが明らかになっている（Devries et al., 2014）。女性の飲酒は親密な関係における女性の
力を高めるどころか、低下させるおそれがある。女性をターゲットにしたマーケティングは、妊娠中また
は妊娠を希望する女性に対して、胎児性アルコールスペクトラム障害による胎児への害を避けるために飲
酒を控えるようにという健康アドバイスと矛盾する可能性もある（例：NHMRC, 2020: 46-52）。女性の
飲酒を増やすことに成功すれば、乳がんの割合も増え（Shield et al., 2016）、男女に共通する障害も増え、
アルコールに起因する女性の障害や死亡率を押し上げて、男性のはるかに高い割合に近付けることになる。 

4.5 市場の拡大、非飲酒率、人口の増加 
「WHOアルコールと健康に関する状況報告書」によると、2016年の全世界の人口(15歳以上)の57%に

あたる31億1,300万人は過去12カ月間にアルコールを摂取していなかった。WHOの三つの地域、すなわち
欧州地域（EUR）（現在の飲酒者59.9％）、米州地域（AMR）（同54.1％）、西太平洋地域（WPR）
（同53.8％）では、人口の半分以上がアルコールを消費している。 
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図 4.1. 15歳以上の非飲酒者（生涯及び直近12カ月）と現在の飲酒者（性別・WHO地域別）の数
（2016年） 

 
 
WHOの世界アルコール戦略では、「アルコール飲料を飲まないことを選択した子ども、ティーンエイ

ジャー、および成人は、飲まない行動を支援され、飲酒の圧力から保護される権利を有する」（WHO, 
2010a: Section 12.g）とされている。個人レベルでは、世界の成人の大多数は、宗教的、文化的、健康的
な生活など、さまざまな理由からアルコールを飲まない（図4.1）。彼らは、アルコール飲料に関する、
あるいはアルコール飲料に言及した宣伝広告やその他の販促物にさらされないことによって、この選択を
支援される権利を有している。 

 
アルコール飲料が、ある国において、すべてまたは特定の集団に対して禁止されている場合、その国は、

アルコール・マーケティングが自国の領域に到達することを制限できるはずであると主張し得る。このよ
うな国内法は、他の国からも尊重されることで、禁止されている場所へのアルコールの国境を越えた販売
を認めないようにすることも可能である。このような他国の国内法の尊重と承認は、国際法における礼譲
の中心的な考えである（Schultz & Ridi, 2017）。 

 
WHOの世界アルコール戦略でも、「特に懸念されるのは（中略）現在アルコール消費の普及率が低く、

非飲酒率が高い発展途上国や低・中所得国での新しい市場をターゲットにすることである」（WHO, 
2010a, section 30）と指摘されている。アフリカは世界で最も成長の速い大陸であり、現在13億人の人口
は2030年には17億人、2050年には25億人、今世紀末には43億人にまで増加すると予測されている。現在、
この地域の成人の非飲酒率は約70％であり、15歳以下の人口が40％を占めている（図4.2）。また、アフ
リカ諸国は、アルコール・マーケティングに関する規制が最も緩やかな国々であり、それよりも緩やかな
のは米州のみである（WHO, 2018b）。 
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出典： WHO （2018b）. 
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図 4.2. アフリカの年齢別・性別別の人口構造：2020年の現状と2100年の予測 

 
 
力強い人口増加は、アフリカで予想される経済発展と相まって、社会内の起業家と、現在アルコール産

業の支配を強めている多国籍企業（Van Beemen, 2019）の両方から、アルコール飲料の「市場構築」の
ための強力な取り組みを伴うだろう。しかし、アルコール消費の増加による経済的利益は、公衆衛生上の
コストと害に見劣りする。貧しい飲酒者ほど「1リットル当たりの害」が大きいことを考えると、アルコ
ール消費の増加は、健康や社会的不平等（男女間や社会階層間）を拡大する傾向もある。公衆衛生と公益
の観点から、持続可能な開発には、経済成長と人口増加におけるアルコールの入手可能性、価格、マーケ
ティングに対する市場の統制を緩めるのではなく、むしろ強化することが必要である。 

4.6 結論 
アルコール飲料のマーケティングやプロモーションを特定の集団に制限すべきかどうか、またなぜ制限

すべきかを検討する際、これまで主に飲酒適齢期未満の人々に注目が集まってきた。しかし、特に、マー
ケティング担当者がデジタル・アルゴリズムによって、特定の人口セグメントに説得力のあるメッセージ
を浴びせることができるようになった時代においては、他の特定のサブグループに対して広告主が接触す
ることを制限すべきとの主張も検討されるべきであろう。このようなターゲティングに反対する議論は、
売り込みを受け入れた場合の飲酒者に対する潜在的な害だけでなく、飲酒者の周囲の人々、すなわち家族、
同僚、または隣接車線の車の運転手などに対する潜在的な害も考慮する必要がある。そこで本章では、さ
まざまな理由からマーケティング担当者がターゲットにしないよう指示される可能性のある、複数のタイ
プの人々について考察を試みた。その中には、広告宣伝を手がかりに有害な習慣が強化される可能性のあ
る多量飲酒者、依存的な飲酒者、そして、飲酒をすると、自分自身にも周りの人にも平均よりかなり大き
な「1リットル当たりの害」を与え得る貧しい飲酒者が含まれる。 

 
アルコールのマーケティングにおいて女性をターゲットにすることを再考すべきさまざまな理由が提案

されている。また、相当な割合を占める非飲酒を選択した成人が、飲酒を勧誘するマーケティング・キャ

2020年の人口 2100年の人口 
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年
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出典：『世界人口推計2019年版』 
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ンペーンにさらされるのではなく、その選択を尊重される根拠もある。デジタル・メディアによって収集
された個人の特性や嗜好のアルゴリズムは、現在マーケティング担当者に販売され、マーケティングの対
象となる人を特定するために使用されている。同じデータを、そうしたマーケティングの対象にしてはな
らない人口のサブグループの個人を特定するために使用することもできる。最後に、人口が大幅に増加し、
非飲酒率が高く、アルコール統制政策が脆弱な特定の地理的地域を対象としたアルコール・マーケティン
グの取り組みは、保護措置が講じられない限り、アルコール消費とアルコール関連の害の大幅な増加につ
ながる可能性がある。 

 
アルコール・マーケティングからのさらなる保護を受けるに値する脆弱性を持つこれらのさまざまな

人々の割合を合計し、飲酒しないことを選択した人々と合わせると、世界の人口の大部分はアルコール・
マーケティングの対象として不適切であると考えるべきである。 
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キーメッセージ 
● アルコールは人口レベルで最も有害な精神作用物質の一つと評価されているが、消費者への販

売に関する統制は他の精神作用物質に対する統制よりもはるかに緩いものである。 
 

● 子どもたち以外にも、アルコール・マーケティングから身を守る能力を持つに値する人々がい
る。例えば、多量飲酒者、断酒のためのサポートを望む人々などである。 

 
● 低所得国の貧しい飲酒者の「1リットル当たりの害」は、豊かな国の裕福な飲酒者の10倍以上

であることを考慮して、アルコール・マーケティングの統制に関する決定を下す必要がある。 
 

● 各国は、自国の領域に入ってくるクロスボーダー・マーケティングの統制を望む可能性があ
る。このことは、特にアルコール・マーケティングが禁止され、あるいは包括的に制限されて
いる国や、アルコールの販売が法的に禁止されている国において問題となる。 
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6 クロスボーダー・アルコール・
マーケティングの規制： 
現在のアプローチと課題 

本章の主な具体的焦点は、アルコール・マーケティングの統制である。しかし、マーケティングに関す
る一般的な統制の中には、アルコール・マーケティングにも影響を与えるものも存在する可能性がある。
例えば、広告宣伝における事実の虚偽記載や、製品に関する根拠のない医学的主張を違法とし、罰則を規
定する「広告の真実性」に関する法律や法体系が存在する可能性は十分にある。 

 
ソーシャルメディアやその他のデジタル・メディアにおけるマーケティングの力と影響については、管

轄区域内外で政治的な懸念が高まっている（Room & O'Brien, 2021; Freedland, 2021）。アルコール・マーケ
ティングはこのような議論の焦点にはなっていないが、デジタル・メディアとこうしたメディア上のマー
ケティングに対する統制の可能性は、重大な影響を与える可能性がある。例えば、習慣や嗜好に関する個
人データの蓄積と利用を統制することは、アルコール・マーケティング担当者が対象を絞り込む能力に影
響を与えるだろう。 
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6.1 アルコール・マーケティングに関する各国の規制 
国内のアルコール・マーケティング規制は、各国の憲法上の取り決めや各レベルの政府間の権限の分担

により、中央政府の問題である場合もあれば、州・準州レベル、地方・自治体レベルなどの地方政府単位
の問題である場合もある。アルコール・マーケティングの形態は多様であるため、さまざまなレベルの政
府が規制に関与する可能性がある。例えば、店頭や看板広告宣伝は、管轄区域内の公共空間を統制する地
方レベルの政府の管轄下に置かれる場合がある（Swensen, 2016）。連邦国家では、アルコール・マーケテ
ィングに関する規則は、州／準州の管轄区域によって大幅に異なる場合があり、国内の「境界を越えた」
問題に関して実質的な法律と法体系が存在する場合がある。インターネット上の国境を越えた広告宣伝の
出現は、地方レベルでのマーケティング制限の有効性を大幅に低下させている（Goldfarb & Tucker, 2011）。 

 
国の規制制度の中には、アルコール・マーケティング全般や特定のメディアを対象としたものがある。

また、より広範なマーケティングを対象としているものもある。本章で取り上げる規制制度の多くは、ク
ロスボーダー・アルコール・マーケティングについて具体的には言及していない。法律がクロスボーダ
ー・マーケティングを対象とするように構成されている場合もあるが、そうでない場合もある。デジタ
ル・マーケティング、衛星放送、テレコミュニケーションで何が許されるかについての法的規則は、クロ
スボーダー・マーケティングの統制にとって特に重要である。これらの法律がクロスボーダー・マーケテ
ィングを具体的に言及することなく対象とする場合もあれば、クロスボーダー・マーケティングへの適用
を確実にするために法律が制定される場合もある。 

 
2018年現在、ほとんどの国が従来メディアにおけるアルコール・マーケティングに対して何らかの規制

を設けている一方で、インターネット（48％）やソーシャルメディア（47％）によるアルコール・マーケ
ティングについては、ほぼ半数が規制を設けていないことが明らかになった（WHO, 2018b）。2020年、
WHO欧州地域事務局は、欧州地域全体でアルコール・マーケティングは現行の法的規制よりも早く新し
い現実に適応しており、業界はデジタル・プラットフォームがもたらす機会を利用して、ほとんど規制さ
れていない市場で製品を販売していると報告した。この報告書では、欧州では、アルコール飲料のマーケ
ティングを法律で禁止・制限している国は非常に少ないことが確認された（WHO Regional Office for 
Europe, 2020）。151カ国における非感染性疾患（NCD）の危険因子と闘うための政策の採用に関する研
究では、アルコール・マーケティングの制限は、最も制定されていない分野の一つであることが示されて
いる（Allen et al.,2020）。制限がある場合であっても、特定のメディアのみを対象としたり、内容、時間、
場所の面で制限を課すのみであったりと部分的なものになりがちである。また、クロスボーダー・マーケ
ティングが十分に対象となっているかどうかも疑問である。 

 
Casswellら（2021）が主にWHOのアルコールと健康に関するグローバル情報システム（GISAH）デー

タベース（ほとんどのデータの最終報告は2016年）とグローバル広告弁護士連盟（GALA, 2015）の報告
書を基にまとめた表6.1は、アルコールのデジタル・マーケティングに対する各国の制限の幅をまとめた
ものである。アルコールのデジタル・マーケティングを全面的に禁止している31カ国の多くは、イスラム
教徒が多数を占める国で、アルコールの販売も禁止している。しかし、31カ国にはリトアニア、ノルウェ
ー、ロシア連邦も含まれている。内容、配置、および／または時間について部分制限を設けている国は28
カ国であった。また、ウェブサイトやその他のメディアプロバイダーによる自主制限を指導している国が
29カ国、特定のメディアやアルコール飲料の種類に制限を設けている数カ国を除き、制限を設けていない
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国が83カ国あった。 
 
研究文献に記載されているアルコール・マーケティングに関する比較的厳しい規制を設けている国の事

例を、その規制モデルの有効性について明らかになっている内容と合わせて以下に示す。クロスボーダ
ー・マーケティングは、こうした国々の制限のほとんどで対象となるが（タイを除く）、そうした制限は
比較的効果が薄いことが多いようである。 

6.1.1 ノルウェー―アルコール販売を全面禁止 

ノルウェーでは、アルコール度数が4.7を超える店頭以外での消費用のアルコールの小売販売は、国に
よる専売制がとられている。これは、アルコール市場の強力な統制という国の伝統と、他の欧州諸国と比
較して比較的アルコール消費量が少ないことを反映している。ノルウェーは1975年以来アルコール広告宣
伝を全面的に禁止しており、禁止された際のアルコール消費量は7.4％減という即時かつ持続的な減少が
見られた（Rossow, 2021a, 2021b）。酒類の販売等に関する法律セクション9-2パラグラフ127により、ア
ルコール飲料の広告宣伝およびアルコール飲料と同一のブランドまたは識別特性を有する商品の広告宣伝
を行うことが禁止されている。後者の規定は、アルコールなしの製品や低アルコール製品の広告宣伝が、
実際にはアルコール飲料の広告宣伝となる場合に対応するためのものである。また、他の商品・サービス
のマーケティングにアルコール飲料を含めることは認められていない。デジタルや国境を越えた衛星放送
でのアルコールのマーケティングは制限されており、これはアルコール・マーケティングが長年にわたっ
て包括的に禁止されていることと、市場規模が比較的小さいことを反映していると思われる。この禁止措
置は、ノルウェーの最高裁判所28で2度、欧州自由貿易連合（EFTA）29の裁判所で1度、合法との判断が下
されている。また、禁止措置は厳しく施行されている。社会保健総局は、販売規制の違反があった場合、
多国籍アルコール企業（TNAC）がノルウェー国内で製品を輸入・販売することを禁じる6カ月間の禁止
令を出し（Mason, 2002）、インフルエンサーは禁止措置の違反について保健総局から通知を受けている
（Aronsen, 2021）。 

6.1.2 リトアニア―多い消費量、政策転換、最近の包括的なマーケティング禁止措置 

リトアニアは、1990年代のアルコール消費量が多く、増加傾向にあった。それ以来、アルコール統制の
法律が複雑な歴史をたどり、統制の強化・緩和が繰り返された (Miščikienė et al., 2020)。1995年のアル
コール規制法（No I-857）（Parliament of the Republic of Lithuania, 1995）には、ラジオ、テレビ、印
刷メディアにおけるアルコール広告宣伝、および間接広告の全面禁止が盛り込まれていた ( Miščikienė et 
al., 2020 )。その後20年ほどの間に、同法は何度か改正され、広告宣伝制限の撤回と再導入が複数回行わ
れた（Parliament of the Republic of Lithuania, 2017； Paukštė et al., 2014； Miščikienė et al., 2020）。
2008年には、日中のテレビとラジオでのマーケティングを禁止する部分的な禁止措置が実施された。
2017年、リトアニア議会は同法を改正し、デジタル・メディアを含むすべてのメディアプラットフォーム
におけるアルコール広告宣伝の全面禁止を制定した（Parliament of the Republic of Lithuania, 2017）。
ウェブサイトや店頭でブランド名、エタノール含有量、原産国等を表示できるなどの例外規定もあるが、

 
27 次を参照。Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) at https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27（2022 年 2 月 20 日閲覧）。 

28 次を参照。https://www.domstol.no/globalassets/upload/1_x-dokumenter-pa-rot/saknr2009-43.pdf および https://www.domstol.no/enkelt-domstol/ 
hoyesterett/avgjorelser/2000/hoyesterett-sivil/Alkoholreklame-pa-idrettstoy-/（2021 年 2 月 20 日閲覧）。 

29 次を参照。https://eftacourt.int/download/4-04-judgment/?wpdmdl=1575（2022 年 2 月 20 日閲覧）。 

https://www.domstol.no/globalassets/upload/1_x-dokumenter-pa-rot/saknr2009-43.pdf
https://eftacourt.int/download/4-04-judgment/?wpdmdl=1575


 

 

6 クロスボーダー・アルコール・マーケティングの規制：現在のアプローチと課題  59 

最小限のものである（Parliament of the Republic of Lithuania, 2017; Midttun, 2017）。 
 
Štelemėkasらによる最近の研究(2021)では、中断時系列分析を利用して、複数のアルコール政策の変

更が全死因死亡率に及ぼす影響を評価した。その結果、2008年の禁止も2018年の広告宣伝禁止も、全死
因死亡率に直ちに影響を与えるわけではないことが明らかになった(Štelemėkas et al., 2021)。2008年の
禁止は部分的なものであり、デジタル・マーケティングが含まれていなかったことを踏まえると、大きな
影響を与えなかったとしても驚くには値しないと著者らは考えていたが、2018年の禁止に即効性がなかっ
たとしても、アルコールの使用と関連する害に長期的な影響を与える可能性は十分にあると結論付けてい
る (Štelemėkas et al., 2021; Rehm et al., 2021)。 
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表 6.1. アルコール飲料のデジタル・マーケティングに関する規制の報告（2010年代中・後期、国別） 
デジタル・マーケティング 国名a 事例a 
全面禁止 ● 以下の32カ国が全面禁止 

アフガニスタン、アルジェリア、アルメニア、バングラデシュ、ブータン、チ
ャド、コモロ、ジブチ、エジプト、インドネシア*、イラン・イスラム共和国、
ヨルダン、カザフスタン、ラオス人民民主共和国、リビア、リトアニア、モル
ディブ、モーリタニア、モーリシャス、モンゴル*、ノルウェー、オマーン、パ
キスタン、ロシア連邦、セネガル*、ソマリア、スリランカa、スーダン、トル
コ、トルクメニスタン、アラブ首長国連邦、ウズベキスタン、イエメン 

注： 
* インドネシアはインターネット広告宣伝を禁止。インターネット上のビール広

告宣伝については任意制限。 
* モンゴルはインターネット広告宣伝のみを禁止。ソーシャルメディア広告宣伝

については任意／自主規制コードを策定。 
* セネガルはソーシャルメディア上のビール広告宣伝に制限なし。 

● ノルウェー：アルコール飲料の広告宣伝が禁止されている。 
● トルコ：広告委員会が科す現在の罰金額は、広告宣伝がインターネット上で放送さ

れた場合は55,055トルコリラ（約2万ユーロ）、ソーシャルメディア・サービス
（SMS）による広告宣伝の場合は27,527トルコリラ（約1万ユーロ）。 

部分制限 ● 16カ国が内容に関する部分制限あり 
オーストラリア、ブルガリア、中国、チェコ、デンマーク*、エスワティニ、フ
ィンランド*、ジョージア*、ガーナ、モンテネグロ*、ポーランド*、ポルトガ
ル、ルーマニア、スロベニア*、スウェーデン*、スイス、タイ 

● 4カ国が内容／時間に関する部分制限あり 
ボスニア・ヘルツェゴビナ、コスタリカ、赤道ギニア、イスラエル 

● 3カ国が内容／場所に関する部分制限あり 
フランス、ハンガリー、ラトビア 

● 2カ国が内容／場所／時間に関する部分制限あり 
ベラルーシ*、エクアドル* 

● 2カ国が場所に関する部分制限あり 
ミャンマー、タジキスタン* 

注： 
* デンマークはインターネット広告に部分制限あり。ソーシャルメディア広告宣

伝については任意制限。 
* フィンランド、ジョージア、スロベニア、スウェーデンは蒸留酒の広告宣伝を

禁止。 
* モンテネグロは蒸留酒の広告宣伝を禁止。ワインの広告宣伝については制限な

し。 
* ベラルーシはソーシャルメディア上の広告宣伝を禁止。 
* エクアドルとポーランドは蒸留酒やワインの広告宣伝を禁止。 
* タジキスタンは蒸留酒の任意／自主規制コードを策定。 

● オーストラリア：ユーザーは登録と生年月日の提供が必要。18歳未満のユーザーに
はアルコール関連のページ、サイト、コンテンツを提供してはならない。アルコー
ルの提供に関するインターネット広告宣伝には、以下の文言が必要である。「18歳
未満にアルコールを提供することは犯罪であり、罰則が適用されます」。 

● フィンランド：マイルドアルコール飲料の広告宣伝において、ユーザーが生成した
コンテンツを利用したり、インターネットサービスを通じて消費者に共有用コンテ
ンツを提供したりしてはならない。蒸留酒の広告宣伝は禁止されている。 

● フランス：広告宣伝は、ポップアップ等の押し付けがましいものや、インターステ
ィシャル（あるウェブページから別のページへ移る際、画面を覆うように挿入され
る広告）であってはならず、その性格、表現、目的から、主に青少年が利用するウ
ェブサイトでは、いかなる場合も広告宣伝を禁止している。また、オーディエンス
（広告の受け手）の70%以上が18歳以上ではないと考えるのが妥当な場合、広告宣
伝の掲載を禁止している。すべてのデジタル広告宣伝に「アルコールの乱用は健康
に危険です」という警告を表示しなければならない。 

● ハンガリー：ウェブサイトのトップページに広告宣伝を掲載／表示することはでき
ない。広告主は、年齢制限（18歳以上）以上の人のみがサイトを閲覧できるように
しなければならない。企業やブランドのインターネットサイトに、アルコールの責
任に関する明確な告知を掲載しなければならない。 

● ポルトガル：アルコールを国の象徴（国旗、国歌など）と関連付けることは禁止さ
れている。未成年者（18歳未満）を対象としたアルコール・マーケティングは禁止
されている。 

● スウェーデン：マーケティングは、25歳未満の子どもや若者を対象としてはなら
ず、またその姿を描いてはならない。アルコール飲料（蒸留酒、ワイン、度数2.25
以上のビール）のマーケティングはすべて、特に節度を保たなければならない。 
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表 6.1. （続） 
デジタル・マーケティング 国名a 事例b 
任意／自主的な制限 以下の29カ国。 

オーストリア、ベルギー、ブラジル、コロンビア、キプロス、ドミニカ
共和国、ドイツ、ギリシャ、インド、イラク、アイルランド、日本*、
マレーシア*、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ペルー、セ
ントルシア、スロバキア、南アフリカ、シリア・アラブ共和国、トー
ゴ、トリニダード・トバゴ、ウガンダ、ウクライナ*、英国、米国、ザ
ンビア 
注： 
* 日本とマレーシアはインターネット広告宣伝に任意制限あり。ソーシ

ャルメディア広告宣伝については制限なし。 
* ウクライナはソーシャルメディア広告宣伝、蒸留酒・ワイン広告宣伝

ともに制限なし。 
 
 
 

● ベルギー：「知識を持って醸造されたビールは賢く消費されるべき」という啓発スローガ
ンを使用する必要がある。また、顧客に苦情の申出先を知らせるため、ウェブサイト上で
JEPについて言及する必要がある。 

● ブラジル：未成年者によるサイト閲覧を防止するため、Webサイトに選択的アクセス規定
を設ける必要がある。 

● ドイツ：マーケティングは、未成年者を対象にしてはならず、また、表現様式が特に未成
年者に訴求するようなものであってはならない。 

● ギリシャ：広告宣伝の掲載は、オーディエンスの70％以上が18歳以上であると合理的に予
想される場合にのみ可能。18歳未満のユーザーによるブランド公式サイトへのアクセスは
制限しなければならない。 

● アイルランド：広告宣伝はCopyClearから事前に許可を得なければならない（そして、
CopyClear許可番号の発行を受けなければならない）。 

● オランダ：広告主は、広告宣伝によって到達した人物が18歳以上であること、または当該
人物が18歳以上であることを表明していることを確認する必要がある。Twitterがアルコー
ル・ブランドの年齢チェックを導入して以来、アルコール・ブランドの新規フォロワー
は、18歳以上であることを証明しなければ、その企業のフォローは認められない。 

● 南アフリカ：18歳未満に向けたマーケティングは禁止されている。 
● 英国：アルコールの広告宣伝は、広告実践委員会（CAP）コードに従わなければならな

い。同コードは、18歳未満を対象、特に18歳未満に訴求してはならない、25歳未満の人を
登場させる、過度の飲酒を奨励する、アルコールが不可欠であると描く、アルコールを成
功や幸福と結び付けるなどをしてはならないことなどを規定している。 

● 米国：マーケティングは自主規制ガイダンスに加え、「年齢ゲート」ウェブサイト、不適
切なコンテンツがないか確認するためのウェブサイトの監視、オンライン広告宣伝を未成
年の飲酒者から閲覧させないためのベストプラクティスなど、未成年の飲酒者をターゲッ
トにしない方法についての追加ガイドラインに従わなければならない。 

特に制限なし 以下の82カ国。 
アルバニア、アンドラ、アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、アゼルバイジャン、バハマ、バルバドス、ベリーズ、ベナン、ボツワナ、ブルキナファ
ソ、ブルンジ、カーボベルデ、カンボジア、カメルーン、カナダ、中央アフリカ共和国、チリ、コンゴ、コートジボワール、クロアチア*、コンゴ民主共和国、ドミニ
カ、エルサルバドル、エリトリア、エストニア、エチオピア、ガボン、ガンビア、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ホンジュラス、アイスラ
ンド、イタリア、ジャマイカ、ケニア、キリバス、レバノン、レソト、リベリア、ルクセンブルク、マダガスカル、マラウイ、マリ、マルタ、マーシャル諸島、メキシ
コ、モロッコ、モザンビーク*、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、パナマ、パラグアイ、フィリピン、韓国、モルドバ共和国、北マケドニア、ルワンダ、セントク
リストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、サモア、サンマリノ、サントメ・プリンシペ、セルビア、セイシェル、シエラレオネ、シンガポ
ール*、南スーダン、スペイン、スリナム、東ティモール、タンザニア連合共和国*、ウルグアイ、バヌアツ、ベネズエラ・ボリバル共和国、ベトナム*、ジンバブエ 
注： 
* クロアチアはインターネット上での蒸留酒に関する広告宣伝を禁止。 
* モザンビークはインターネット広告宣伝の制限なし。ソーシャルメディア上のビール広告宣伝については任意／自主規制のコードを策定。 
* シンガポールとタンザニア連合共和国はインターネット広告宣伝の制限なし。ソーシャルメディア広告宣伝については任意／自主規制コードを策定。 
* ベトナムは蒸留酒の広告宣伝を禁止。 

 

 
a 出典：WHO GISAH database: https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/advertising-restrictions-on-the-Internet and https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/advertising-restrictions-

on-social-media（閲覧日：2022 年 2 月 20 日）。 
b 出典：Alcohol advertising: a global legal perspective. New York （NY）: Global Advertising Lawyers Alliance; 2015. 
c スリランカは 2006 年にアルコールの広告宣伝を公式に禁止（スリランカ民主社会主義共和国議会。国家たばこ・アルコール局法（2006 年法律第 27 号）2006 年 8 月 29 日承認（http://documents.gov.lk/files/act/2006/8/27-

2006_E.pdf）（閲覧日：2022 年 2 月 21 日）。 
* アスタリスクは、リストの下にその国に関する注釈があることを示す。 
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6.1.3 フランス―デジタルを含む強力なマーケティング制限を実施も、時間の経過と 
ともに弱体化 

フランスでは、1991年にアルコール・マーケティングを制限するエヴァン法（Loi Évin）が成立した
（République Française, 1991）33。認められるマーケティングの場所・様式を列挙する「ポジティブリ
スト」方式が採用され、「ネガティブリスト」方式の施行に固有の困難が回避された（Montonen & 
Tuominen, 2017）。テレビ、映画館、特定のフェスティバル、文化・スポーツイベント、スポンサーシ
ップの形態など、エヴァン法に記載されていない媒体でのマーケティングは禁止された。許可された状況
において、エヴァン法は、製品情報は客観的な性質を持つ事実／有益なデータ（例：証明、原産地、成分、
生産手段）以外を含んではならないと規定した。また、許可されたすべての広告宣伝には「アルコールの
乱用は健康に危険です」という健康上の警告を表示することが義務付けられた。 

 

エヴァン法は、これまでに裁判で争われたことがある。2002年、あるTNACは、テレヴィジョン・フラ
ンセーズ・ワン（TF1）とその代理人が「外国のクラブに圧力をかけ、スポーツスタジアム周辺の広告宣
伝掲示板に同社のブランド名の一つを表示することを拒否する」ことを差し止めるよう求めた。申し立て
に係るこれらの行為は、他の欧州連合（EU）諸国からフランスへの国境を越えたスポーツ試合の放送に
関して、エヴァン法を遵守するためにTF1によって行われたもので、試合の掲示板には、TNACの製品を
含むアルコール・マーケティングが掲載されていた。TNAC側の主張は、エヴァン法とエヴァン法に基づ
くTF1の行為は、EU法、特にEU内でのテレビ放送の自由な移動の原則に適合していないというものだっ
た。フランスの裁判所では、同社はTF1に対して差止命令を求めた。同社は第一審と控訴審で敗訴し、そ
の後、法律上の問題から上告した。フランス破棄院は、この争点が提起したEU法に関する問題について、
欧州司法裁判所（ECJ）の意見を求めた。ECJは、エヴァン法の規定はサービスの自由な移動を妨げるが、
そのような法律は公衆衛生上の目的に資するものであり、その目的の達成に比例していると結論付けた。
したがって、エヴァン法はEU法に適合するとされた34。 

 

それにもかかわらず、エヴァン法は、アルコール・ワインの生産者や小売業者からの活発なロビー活動
によって常に攻撃にさらされてきた。例えば、看板広告宣伝は当初、生産・販売現場に制限されていたが、
1994年からはあらゆる場所で許可されるようになった（“zone of production” amendment, p.38; 
Gallopel-Morvan et al., 2017; Reynaud et al., 2015）。さらに、2009年、バシュロ法（Bachelot Law : 
République Française, 2009）では、アルコール・マーケティングの許可された様式の「ポジティブ」リ
ストに、一定の制限付きでオンライン・アルコール・コミュニケーションが追加された（Loi n°2009–
879, 2009）。現在、アルコール広告宣伝は、押し付けがましくなければ、オンラインでも許可されてい
る（スポーツサイトや若者を対象とするウェブサイトを除く）（Public Health Code, 2021）。また、デ
ジタル・マーケティングにおいて「アルコールの乱用は健康に危険です」という健康上の警告表示が義務
付けられているが、これは必ずしも実施されていない（République Française、2009）。 

 
2013年、フランスのあるアルコールメーカーが、同社のアルコール・ブランドの一つをプロモーション

 
33 エヴァン法の現行版を参照。Chapitre III : Publicité des boissons. （Articles L3323-1 à L3323-6） - Légifrance （legifrance.gouv.fr）（2022 年 2 月 20 日閲

覧）。 

34 次を参照。Bacardi-Martini SAS v Television française 1 SA （TF1） and others （C-429/02） [2004] ECR I-6613 at https://eur- lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62002CC0262（2022 年 2 月 20 日閲覧）。 

https://eur-/
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するためにインターネットプラットフォームを利用した。ソーシャルメディア・プラットフォームには製
品に関する動画が含まれ、消費者がパスワードを集めると、そのブランドのレシピにアクセスでき、それ
を各自のソーシャルメディア・プラットフォームのページに投稿することができる、というものだった。
同社は、広告宣伝キャンペーンにおける色、画像、ハッシュタグの使用によるものを含め、そのコンテン
ツが製品を飲む「直接的な動機付け」に該当するとして、フランスの広告宣伝に関する法律に違反すると
判断された。さらに、法律に基づく健康上の警告を表示することもなく、ユーザーからユーザーへ広告宣
伝を広めるためにソーシャルメディア・プラットフォームを利用したことで、広告が「押し付けがましい」
ものであり、規則違反であるということになった35（Day、2013）。 

 
しかし、2014年、企業2社によるアルコール広告宣伝の規則違反をめぐるフランスでの訴訟は成功しな

かった36。フランス国立アルコール学・依存症学予防協会（ANPAA）は、アルコール生産者とソーシャル
メディア企業のクリックスルーなどの広告宣伝行為について「無許可で押し付けがましい広告宣伝、若者
がアクセスする可能性のあるプラットフォームの利用、アクセスを許可する年齢審査がないなどと主張」
（Kelsey、2020）して裁判に訴えたのだ。しかし、両社とも責任を問われることはなかった。ソーシャ
ルメディア企業に有利な判決が下されたことは、フランスの法律が域外適用されないことに関連するため、
重要である。同社は、米国とアイルランドからホスティングされ運営されているという理由で、法的責任
を負わないとされたのである。同社はフランスに法人格を有していたが、裁判所は、これは同社の商業部
門に過ぎず、「（プラットフォーム）上に掲載されたコンテンツを配置・編集する権限はなく、広告宣伝
スポットの販売に関するサービスプロバイダーとしての役割も果たしていなかったため、フランス国内
（の同社の営業所）は掲載コンテンツに対して法的責任を負わない（後略）」（Kelsey, 2020）と判断し
ている。アルコール生産者は、同社のウェブページにアクセスしようとした未成年のユーザーが、年齢審
査の要件を満たすソーシャルメディア企業のホームページに自動的にリダイレクトされたことを理由に、
責任を負わないと判断されたのである。広告宣伝は、受け取りたい情報や、「いいね」「フレンド」ボタ
ンを通じて伝えたい相手をコントロールするユーザーによって生成されたものであるため、押し付けがま
しくないとされたのである。 

 
2015年にフランス国立アルコール学・依存症学予防協会（ANPAA）がアルコール製造業者に対して同

国のアルコール・マーケティングに関する法律違反をめぐるさらなる訴訟では、パリ控訴院からの上告を
経て破棄院で勝訴した37。ANPAAは、同社がビールの広告宣伝において、神話上の動物を使用したり、現
在放映中の人気テレビシリーズに言及したりしたことが制限違反にあたると主張していた。パリ控訴院は、
広告宣伝における客観性の要件は、製品の色、香り、味の表現にのみ適用されると判示した。広告主は、
製品の原産地、名称、成分の表現において「誇張」することができるとした（Bouchenard, 2020）。破棄
院はこの見解を否定し、アルコール広告宣伝で認められるすべての情報は、性質上客観的かつ有益なもの
でなければならないとした（Bouchenard, 2020）。 

 
35 次を参照。Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 juillet 2013, 12-22.633, Inédit at https://www.legifrance.gouv.fr/juri/ 

id/JURITEXT000027670955?page=1&pageSize=10&query=+facebook+ricard&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFA
ULT（閲覧日：2022 年 2 月 20 日）。 

36 次を参照。Tribunal de Grande Instance Paris （2014）. France Association Nationale de Prevention en Alcoologie et Addictologie v SAS H Enterprise Heineken Enterprise 
et SARL Facebook France, 59961/13 （https://www.pechenard.com/wp-content/uploads/2017/09/Ordonnance-de-refere-TGIParis- 20.02.2014.pdf）（2021 年 12 月 28 日閲
覧）。 

37 次を参照。Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 mai 2020, 19-12.278, Publié au bulletin). France Association Nationale de Prevention en Alcoologie 
et Addictologie v Krounenberg, C100315 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041974948（閲覧日：2021 年 12 月 29 日）。 

https://www.pechenard.com/wp-content/uploads/2017/09/Ordonnance-de-refere-TGIParis-
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041974948
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6.1.4 ロシア連邦―デジタル・マーケティングは禁止されているが、その実施は不十分 

Neufeldらは、東欧15カ国のアルコール統制政策に関する最近のレビューにおいて、カザフスタン、ト
ルクメニスタン、ウズベキスタンではマーケティングの包括的禁止（すなわちすべての種類のメディアが
対象）が設けられ、レビュー対象のうち7カ国（これら3カ国とキルギス、リトアニア、ロシア連邦、タジ
キスタン）ではデジタル・マーケティング（インターネットやソーシャルメディア広告宣伝）が禁止され
ていると報告した。特に、ロシアではアルコール広告宣伝を規制する連邦法第38号が2012年に改正され、
インターネットやソーシャルメディアにおけるこうした広告の禁止が盛り込まれた（Neufeld et al., 
2021）。しかし、Neufeldらは、禁止の全体的な実効性を損なう複数の問題があることを指摘している。 

 
しかし、ウェブサイトやソーシャルメディア上のコンテンツを通じてアルコールの使用を促すことは禁

止されているものの、ソーシャルメディアにおけるブランド酒の表示や、メーカーのウェブページにおけ
る「特別提供を含む」情報は、取締機関である連邦反独占庁によって広告宣伝とみなされない場合もある
ようだ。同様に、間接広告や「代理広告宣伝」（アルコールに関連するブランドで非アルコール飲料につ
いてマーケティングすることなど）は禁止されているが、執行には依然として懸念がある。また、ロシア
ではテレビやラジオでの国産ワイン製品の広告宣伝を許可する免除規定があり、オンライン規制の実効性
を相殺する可能性がある。 

6.1.5 タイ―マーケティングは制限されているが、クロス・ボーダーは対象外 

タイには、マーケティング・コミュニケーションを含む広告宣伝、すなわち「アルコール飲料の名称や
商標を、その特性を示す方法で表示したり、他人に飲酒を勧めたりする」ことを禁止する相当包括的な法
律がある（Alcoholic Beverages Control Act, BE 2251 (2008), s 32）。広告宣伝は、社会的・創造的知識
を与えることに限定されており、製品やその製造者に関連するシンボルやロゴを表示することも含まれる。
しかし、「王国外から放送される広告宣伝」については、これらの規則が適用されないという例外が明示
的に設けられている。そのため、タイ国外から発信されるクロスボーダー・マーケティングは規制の対象
外となっており、インターネットやソーシャルメディアを通じたアルコール・マーケティングに関する規
制を効果的に実施することは、依然として大きな課題となっている。 

6.1.6 フィンランド―デジタル・マーケティングの制限はあるが、適用に課題 

2015年に初めて施行されたフィンランドの法律上の規定38は、ソーシャルメディア・マーケティングの
手法に焦点を当て、ソーシャルメディア・マーケティングの参加型側面の重要性に対応するという、ソー
シャルメディアにおけるアルコール広告宣伝の制限に対する斬新なアプローチを示している（Carah, 
2017）。この法律では、ゲーム、宝くじ、コンペティション（オンラインを含むあらゆる媒体）内やそれ
らを使用したアルコールの広告宣伝を禁止しているほか、マーケティング担当者がP2P送信用の素材を作
成することや、消費者が生成した素材を広告宣伝に使用することを禁じている（Montonen & Tuominen, 
2017）。この制限は、フィンランド国内のマーケティング素材と、フィンランドのオーディエンス（広告
の受け手）を対象としたフィンランド国外からの素材に適用される。フィンランド語の特異性により、こ
のような評価は妥当であるが、多くの管轄区域で同じことは当てはまらないだろう。 

 
38 Alkoholilaki [The Alcohol Act] 1143/1994 Helsinki: Ministry of Social Affairs and Health Finnish at 

https://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1994/en19941143_20140152.pdf（閲覧日：2022 年 5 月 5 日）。 

https://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1994/en19941143_20140152.pdf%EF%BC%88%E9%96%B2%E8%A6%A7%E6%97%A5%EF%BC%9A2022
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2014年から2017年にかけてフィンランドとスウェーデン国内におけるアルコール・ブランドによるソ
ーシャルメディア上の公開投稿を比較した研究では、フィンランドの法律は、ブランドによるソーシャル
メディアの利用全般や、消費者との交流を引き出すソーシャルメディア上の手法（ハッシュタグや小売業
者などとのコラボレーションなど）の展開を減少させていないようであると報告されている（Kauppila et 
al., 2019）。ソーシャルメディア・プラットフォーム側が、ユーザーによる公開投稿の共有やコメントを
無効にすることはなかった。フィンランドの改正法は、アルコールのマーケティング担当者が共有される
可能性のあるコンテンツを生成することを禁止するという意味で、全面的な禁止を要求していると解釈で
きるが、コンテンツ共有を前提に構築された環境では実施されていない（Katainen et al., 2020）。 

 
フィンランドの事例は、消費者がメッセージを共有する役割を果たすデジタル・プラットフォーム上で、

特に国境を越えた文脈において、アルコール・マーケティングの参加型側面を規制しようとすることの難
しさを示している。これらの研究（Kauppila et al., 2019; Katainen et al., 2020）で注目すべき点の一つ
は、投稿の内容が2017年の法律の施行を所管するフィンランドの監督当局が発行した2018年のガイドラ
インに準拠しているか否かを判定する際に、研究者が苦労したという点である。投稿が同法の別の規定、
つまりゲームやコンペティション、宝くじへのリンクを含めてはならないという規定に準拠していないか
どうかを判定する際には簡単に意見が一致した。しかし、投稿に消費者が制作したコンテンツが含まれて
いるか、消費者による推薦が含まれているか、共有された提案が含まれているかについては、簡単に意見
が一致しないことが判明した（Katainen et al., 2020）。こうした「研究対象としてのソーシャルメディ
アの課題」は、執行機関がソーシャルメディアのコンテンツを規制する際の潜在的な難しさも示唆してい
る。 

6.2 欧州連合におけるアルコール・マーケティング規制 
視聴覚メディアサービス指令（AVMSD, 2010）は、欧州連合におけるアルコール・マーケティングの

規制に関する基本的な基準を定めたものである。AVMSDは、「視聴覚メディアサービス」に適用され、
「視聴覚商業通信」、すなわち「特にテレビ広告宣伝、スポンサーシップ、テレショッピング、プロダク
ト・プレイスメントを含む」形態が含まれる（第1条第1項）。AVMSDの下、EU加盟国は、管轄下にある
メディア・サービス・プロバイダーが、「アルコール飲料の視聴覚商業通信は、特に未成年者を対象とし
てはならず、当該飲料の過度の消費を助長してはならない」（第9条第1項（e））という義務を遵守する
ようにしなければならない。また、AVMSDは、「アルコール飲料に関する不適切な視聴覚商業通信」の
共同規制および自主規制の整備を奨励している（第9条第3項）。AVMSDによれば、すべてのアルコール
に関するテレビ広告宣伝は、「禁酒や節酒を否定的に表現しない」（第22条第1項（e））など、一定の基
本原則にも従わなければならないことになっている。これらの基準は、詳細の欠如と、未成年者を対象と
した広告の制限に重点を置いていることで批判されてきた。すなわちこの基準は、未成年者を対象とはし
ていないが、未成年者にとって魅力的であり、影響を与える可能性があるアルコール・マーケティングの
問題を見逃しているという批判がある（Bartlett & Garde, 2013）。 

 
加盟国は、「受信の自由」を確保し、「［本］指令の範囲内にある理由により」他のEU加盟国からの

「視聴覚メディアサービスの自国領域内での再送信を制限してはならない」と義務付けられている（第3
条第1項）。この「原産国」原則は、EUの28加盟国全体で視聴覚メディアサービスの規制に一貫性を持た
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せ、「ある加盟国に設立されたメディアサービス事業者を、そのサービスを受ける他のEU加盟国が課す
［追加的］制限から保護する」ことを目的としている（European Commission, 2018）。AVMSDは、限
定的な状況下において、EU加盟国に対し、当該加盟国の管轄下にあるメディア・サービス・プロバイダ
ーを対象に、AVMSDの規則よりも「より詳細で厳格な規則」を課すことを認めている（第4条第1項）。 

 
フランスやスウェーデンなど、一部のEU加盟国はこれまで、AVMSDの基準よりも厳しいマーケティン

グ基準を実施することを選択してきた。しかし、アルコール・マーケティング規制の基準を強化する権利
は、クロスボーダー・マーケティングへの適用において困難に直面している。1987年から英国に進出し、
スウェーデンのより厳格なアルコール・マーケティング規制に適合しない形で同国に向けてスウェーデン
語で放送していた放送局2局に対し、スウェーデンのアルコール・マーケティングに関する規制を適用す
ることが、原産国規則によって阻まれたのである。スウェーデンは欧州委員会に対し、この放送局2局を
対象にスウェーデンの法律に基づく措置を講じたい旨を通知した。2018年、欧州委員会は、スウェーデン
が「設立国の原則を逸脱することはできず、放送局がスウェーデンのより厳しいアルコール広告宣伝規則
を回避するために英国に設立したという主張を退ける」判断を下した（Garde, 2020; European 
Commission, 2018）。この欧州委員会の決定には、放送局が設立された時点でスウェーデンの法律を回
避する意図があったか否か（設立が何年も前であれば示すことは非常に難しい）を検証したことなどが批
判されている（Dramstad, 2018）。さらに、この問題は、クロスボーダー・マーケティングを統制する場
合、国家間の協力がいかに必要かを示している。自国の領域から発信されたクロスボーダー・マーケティ
ングが、アルコール・マーケティングについてより厳しい基準を採用している他国のオーディエンスに受
け取られる場合、それを統制する意思があるかどうかも含めてだ。 

 
英国が2020年にEUを離脱したことで、両放送局はEUの判断に基づくスウェーデン語による国境を越え

た広告宣伝の保護を失った。2021年初め、両社は放送免許をスウェーデンに戻し、チャネルでの広告宣伝
にアルコール法を含むスウェーデンの規則を適用すると発表した39。これは、テレビまたはラジオでアル
コール広告宣伝を放送する法的権利（第10条）を失うことを意味している40。 

6.3 コ・レギュレーション（共同規制） 
アルコール・マーケティングのコ・レギュレーション（共同規制）は、世界アルコール戦略やSAFERテ

クニカルパッケージで構想されている。例えば、SAFERテクニカルパッケージ（WHO, 2019b）では、各
国が整備すべきものとして以下のように記載されている。 

 
アルコール広告宣伝への暴露の禁止または包括的な制限。可能であれば法的根拠を伴う規制または共同

規制の枠組みを設定することによって、また、適切な場合には、特に未成年者に対するアルコール製品の
マーケティング・広告宣伝の排除に寄与する自主規制措置によって［支えられる形で］制定・実施するこ
とができるもの。 

 
39 次を参照。https://www.nentgroup.com/sustainability/our-culture-conduct-and-content（閲覧日：2022 年 2 月 20 日）。 

40 スウェーデンのアルコール法については、次を参照。 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/alkohollag-19941738_sfs-1994-1738（閲覧日：2022 年 2 月 20 日） 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
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アルコール製品のマーケティングに関する効果的な監視システムを整備することができる公的機関また
は独立した機関。 

 
共同規制は、自主規制とは区別される。EUの文脈では、共同規制は「EUの立法行為により、立法機関

が定義した目的の達成を、その分野で認定された当事者（事業者、社会パートナー、非政府組織、団体な
ど）に委ねる仕組み」（European Parliament, Council and Commission, 2003）と定義されている。この
ように、政府と、産業界・専門家・市民社会といった別のアクターとの間で規制責任を分担することが、
共同規制の特徴である。前述のように、世界アルコール戦略の指導原則は、アルコールに関連する害を予
防し減らすための公共政策と介入は、公衆衛生上の利益を指針として策定されるべきであり、明確な公衆
衛生目標と入手可能な最善の証拠に基づくべきであるというものである。規制に法的根拠があると、非国
家主体が重要な役割を担っていたとしても、法律の制定、精査、監督、説明責任といった政府のプロセス
が共同規制の取り決めに適用されるため、公衆衛生目標を達成する共同規制モデルの能力を強化するので
ある。 

6.4 業界の自主規制 
国内および国際的なレベルで、アルコール産業やその他の商業的な関係者は、アルコール・マーケティ

ングを対象とした規制制度や行動規範を運用している。これらの制度は、「業界の自主規制」と呼ばれる
ことがある。本報告書では、業界の自主規制とは、政府から独立した業界による規則制定・施行活動の集
団的かつ自主的な開始・実施のことを指す。政府は、こうした取り組みの存在を容認しても差し支えない
が、こうした産業界の制度には法的根拠がなく、政府は制度の設計や運用に関与しない。この点において、
これらの制度は共同規制（上記参照）とは異なる。 

 
アルコール業界は、業界の説明責任と自主規制の成功を強調し、法的規制の有効性に異議を唱え、個人

の責任に焦点を当てることで、マーケティングに関する法的統制に対して反対している（Savell, Fooks & 
Gilmore, 2016）。業界の規制制度や行動規範の分析では、アルコールの有害な使用を減らす上で効果が
あったという証拠は示されていない（Noel, Babor & Robaina, 2017; Noel et al., 2017; Hastings, Brooks, 
Stead, et al., 2010; Carah & Brodmerkel, 2021）。これらの制度の多くは会員制であり、業界関係者が制
度に加入していない場合、そのマーケティングは制度の規則の適用を受けないため、制度の適用範囲は不
十分である。また、アルコール・マーケティングの形態によっては、制度の対象外となっているものもあ
る。これは、業界側がこうした形態のマーケティングを制度の対象にすることに対する消極論が根強いこ
とを反映していると思われる。スポンサーシップはその典型例であり、多くの自主規制制度の適用対象か
ら除外されている。さらに、自主規制制度は通常、マーケティング担当者が合理的な程度に管理できるマ
ーケティング・コミュニケーションにのみ適用される。例えば、マーケティング担当者が運営するソーシ
ャルメディアのページで消費者からコメントを募集する場合、その担当者は、それらのコメントが規範を
遵守していることを確保するために、コメントを管理する責任を負う。ただし、マーケティング担当者が
ハッシュタグを作成し、消費者が自身のプロフィールでそのハッシュタグを使用することを奨励する場合、
マーケティング担当者は通常消費者がそのハッシュタグを使用して公開するコンテンツに責任を負うこと
はない。 
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また、業界の制度が、業界による新製品や新しいマーケティング手法の革新に遅れをとることもある。
ブランドエクステンションや代理広告宣伝がその一例である。このことは、アルコール風味のアイスクリ
ームやソースなど、非アルコール飲料に関連するブランドエクステンションに関連する場合、長い間論争
の的になっていた。しかし、ビールのような伝統的なアルコール飲料のノンアルコール版である場合には、
より複雑になってきている。自主規制コードは、世界的メーカーにある程度の裁量を与えているようで、
例えば、アルコール飲料と同じカラーリングでアルコール・ゼロ製品を広告宣伝したり、アルコール飲料
では受け入れられないマーケティングのイメージや連想（ウォータースポーツの乗り物の運転など）を容
認したりしている（Burnett, 2021）。 

 
さらなる問題として、これらの自主規制制度で設定される基準は甘く、未成年者などを暴露から守るた

めのアルコール・マーケティングを統制できない傾向があることが挙げられる。これらの制度は一般的に
コンテンツの規制に重点を置いており、アルコール・マーケティングの形態や量には（あったとしても）
あまり注意を払っていない。コンテンツ規制は非常に複雑で、内容・適用の両面において、消費者ではな
く広告主に有利な傾向がある。しかし、コンテンツ規制は、多くの国で主流の規制形態であり、マーケテ
ィングが許容されるか否かは、一般に、合理的な地域社会の構成員の観点から検証される。コンテンツ規
制は、例えば、通常子どもに届くものの、子どもを「ターゲット」とするマーケティングを禁止する規則
に厳密には違反しないようなマーケティングにおけるコンテンツなど、問題のあるコンテンツを対象とし
ていないため、欠陥がある可能性がある。こうした策定の仕方は、大多数が大人であるオーディエンス中
には相当数の子どもがいることや、マーケティングがユーモアや漫画のキャラクターなど、子どもにとっ
て魅力的なテーマやコンセプトを日常的に使用しているという事実を無視している（Pettigrew et al., 
2012, 2020）。また、自主規制のルールが曖昧すぎて、解釈が分かれる可能性もある（Noel et al., 2017）。
この問題は、アルコール飲料が性的能力、身体的能力、運動能力、知的能力や社会的、経済的地位を高め
ることを示唆するマーケティング・コミュニケーションの禁止を含む多くの規範に見られる。 

 
アルコールに関する自主規制のその他の弱点としては、制度が業界によって支配される傾向があること

や、ルール策定、管理、コンプライアンスまたは執行にあたり、独立していない組織を使用することが含
まれる。コンプライアンス制度は、特定の広告宣伝の自主規制ルールへの不適合の疑いについての苦情を
申し立てる個人や利害関係団体次第であることも多い。苦情は、制度を通した場合、コンプライアンスの
有無を決定するのは、しばしば業界の代表者によって委員が任命されているパネルである（Noel & Babor, 
2017）。複数の国の複数の研究により、アルコール・マーケティングは日常的に業界の自主ルールに違反
しているが、いかなる執行手続きの対象にもならないか、業界の裁定パネルで執行手続きを受けるが、違
反はないとされることが判明している（Noel, Babor & Robaina, 2017）。 

6.4.1 クロスボーダー・アルコール・マーケティングに関する国内業界の自主規制 

マーケティングに関する業界の自主規制は、アルコールに関するものを含め、多くの国で一般的である。
アルコール・マーケティングに適用される自主規制制度は、アルコール生産者、広告主、特定のメディア
（ラジオ、テレビ、屋外メディア、デジタル・プラットフォームなど）の所有者など、さまざまな業界に
よって整備されている場合がある。また、アルコール・マーケティングは、複数の自主規制制度の適用を
同時に受ける場合がある。これらの制度の中には、アルコール・マーケティングに特化したものもあれば、
すべてのマーケティングを対象にした基準を設定し、アルコール・マーケティングはそれらの一般的な基
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準に包含されるものもある。制度によっては、アルコール・マーケティングの内容ではなく頻度など、特
定の側面を統制するものもある。また、制度によっては、実質的な基準が異なる場合もある。一つのマー
ケティング・コミュニケーション、例えば、1本のテレビ広告宣伝が、複数の自主規制制度の下で規制の
対象となることもあり得る。このように多くの規制制度があるにもかかわらず、どのルールの適用も受け
ないアルコール・マーケティングの形態が存在する可能性がある。 

 
その一例が、オーストラリアのアルコール飲料広告コード（ABAC）の責任あるアルコール・マーケテ

ィング・コード（Responsible Alcohol Marketing Code）である。ABACコードは、ビール、ワイン、蒸
留酒の生産者と多くのアルコール小売業者からなるオーストラリアの業界団体によって構成され、資金拠
出を受ける会員制のイニシアチブである。ABACコードは、「マーケティング担当者（ABACに加盟して
いるアルコール飲料の生産者、流通業者、小売業者）により、またはその合理的な統制の下で行われるオ
ーストラリアでのマーケティング・コミュニケーション」に関連する規則を定めている。同コードは主に
内容に関する規則を定めており、例えば、アルコールの過剰な消費や早飲みを促すようなマーケティング
を禁止している。最近では、「マーケティング・コミュニケーションは、（信頼できる最新のオーディエ
ンス構成データがある場合、それに基づいて）オーディエンスの75％以上が成人であると合理的に予想さ
れる場所にのみ配置できる」、未成年者を排除するために「利用可能な年齢制限規制」を使用しなければ
ならないといったマーケティングの配置に関する規則が、ABACコードに追加されている。ABACコード
は、ソーシャルメディア・プラットフォームで「利用可能な年齢制限規制」を実施する方法について、責
任ある飲酒のための国際連合（IARD）（第6.4.2項を参照）のガイダンスを提供している。ABACコードの
基準は、苦情ベースの制度を通じて実施され、裁定はこの制度の業界加盟団体によって任命されたグルー
プによって行われる。同制度は、アルコール産業の代表者と政府の代表者1名からなる運営委員会によっ
て運営されている。 

 
ABACコードは、クロスボーダー・マーケティングに明示的には適用されない。オーストラリアで制作

され、オーストラリアで閲覧されない広告には適用されないと思われる。ABACコードは非会員には適用
されないため、オーストラリアのABAC会員が関与しないオーストラリア国外発のマーケティングは、た
とえそのマーケティングがオーストラリア国内のオーディエンスによって受け取られたとしても、対象に
はならないことになる。 

6.4.2 クロスボーダー・アルコール・マーケティングに関するグローバルな自主規制 
コード 

責任ある飲酒のための国際連合は、2025年までに「アルコールの有害な使用を少なくとも10％相対的
に削減する」というWHOの目標達成に貢献することを目的として明言している業界団体である。IARDに
は、世界の主要なアルコール企業のほとんどにあたる12社が加盟している（IARD, 2021b）。さらに、世
界各国から51の業界団体と社会的側面に関する組織がIARDのパートナーシップ協議会に参加している
（IARD, 2021c）。IARDのウェブサイトには、クロスボーダー・マーケティングについての具体的な言及
はないものの、アルコール・マーケティングの規制、特にデジタル・マーケティングに関する規制につい
てはコミットメントを行っている。IARDの会員はTNACであることから、親会社や関連会社が制作するす
べてのアルコール・マーケティングに後述のコミットメントを適用できる立場にあるはずであり、そうし
たマーケティングの多くはクロス・ボーダーな性質のもの、すなわち、ある管轄区域で制作され、他の管
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轄区域で拡散されるマーケティングのコンセプトや資料である。IARDは、衛星放送や、スポンサーシッ
プのような他の形態のクロスボーダー・マーケティングについては、何らコミットメントを行っていない。 

 
2011年には、IARDの前身であり、会員企業もほぼ同じである国際アルコール政策センターが、「指導

原則：会員企業に適用する飲料用アルコールのマーケティング・コミュニケーションの自主規制
（Guiding principles: self-regulation of marketing communications for beverage alcohol to apply to its 
members）」（以下「指導方針」）を発表した（International Center for Alcohol Policies, 2011）。指導
方針で行われたコミットメントをクロスボーダー・マーケティングに適用することに障害はないにもかか
わらず、2014年のFIFAワールドカップ期間中にブラジルから衛星放送で複数の国に放送されたアルコー
ル広告宣伝87件のうち75件（ユニーク件数）で指導方針に違反していたことが明らかになった（Noel et 
al., 2017）。 

 
そして2014年、IARDは「生産者のコミットメント（Producers’ commitments）」（2013–2017）の一

環として「デジタル・マーケティング原則―飲料用アルコールのマーケティング・コミュニケーションの
自主規制―（Digital marketing principles – self-regulation of marketing communications for beverage 
alcohol）」（以下「デジタル原則」）を発表した（IARD, 2014）。IARDのデジタル原則は、IARDの会員
12社にのみ適用されるもので、以下のように定めている。 

 
未成年者との関係では、年齢確認メカニズムを使用すること、マーケティング・コミュニケーションの

配置を、オーディエンスの70％以上が法定購入年齢に達していると予想される文脈に限定すること、コン
テンツの共有が可能なプラットフォームでは、未成年者とのコンテンツの共有について警告するコンテン
ツ転送通知を含めること。 

責任ある飲酒に関するメッセージを盛り込むことで責任ある消費を後押しすること、自社が管理するウ
ェブサイト上でユーザーが生成したコンテンツを監視し、不適切なコンテンツを削除すること。 

アルコール会社は、一般消費者を装って営利目的を偽って表示してはならないという意味で、透明性を
確保すること。 

ダイレクト・マーケティング・コミュニケーションの受信に消費者の同意を得ることを義務付け、活動
国におけるデータ収集を規制する法律を遵守することで、消費者のプライバシーを尊重すること。 

 
これらのデジタル原則は、IARD会員企業によって、またはIARD会員企業のために作成されたコンテン

ツについて、当該コンテンツが表示されるプラットフォームをIARD会員企業が管理する場合のみに適用
される。プラットフォームも企業も、商業的関係を構成しないソーシャルメディア上の配信には責任を負
わないため、保護措置の適用に相当のギャップが生じる。このギャップは、2019年にIARD、Facebook
（Instagramを含む）、Snapchat、YouTubeの提携を通じて、プラットフォーム上での年齢審査と、ユー
ザーによるアルコール・マーケティングのブロックを可能にすることに焦点を当てた結果、若干狭まった
（IARD, 2019）。IARDは、これらの保護措置を「2024年までに少なくとも95％のオンライン・アルコー
ル・マーケティングに導入し、可及的速やかな完全遵守の達成を目指す」ことを約束している（IARD, 
2021a）。また、IARDは、アルコールフリー製品へのアルコールのブランドエクステンションのマーケテ
ィングにおいて未成年者を対象にしないことを宣言している（IARD, 2021a）。 
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また、IARDは最近、「アルコール・マーケティングにおけるソーシャル・インフルエンサーの利用に
関する責任基準（responsibility standards for the use of social influencers in alcohol marketing）」を策
定した（IARD, 2021b）。この新しい基準は、IARDの会員企業と大手マーケティング会社やメディア企業
との提携によるものである。この基準には、以下の内容が含まれている。 

 
投稿は、マーケティング・コンテンツであることが明確に識別されている。 
インフルエンサーは、健康強調表示をしない、違法行為や過度の消費を助長しない、法定購入年齢に達

していない人の飲酒を奨励しない、製品を社会的・性的成功に結び付けない、禁酒を否定的に位置付けな
い、など。 

可能な限り年齢確認メカニズムを使用するか、効果的な年齢確認が不可能な場合は25歳以上のインフル
エンサーを使用する。 

責任ある飲酒についての理解を促進し、多量飲酒、妊娠中の飲酒、飲酒運転、未成年者の飲酒を抑制す
るためのオンラインリソースやメッセージを紹介する。 

 
IARDは、コンプライアンス遵守のために定期的な監査と監視を行うことを約束している。違反する素

材が見つかった場合、IARDの会員企業は、ソーシャルメディアのインフルエンサーにその素材を削除す
るよう求め、72時間以内に削除されない場合は、そのインフルエンサーとの「関係を見直す」としている。 

6.5 アルコール会社の企業行動規範 
個々のアルコール会社は、自社製品のアルコール・マーケティングについて独自の行動規範を定めてい

る場合がある。これらは、業界全体の基準ではない。むしろ、企業によって自主的に策定され、同社の製
品のマーケティングに関する企業の実践についての原則や基本的なルールについての幅広い内容の声明が
含まれている。また、通常、広告宣伝基準に関する規範など、国内の法律や業界の行動規範を遵守するこ
とも約束されている。また、企業がポリシーを遵守しているかどうかを監視・検証するための仕組みを構
築することもあり、これには独立した第三者が関与する場合もあればしない場合もある。これらのポリシ
ーの焦点は、法定飲酒年齢未満の若者をターゲットにしないこと、および過度または無責任な飲酒を助長
しないことにある。このようなポリシーは、年齢ゲートを設けることを提案していることが多いが、米国
では、年齢ゲートがアルコール企業のウェブサイトへのアクセスを防ぐ上で有効であるとは示されていな
い（Barry et al., 2021）。 

6.6 デジタル・プラットフォームの企業行動規範 
デジタル・プラットフォームは、アルコール・マーケティングが特定の国の法律に従わなければならな

いと述べている。その結果、アルコール・マーケティングは、例えばリトアニア、ノルウェー、ロシア連
邦のような国別の規制に従って禁止または制限されている。これらの国は、基本的な年齢ゲートツールを
利用できるようにすることを義務付けており、IARDとの最近の取り決めにより、使用される年齢監視技
術が増える可能性がある（上記の第6.4.2項を参照）。年齢ゲートツールは、アルコール広告主のアカウン
トと広告宣伝に限定されており、他の人によるソーシャルメディアへの投稿には適用されない。また、ユ
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ーザーが登録時に年齢を正確に入力し、自分のプロファイルを通じてのみプラットフォームにアクセスす
る場合にのみ有効である。今回、ある企業は、ソーシャルメディア・インフルエンサーが制作するブラン
ドコンテンツに関するガイドラインを導入した。ソーシャルメディア・インフルエンサーを含むプラット
フォームのユーザーは、ブランドコンテンツのプロモーションを希望する場合、スポンサーを「タグ」付
けし、投稿を有償コンテンツとして認める同社の「ブランドコンテンツツール」を通じてスポンサーシッ
プの取り決めを登録することにより、当該取り決めを開示することが義務付けられた。（Facebook, n.d.)．
また、同社は、ページやページへの投稿に「制限付きオーディエンス」を設定したり、自社のニュースフ
ィードのキュレーションを行ってターゲット・オーディエンスにリーチしたりする機能を提供していると
述べている（Facebook, n.d.A）。しかし、こうしたツールやポリシーは、スポンサーのついていない個
人の投稿には適用されない。 

 
また、プラットフォームは、広告主に対して「略奪的な広告行為を行わない」よう求めている。このガ

イドラインは事実上の自主規制である。プラットフォームにおけるターゲティングについて独立した監
視・評価は行われていない。プラットフォームの広告宣伝モデルは、価値の高い消費者を見つけるために
調整されている。アルコール広告宣伝の場合、これは多量飲酒者を見つける傾向があるが、アルコール広
告主がそのような飲酒者をターゲットにするのを防ぐための統制は存在しない。一部のプラットフォーム
では、個々のユーザーがアルコール広告宣伝から「自己除外」することができるが、これらの設定は明確
に公表されておらず、見つけるのが困難である。 

 
2018年以降、ある企業では、個々のユーザーに対する禁止行為をまとめた「コミュニティ基準」を公表

している。例えば、たばこやアルコールに関しては、「アルコールやたばこ製品を購入、販売、取引、寄
付、贈与しようとするコンテンツで、実在する実店舗、正規のウェブサイト、ブランドを代表するページ、
またはグループによって投稿されていないもの」を禁止している（Facebook, n.d.A.）。また、有料広告
宣伝（Facebook, n.d.B）や商業販売（Facebook, n.d.C）を目的とした禁止・制限コンテンツを概説した
具体的なポリシー文書も存在する。許可されたコンテンツに関する一般的なガイダンスを提供するポリシ
ー文書がある一方で、ガイドラインの適用に関連するプロセスはやや不透明である。 

 
要するに、ソーシャルメディア・プラットフォームのモデレーション・プロセスは次のように機能する

（Barret, 2020）。コミュニティ基準やその他のポリシーに違反しているとされるコンテンツ（例：誤情
報）は、人工知能アルゴリズムによって自動的にフラグが立てられるか、プラットフォームのユーザーに
よって通報されることがある。当該コンテンツ（投稿、動画など）は、コンテンツモデレーターに送られ、
それが基準に違反しているかどうかを判断する。違反している場合、プラットフォームはそのコンテンツ
を削除し、その結果、ユーザーに利用禁止・停止処分が下される可能性がある。ある企業は、コンテンツ
モデレーターに対して、どのような場合にコンテンツが禁止されるかを詳細に示したガイドラインを提供
しているが、一般には公開されていない（Hern, 2021）。2020年時点で、ある企業は約15,000人のコンテ
ンツモデレーターを雇用しているとされるが、その多くは外部委託であり、フラグが立ったコンテンツの
適切性を判断するために最小限の時間（約150秒）が与えられた後に判断を下している（Koetsier, 2020; 
Hern, 2021）。そのモデレーション・プロセスは、場当たり的であるとの批判が多く、有害と思われるコ
ンテンツを見逃すケースもあれば、健全と思われるコンテンツを削除するケースもある（Barret, 2020）。 

アルコール広告宣伝規制をめぐるソーシャルメディア・プラットフォームの自主規制枠組みの有効性を
評価する研究は、その大部分が、年齢制限メカニズム（年齢ゲートなど）を通じて若者がどの程度暴露か
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ら保護されるのかについて検討するにとどまっている（Pierce et al., 2021; Williams, McIntosh & Farthing, 
2021）。一般に、ユーザーやブランドが生成したコンテンツを含むアルコール・マーケティングへの暴露
は相当なものであり、現在のメカニズムでは不十分である可能性を示唆している（Jones et al.,2016）。 

 
しかし、たばこのマーケティングが一部のソーシャルメディア・プラットフォームで禁止されているこ

とを踏まえると、これらのプラットフォームは、アルコール広告宣伝の潜在的禁止を監視・実施する企業
の能力を評価するためのケーススタディとなる。たばことたばこ関連製品（電子たばこ、喫煙具など）の
販売とプロモーションは、Facebookの「広告ポリシーとコマースポリシー」（Jackler et al., 2019）で禁
止されている。この禁止は、「サービスがたばこやたばこ関連製品の販売につながらない限り」
（Facebook, 2018 cited in Jackler et al., 2019）たばこ関連のコンテンツの共有には及ばない。また、た
ばこ関連グッズ（Tシャツなど）のプロモーションなど、ブランドエクステンション活動にも及ばない。
Jacklerら（2019）による評価では、Facebookにおけるたばこ関連マーケティングの水準は、商品の種類
によってさまざまであることが判明した。全体として、388のたばこブランドのうち28％がブランドスポ
ンサー付きページを保有していた。 

6.7 クロスボーダー・アルコール・マーケティングに影響を
与えるデジタル・メディアの規制：個人情報の利用制限 

多くの企業がユーザー情報を収集し、それを蓄積・分析することで、特定のユーザーをターゲットにし
た差別化を図っている。このような慣行は、デジタル・プラットフォームの台頭とともに加速しており、
検索エンジン、ソーシャルメディア、携帯電話、電子商取引会社は、見込み客に対し製品を販売促進する
ためにこの情報を利用している。第3.7節で述べたように、個人データの収集は、ターゲットを絞ったア
ルコール・マーケティングを促進するために利用されてきた。メディアプラットフォームは、適用除外
（「オプトアウト」）を要求する顧客が、アルコール飲料に関する広告宣伝またはその他のプロモーショ
ン素材を受け取らないようにする技術的能力を有している。そうしたプラットフォームは、適用される個
人データ保護法に従って、そのような適用除外を要求する権利があることをユーザーに伝達することを求
められる可能性がある。しかし、「オプトアウト」が、アルコール・マーケティングにさらされないこと
で最も恩恵を受ける顧客によって利用されているかどうかは、明らかではない。 

 
個人情報の収集を制限する規制は、デジタル・メディアにおけるアルコール・マーケティングの影響を

軽減するための別の手段となる可能性がある。複数の管轄区域では、非常に高い水準の個人データ保護を
規 定 す る デ ー タ 保 護 法 が 制 定 さ れ て い る （ Breitbarth, 2019 ） 。 こ れ に は 、 英 国 （ Information 
Commissioner’s Office, 2021）や、2018年消費者プライバシー法（CCPA）のあるカリフォルニア州が含
まれる。また、厳格な個人データ保護体制の他の例として、EUの一般データ保護規則（GDPR, 2016）が
挙げられる。GDPRは、個人が自身の個人データをより自由に管理できるようにすることを目的としてお
り、ウェブサイト運営者を含むデータ管理者は、情報収集（サードパーティクッキーなど）にあたり個人
の同意を求めることを義務付けている（Hu & Sastry, 2019）。この同意は、「自由に与えられ、具体的で、
情報を与えられた、曖昧でない」ものでなければならない（GDPR, 2016 art 7）。GDPRのその他の規定
には、以下のようなものがある。1）自身の個人情報やデータにアクセスする権利、2）忘れられる権利
（すなわち、個人データの消去を要求できる）、3）ダイレクトマーケティング目的の個人データの使用



 

 

6 クロスボーダー・アルコール・マーケティングの規制：現在のアプローチと課題  74 

に異議を唱える権利（Hoofnagle, van der Sloot & Borgesius, 2019; Information Commissioner's Office, 
2021）である。特に後者は、オンラインのターゲット・マーケティング／行動ターゲティング広告は個人
データがあって初めて効果を発揮することを踏まえると、関連性が高い。 

 
2018年以降、複数のEU加盟国は、GDPRの規定を自国の文脈で積極的に施行し、違反行為に制裁を科

している。最近の報告によると、「GDPR適用以降、281,000件以上のデータ侵害の届出があり」、「2億
7,250万ユーロ」の罰金が科された（McKean, Kurowska-Tober & Waem, 2021）。2019年1月、フランス
のデータ保護当局である国家情報化・自由化委員会（CNIL）は、GDPRの複数の規定条項に違反したとし
て、あるインターネット企業に5,000万ユーロの罰金を課した（Tambou, 2019）。中でもCNILは、同社
がデータ収集とプライバシー保護に関する情報を十分に提供せず、「有効な同意」なしにパーソナライズ
ド広告のためのデータを収集・処理していたと主張した（Tambou, 2019）。「あらかじめチェックされ
たボックス」が使用され、「ユーザーは選択肢の内容を確認するために『その他のオプション』というボ
タンをクリックする必要がある」ため、「同意は曖昧であり、具体的でもない」と判断された（Tambou, 
2019）。 

 
厳しい個人情報保護規制に共通する要素は、ユーザーからデータを収集する前に、意味のある同意を求

めることである。ウェブサイトでの個人情報の収集は、暗黙の同意に基づいて行われることが多かったが
（例えば、アカウントの作成やウェブサイトの閲覧は、オプトアウトする機会がほとんどないまま、同意
したとみなされる）、プライバシー規制の新しい方向性は、ユーザーによる積極的な行為で同意を示すこ
とを義務付けることである。この明示的同意モデルの下では、「暗黙の同意」の通知、事前選択されたチ
ェックボックス、クッキーウォールを表示するだけでは不十分であり、ユーザーが同意するのと同じくら
い簡単に同意を撤回できなければならない（O'Neill, 2018）。このモデルは、EUがGDPRで採用したほか、
他の複数の国でも採用されている。タイでは、個人情報保護法においてこのようなアプローチがとられて
いる。タイの法律では、個人データの収集、使用、開示にはデータ主体の「事前同意」が必要であり、デ
ータ主体の生命への危険を抑制する場合など、限られた場合のみにおいて例外が認められている（One 
Trust Data Guidance, n.d.）。有効な同意は、書面または電子的手段で明示的に行われる必要があり、同
意の要請はデータ主体に提供される他のコンテンツとは区別される必要があり、要請は簡単にアクセスで
き、分かりやすく、平易な言葉で記載され、欺瞞的または誤解を招くものであってはならない（One 
Trust Data Guidance, n.d.）。ブラジルは、個人情報の収集に対するデータ主体の同意があることを証明
するためのより厳しい要件を設けた別の管轄区域である。ブラジルの一般データ保護法（General Data 
Protection Law）は、「同意は特定の目的に言及するものとし、個人データの処理に関する一般的な承認
は無効とみなす」と定めている(IAPP, 2020)。 

 
ソーシャルメディアにおける「パーソナライズされた」ターゲティング広告への移行を踏まえると、広

告の監視と特定が特に困難であることが一つの明らかな課題となっている（Centre for Data Ethics and 
Innovation, 2020）。これはまた、アルコール・マーケティング戦略を記録・研究する試みをより困難に
している。一般市民が容易にアクセスできる従来の広告とは異なり、的を絞ったアルコール広告宣伝は、
特定のユーザーのニュースフィードに埋もれてしまい、研究者や規制当局からは「見えない」存在となる
可能性がある。大手テクノロジー企業のデータ収集と使用に対する規制強化が必要であるという認識が国
際的に各国政府の間で高まっているにもかかわらず、情報へのアクセスに関する「極端な非対称性」が存
在する（Centre for Data Ethics and Innovation, 2020）。ほとんどの場合、各国政府や規制当局は、デー
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タがどのように収集され、ターゲット・マーケティングに利用されるのかについて十分な情報を得られて
いない。カナダ政府は、こうした問題に対処するための改革案を検討し、「アルゴリズムの透明性」とい
う概念を提案している。これは、企業が人工知能システムを使用して「個人に関する重要な予測、推奨、
決定を行う（中略）」方法について「透明性を確保しなければならず」、「個人は、企業に対してどのよ
うに予測、推奨、決定を行ったかを説明し、（中略）情報がどのように取得されたかを説明するよう要求
する権利を有することになる」ことを意味する（Government of Canada, 2020）。このような変更は、規
制当局にマーケティングの対象を絞るアルゴリズムの機能についての洞察を提供することにより、ターゲ
ット・マーケティングを監視し、取り締まる取り組みを支援することになる。 
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キーメッセージ 
● WHOのGISAHデータベースによると、ほとんどの国がデジタル・アルコール・マーケティン

グを特に規制していない。66%の国では、デジタル・アルコール・マーケティングについて国
による具体的な規制はなく、部分制限は17%のみ、禁止は18%である。 

 

● アルコール・マーケティングに関する優れた規制を導入している国もある。これらの国が規制
を実施する際に直面する課題を理解することは、すべての国にとって有益なことである。 

 

● 個々の消費者は、ターゲットを絞ったアルコール・マーケティングからオプトアウトする機会
が与えられるべきである。 

 

● 国内および国際的なレベルでアルコール・マーケティングを統制するために用いられている自
主規制のメカニズムは、十分とは言えない。 

 

● デジタル・プラットフォームにおけるクロスボーダー・アルコール・マーケティングは、ウェ
ブプラットフォームが採用する「モデレーター」によって、不十分に対処されているに過ぎな
い。デジタルデータのプライバシー要件を通じて、改善する可能性がある。 
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9 結論 
クロスボーダー・アルコール・マーケティングは、アルコール・マーケティングにおいて、ますます重

要な位置を占めている。クロスボーダー・マーケティングはかつて、衛星放送、ラジオ、海外の雑誌や新
聞といった形で見られた。これらの形態の国境を越えたメディアは継続しているが、インターネットの登
場とデジタル・メディアプラットフォーム、特にソーシャルメディアの爆発的な普及により、クロスボー
ダー・アルコール・マーケティングの普及率はすべての国で高まっている。アルコール・マーケティング
のクロス・ボーダーな特性を高めている他の側面としては、国境を越えて訴求し拡散させるスポーツ・文
化イベントのスポンサーシップという点での多国籍アルコール企業（TNAC）の国境を越えたリーチと運
営形態、そして、国内外のアルコール・ブランドによるマーケティング・キャンペーンや活動のために国
境を越えたリンクを開発、指揮、実施することである。 

 
国民がアルコール・マーケティングに暴露し、健康や福祉に悪影響を及ぼすことを懸念する国は、国境

を越えて流入・流出するマーケティングも含め、包括的な禁止または制限を採用する可能性がある。法的
規制が最も効果的なアプローチであるが、各国政府は、市民社会組織と産業界が政策実施に関与する、厳
密に区分・監督された共同規制の取り決めを検討することもできる。世界アルコール戦略にあるように、
政策決定プロセスは、公衆衛生上のエビデンスに基づいて、公衆衛生上の利益を指針として政府が形成す
るべきであり、利益相反のある関係者は、政策決定プロセスに関与すべきではない。産業界による自主規
制に行動を委ねることはできない。業界の自主規制制度が飲酒水準やアルコール問題の発生率を減らすの
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に有効であるという証拠はない。業界の重要な役割は、法的規制や公衆衛生上の目標に違反する製品のマ
ーケティング、特に子どもや多量飲酒者、非飲酒者に届くようなマーケティングを停止し、あるいは控え
ることである。 

 
アルコール・マーケティングにはクロス・ボーダーな側面があるため、各国がマーケティング規制にお

いて互いに支援し合うことも重要である。国境を越えた規制の実施を確保することには課題もあるが、多
国間の支援協力を通じて、これを最小限に抑えることができる。クロスボーダー・マーケティングや規制
上の課題、成功例に関する情報を共有するための国家間の定期的な協議は、効果的な協力に不可欠である。
このような定期的な協議のプロセスは、制度的な取り決めの策定、事務局の設置、締約国による定期的な
会議によって促進されるであろう。このような多国間の行動は、WHOが支援することも可能であり、他
のフォーラムで追求される他の多国間支援の下で行うことも可能である。各国が共通の目標を追求するこ
とで、将来的に国際規範や枠組み条約の形で、クロスボーダー・マーケティングを含むアルコール・マー
ケティングのガバナンスを改善するための正式な取り決めを策定するための基盤を形成することができる。 
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キーメッセージ 
● 今日のアルコール・マーケティングの多くはクロス・ボーダーな側面を有しており、クロスボ

ーダー・マーケティングの統制は、アルコールによる害を制限するための国家的取り組みの不
可欠な要素でなければならない。 

 
● 国家レベルでは、アルコール・マーケティングの統制または禁止は、そのクロス・ボーダーな

側面を含めて、アルコールによる害を制限するための効果的な公衆衛生戦略の不可欠な要素を
なすべきである。 

 
● 国際的なレベルでは、アルコール・マーケティングにクロス・ボーダーな側面があるというこ

とは、その効果的な統制には国家間の協力が必要であることを意味する。 
 

● 各国におけるクロスボーダー・マーケティングに対するアプローチがある程度調和しているこ
と、あるいは行動の必要性についてコンセンサスが得られていることは、二国間あるいは多国
間の国際協力が成功するための必要条件となることが多いであろう。 

 
● このような協力関係は、定期的な国際協議、事務局による調整、そして国際的な取り決めによ

って強化されるであろう。 
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